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活力と魅力あふれる 

力強い都市づくり 
 

 我が国が直⾯している少⼦⾼齢化やエネルギー政策の転換、地球温暖化などの課題を新
産業 創出 結         成⻑ 続          世界 競     付加
価値 ⾼  活⼒  産業 集積等 促進        国際的 課題解決 貢献 
る、環境と調和した持続可能な産業都市づくりを進めます。加えて、意欲ある⼈が⾃らの
能⼒ 個性 活   働          ⼈材育成 多様 就業 可能 社会 実現
をめざします。 

 ⾸都圏     近隣都市 拠点  適切 連携          地域特性 活   
魅⼒    多  ⼈ 市内外  集  広域的 拠点整備 推進          
成熟化に的確に対応し、誰もが安全で安⼼して暮らせる⾝近なまちづくりを進めます。 

        拠点 結  ⽀  基幹的 道路 鉄道  ⾃転⾞ 徒歩 含   少⼦
⾼齢化 急速 進展   社会状況 変化 ⾒極     誰  快適 利⽤   ⾝
近 交通環境 強化       進        基本    ⺠間活⼒ 活    
総合的な整備を進めます。 

 さらに、それぞれの地域の歴史や⽂化 根   川崎    ⼤切            
や⾳楽などの地域資源を磨き上げ、それらが融合しながら変貌を遂げる国際都市川崎の
多彩 魅⼒ 発信              都市     確⽴  市⺠ 愛着 誇  
持ち、⼀層多くの⼈々が集い賑わう好循環のまちづくりを進めます。 

 

基本 
政策４ 
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政策の⽅向性  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本政策４ 活⼒ 魅⼒    ⼒強 都市   

政策4-1 川崎の発展を⽀える産業の振興

政策4-2 新たな産業の創出と⾰新的な技術による⽣活
利便性 向上

政策4-3 ⽣き⽣きと働き続けられる環境をつくる

政策4-4 臨海部 活性化  

政策4-5 魅⼒  都市拠点 整備  

政策4-6 良好 都市環境 形成 推進  

政策4-7 総合的な交通体系を構築する

政策4-8 スポーツ・⽂化芸術を振興する

政策4-9 戦略的           
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政策４-１ 川崎の発展を⽀える産業の振興 

政策の⽅向性  
 新興国 急成⻑   国際競争 激化  少⼦⾼齢化 ⼈⼝減少   国内市場 縮⼩ 懸念 

れるなど、産業を取り巻く環境は⼤きく変化しています。このような変化に的確に対応し、市内産業を持
続的 発展      成⻑著      中  国際競争⼒ 強化 向けた取組を推進します。 

    産学交流 企業間連携 更  深化   市内企業 競争⼒強化        本市   
づくりを⽀える中⼩企業の振興や、地域全体の賑わいを創出する商業地域の活性化、地産地消によ
る都市農業の振興などにより、市内経済の好循環に⽀えられた産業の振興を図ります。 

 

市⺠ 実感指標 

市⺠ 実感指標 名称 
 （指標の出典） 

計画策定時 
(Ｈ27)〔2015〕

現状 
(Ｈ28)〔2016〕

⽬標 
(Ｈ37)〔2025〕

市内産業 活⼒    事業者 元気     思 市
⺠ 割合 
（市⺠     ） 

28.3% 36.2% 35%以上 

 

施策の体系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

政策４-１ 川崎の発展を⽀える産業の振興

施策4-1-1 アジアを中⼼とした海外での事業展開⽀援
の強化

施策4-1-2 魅⼒ 活⼒   商業地域 形成

施策4-1-3 中⼩企業 競争⼒強化 活⼒  産業集積
の形成

施策4-1-4 都市農業の強みを活かした農業経営の強化
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施策１ アジアを中⼼とした海外での事業展開⽀援の強化 

第 1 期の主な取組状況 
 海外で開催される展⽰会等への出展サポートや、「川崎市海外ビジネス

⽀援センター（KOBS）」におけるワンストップによるサービスの提供などに
より、市内企業の海外へのビジネス展開を促進しています。また、海外ビ
ジネス全般に係る相談ができる「川崎海外ビジネスサポートデスク」を中国
及びASEAN各国に設けるとともに、市内企業が現地出張の際、商談等
で利⽤可能な「川崎市中⼩企業合同事務所」を設置するなど、海外に
おける現地でのビジネス⽀援の充実を図っています。 

 環境技術の移転による国際貢献と市内産業の活性化を⽬的に、川崎
国際環境技術展の開催を通じて市内企業の環境関連ビジネスの創出
や国際的なビジネスマッチングの場の提供のほか、市内企業や関係団体
等で構成するグリーンイノベーションクラスターにおけるプロジェクト創出に取
り組んでいます。 

 世界 ⽔環境  ⼈⼝増加 経済発展等    ⽔資源 不
⾜や⽔質汚濁などの問題を抱えています。国際社会の共通の
課題である⽔環境改善に向け、「かわさき⽔ビジネスネットワーク」
 通  ⽔関連企業 海外展開 ⽀援  独⽴⾏政法⼈国
際協⼒機構（JICA）等を通じた専⾨家派遣や研修⽣・視察
者の受⼊等 技術協⼒ 取組を進めています。 

 

施策の主な課題 
 市内企業の海外展開については、国内外の社会経済環境の変化に対応した⽀援の実施が求められています。 

 国際競争⼒ 向上 向   多様化  海外展開       医療機器 環境   成⻑分野 川崎     ブラ
ンド等と連動した効果的な⽀援策が求められています。 

 ⽔環境にかかる国際展開の推進にあたっては、官⺠連携   国際展開 取組 技術協⼒   国際貢献 取組 
効果的に連携させる必要があります。 

 

施策の⽅向性 
 
 
 
 
 
 
  

 市内企業の海外へのビジネス展開に向けた⽀援の実施 

医療機器 環境   成⻑分野    海外販路開拓 ⽀援の実施 

⽔関連企業の海外展開⽀援による上下⽔道分野の国際展開の推進 

川崎市サポート拠点 

川崎国際環境技術展 
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直接⽬標 

 海外展開する市内企業を⽀援し、海外で活躍する企業を増やす 
 

主な成果指標 

 
 

計画期間の主な取組 

 

名　　　　　称
（指標の出典）

2

581 840 630 800 800

グリーンイノベーションクラスターのプ
      年間件数
（経済労働局調べ）

件 件
（平成29（2017）年度） （平成33（2021）年度） （平成37（2025）年度）

件以上 10

（平成37（2025）年度）
件以上 件以上 件以上

件以上 件以上

計画策定時 現　　　　　状 第１期実施計画期間
における⽬標値

第２期実施計画期間
における⽬標値

第３期実施計画期間
における⽬標値

5
（平成27（2015）年度） （平成28（2016）年度）

2

（平成33（2021）年度）

7

市が⽀援したビジネスマッチングの
年間成⽴件数
（経済労働局調べ）

件
（平成26（2014）年度） （平成28（2016）年度） （平成29（2017）年度）

件

●海外販路 開拓 向  海外展⽰会等  出展⽀援及 国内    商談機会 創出

●川崎市海外ビジネス⽀援センター（KOBS）における海外展開⽀援

●海外サポート拠点を通じた現地⽀援の実施

●市内企業の海外展開状況に応じたセミナー等の開催

・市内企業の海外展
開状況に応じたワンス
トップによるサービス提
供及び海外商談会等
の企画・実施

・中国及びASEAN各
国における海外ビジネス
全般に係る相談機能
の提供等

・川崎市産業振興財
団、川崎商⼯会議
所、JETRO、中⼩企
業基盤整備機構等と
連携したセミナー等の開
催

H28海外コーディネー
ターによる⽀援数︓
361件

事務事業名
現状 事業内容・⽬標

平成28 29 平成34（2022）
（2016 17）年度 年度以降年度

平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021）
年度 年度 年度

H28出展⽀援数︓
22社

出展⽀援数︓20社
以上

出展⽀援数︓20社
以上

海外販路開拓事業

       成⻑市場 環境 医療機器等 成⻑分野    海外展⽰会等  出展⽀援

出展⽀援数︓20社
以上

海外での販路開拓に係る商
談機会の創出、国内外での
フォローアップ等を通じ、市内
企業の海外展開を促進しま
す。

出展⽀援数︓20社
以上

事業推進

・海外における現地での
相談機能の提供等

 川崎⽇中産業交流
協会、川崎国際ビジネ
 交流推進協議会 
通       交流会
等の開催

・中国、タイ等での展⽰
会による市内企業活
動の⽀援

 外資系企業等との国内商談会の開催
・市内企業が参加しや
すい商談会の開催

 川崎ものづくりブランドなど認定製品に向けた⽀援
・認定製品の海外販
路開拓 ⽀援

 成⻑市場 成⻑分
野における海外展開⽀
援
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●環境関連ビジネスの創出や国際的なビジネスマッチングに向けた場の提供

●川崎国際環境技術展出展企業等へのビジネスマッチングの促進

●グリーンイノベーションクラスターのプロジェクト創出による企業の海外展開の⽀援及び国際貢献の推進

●かわさき⽔ビジネスネットワークを通じた⽔関連企業の海外展開⽀援の推進

●JICA等を通じた専⾨家派遣や研修⽣・視察者受⼊の推進による川崎の上下⽔道技術の世界への発信

事業推進

国際環境産業推進事業
・川崎国際環境技術
展 開催及 次年度
以降 取組 ⽅向性
検討

H28新規プロジェクト
件数︓２件

新規プロジェクト件数︓
５件以上

事業推進

・関係機関との連携や
コーディネート機能の活
⽤による出展企業等へ
のマッチング・フォローアッ
プの実施

新規プロジェクト件数︓
５件以上

新規プロジェクト件数︓
７件以上

上下⽔道分野における国
際展開推進事業

平成28 29

・専⾨家派遣や研修
⽣・視察者受⼊の推
進による川崎の技術の
発信

継続実施

新規プロジェクト件数︓
５件以上

 グリーンイノベーションクラスターを活⽤した新規プロジェクトの創出⽀援

⽔関連企業の海外展開⽀
援と世界の⽔環境改善のた
め、上下⽔道分野の国際展
開を推進します。

・情報提供・情報発信
等による海外展開⽀
援の推進

継続実施

市内企業の新たな環境関連
ビジネスの創出や国際的なビ
ジネスマッチングの場を提供す
るとともに、環境関連の多様
な主体によるネットワーク組織
であるグリーンイノベーションクラ
スターを通じて、海外展開を
⽀援します。

・検討結果に基づく事
業の実施

・マッチング・フォローアッ
プの実施

事務事業名
現状 事業内容・⽬標

平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021） 平成34（2022）
年度以降（2016 17）年度 年度 年度 年度 年度
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施策２ 魅⼒ 活⼒   商業地域 形成 

第 1 期の主な取組状況 
 ⼤規模商業施設 商店街 ⼀体的 捉  魅⼒的 商業地域 

リアを形成し、地域ごとの特徴を踏まえた商業活性化策を展開して
     商店街 魅⼒ ⾼       対  ⽀援 魅⼒  
店舗の創出、空き店舗を活⽤した開業の促進など、商店街の活性
化を図るさまざまな取組を推進しています。 

 多数の⼤型商業施設や商店街が集積する川崎駅周辺地区などの
商業エリアにおいて、かわさき TMO などの関係団体と連携した事業
⽀援 ⾏  中⼼市街地活性化 推進              
ロウィンなどの 15  超       秋 開催    魅⼒ 市内外
に広く PR することで、集客と賑わいの創出に取り組んでいます。 

 卸売市場  多種多様 ⽣鮮⾷料品等 集  市⺠ 豊  ⾷
⽣活 ⽀   ⾼ 公共性 有      全国的 市場経由率
が低下するなど、市場を取り巻く環境が厳しさを増す中、公共的な
機能を継続的に発揮するため、本市においては計画策定時の取扱
量 維持 ⽬標   卸売市場経営     基  市場関係者 
連携 図     市場 活性化及 効率的 管理運営 向  
取組を進めています。 

 

施策の主な課題 
 市内商店街  担 ⼿ ⾼齢化 後継者不⾜等 課題 依然   抱         商店街 活性化 向  継

続的な⽀援が求められています。 

 川崎駅周辺 商業    活性化      駅周辺 開発動向等 連動  魅⼒        進     関係
団体と⼀層の連携強化を図っていくほか、既存のイベントを活⽤し、周辺エリアの回遊性を⾼めることにより購買機会を創
出して、相乗効果を⽣み出すための取組を推進していくことが求められています。 

 卸売市場      市場 取 巻 環境 厳   増 中 市場施設 機能強化 ⽼朽化 の対策が求められてい
 ⼀⽅  国      卸売市場法 ⾒直  向  動         状況 ⾒据   市   主体的 対応 
進める必要があります。 

 

施策の⽅向性 
 
 
 
 
 
 
  

 商店街等 抱  課題解決 通  魅⼒ 活⼒   商業地域 形成 

商店街 魅⼒ ⾼      開催等  ⽀援   魅⼒        推進 

持続可能な卸売市場の構築や国の動向を踏まえた機能強化に向けた取組の推進 

カワサキハロウィン 

資料︓経済労働局調べ
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直接⽬標 

 魅⼒ 活⼒   商業地域 形成 付加価値 ⾼ 競争⼒   商品 
供給により、商業を活性化させる 

 

主な成果指標 

 
 

計画期間の主な取組 

 

名　　　　　称
（指標の出典） 現　　　　　状

ー
（平成37（2025）年度）

17 22 25

11兆円以上 兆円以上 兆円以上

第１期実施計画期間
における⽬標値

第２期実施計画期間
における⽬標値

第３期実施計画期間
における⽬標値計画策定時

⼩売業年間商品販売額
（商業統計調査）

（平成33（2021）年度）

市場 年間卸売取扱量
（経済労働局調べ）

151,433 t 133,290 t 151,433

億円

市内商店街 ⾏   新  顧
客の創出や商店街の回遊性を⾼
めるイベントの開催数
（経済労働局調べ）

回

9,838

t以上 151,433 t以上

（平成26（2014）年度） （平成30（2018）年3⽉頃
に調査結果判明）

（平成29（2017）年度） （平成33（2021）年度） （平成37（2025）年度）

（平成26（2014）年）
151,433 t以上

ー 1

回以上 回以上
（平成28（2016）年度）

（平成28（2016）年） （平成29（2017）年） （平成33（2021）年） （平成37（2025）年）

第２期実施計画
から新たに設定

●商店街の機能向上に向けたエコ化の推進

●⽼朽化  街路灯等 除去 ⾏ 商店街 ⽀援

●市内商店街における創業予定者向けセミナーの実施による商業課題への対応⽀援

●商店街 魅⼒ ⾼      事業等  ⽀援

●市内公衆浴場の経営安定等の⽀援

●銭湯マップ作成、スタンプラリー等⼤⽥区との連携事業

継続実施

実施数︓全45商店
街以上

H28実施数︓全39
商店街

商店街 ⽼朽化  
街路灯等 撤去⽀援
の実施

実施数︓全90商店
街以上

●商店街の安全安⼼事業の実施

継続実施

商店街課題対応事業

 防犯カメラ、AED等の設置を補助する安全安⼼事業の推進

H28実施数︓累計
84商店街

商店街の課題解決や更なる
機能向上を⽀援し 、商業課
題への対応を図ります。

・創業予定者向けセミ
ナーの実施

 街路灯 LED化等 商店街  化      事業 推進

⽀援件数︓25件以
上

実施数︓全90商店
街以上

事務事業名
現状 事業内容・⽬標

平成28 29 平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021） 平成34（2022）
（2016 17）年度 年度 年度 年度 年度 年度以降

実施数︓全90商店
街以上

⽀援件数︓25件以
上

⽀援件数︓25件以
上

実施数︓全45商店
街以上

実施数︓全45商店
街以上

実施数︓全45商店
街以上

事業推進実施数︓全90商店
街以上

事業推進

・事業実施及び連携
事業のあり⽅の検討

・実績の検証に基づく
連携事業の実施

商店街が⾏うイベント等の⽀
援を⾏います。また、公衆浴
場組合連合会に対する経営
安定化等 ⽀援 ⾏    H28⽀援件数︓46

件
市内公衆衛⽣の向上
及び推進を図るための
経営⽀援の実施

地域連携事業
H28⽀援件数︓25
件

⽀援件数︓25件以
上
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●⼤規模⼩売店舗⽴地法 運⽤   周辺環境 保持

●川崎駅周辺 活性化事業 通  魅⼒        推進

●商業者が主体となって取り組む川崎駅周辺イベントへの⽀援

●川崎商⼯会議所と連携した商業集積エリアの活性化

●魅⼒    個店創出事業 実施

●商店街出張キャラバン隊事業の実施

●商店街連合会の機能強化と活動⽀援を通じた商店街の育成・発展

●商店街等への専⾨家（アドバイザー）派遣による商店街の課題解決の⽀援

●Buyかわさきフェスティバルの実施を通じた市内製品の販売促進・消費拡⼤

●商業振興施策 展開 向  計画 更新

●南北市場 活性化 向  取組 推進

●南北市場 効率的 管理運営 向  取組 推進

継続実施

事務事業名

⽀援件数︓2 件以上

現状 事業内容・⽬標

事業推進

年度 年度 年度以降
平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021） 平成34（2022）

年度

南北市場      特性 
活かした活性化や市場運営
の効率化、経営の健全化を
通じて、これからの社会にふさ
わしい持続可能な卸売市場
の構築を⽬指します。

 効率的 管理運営
及び検証の実施

 指定管理者制度導
⼊効果の検証及び検
証結果を踏まえた取組
の実施

卸売市場 管理運営事
業

・市場業務の簡素化・
削減に向けた検討

・事業⽤定期借地権
⽅式 活⽤等 ⺠間
活⼒ 導⼊等 検討

 北部市場    効率的 管理運営 向  取組 推進

 南部市場    効率的 管理運営 向  取組 推進

・「卸売市場経営プラ
ン」に基づくそれぞれの
特性を活かした活性化
策の実施

継続実施

事業推進⽀援件数︓5件以上
商業ネットワークの構築や魅
⼒ある個店の創出⽀援、専
⾨家派遣による課題解決等
により、地域価値を⾼める商
業地域の形成を推進し 、商
業の活性化を図ります。

⽀援件数︓2 件以上

商業⼒強化事業

⽀援件数︓2 件以上
 魅⼒    店舗 商品 ⽣ 出 個店創出 向  ⽀援事業 推進

⽀援件数︓5件以上H28⽀援件数︓７件 ⽀援件数︓5件以上 ⽀援件数︓5件以上
 商業集積エリア活性化に向けたエリアプロデュース事業の推進

まちづくり連動事業

平成28 29 平成30（2018）
（2016 17）年度 年度

・カワサキハロウィンなど
のイベントへの⽀援の実
施

事業推進

・市場業務の簡素化・
削減に向けた検討結
果に基づく取組の実施

・「商業振興ビジョン」の
更新 向  取組 推
進

 ⼤規模⼩売店舗⽴
地法の適正な運⽤に
基づく届出の受付、事
務処理   実施

・事業検討を踏まえ
た、川崎駅周辺の活性
化事業への⽀援

⼤規模⼩売店舗⽴地法につ
いて法の適正な運⽤を図りま
す。また、川崎駅周辺の魅⼒
あるまちづくりを進める活動等
や、商業者が主体となって開
催するイベントを⽀援し、まち
 魅⼒ PR    

⽀援件数︓2 件以上

・Buyかわさきフェスティ
バルの実施

継続実施

・専⾨家（アドバイ
ザー）派遣の実施

継続実施

・専⾨家等が市内商
店街を訪問・指導する
商店街出張キャラバン
隊事業の推進

継続実施

継続実施

・中⼼市街地活性化
事業への⽀援

H28⽀援件数︓２件

・⼤型店舗の加⼊促
進等の機能強化と活
動⽀援の推進

継続実施
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●市場機能強化に向けた取組の推進

 ⻑寿命化 向  ⽼
朽化施設の補修・改
修等の実施

・補修・改修の実施
●市場施設 ⽼朽化対策 実施

⽼朽化し た施設の補修・改
修や市場機能強化に向けた
取組を推進することで、市場
機能の維持・ 向上を図りま
す。

事務事業名
現状

卸売市場施設整備事業
・国の動向を踏まえた
「卸売市場経営プラ
ン」に基づく市場機能
強化に向けた取組の推
進

事業推進

事業内容・⽬標
平成28 29 平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021） 平成34（2022）

（2016 17）年度 年度 年度 年度 年度 年度以降
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施策３ 中⼩企業 競争⼒強化 活⼒  産業集積 形成 

第 1 期の主な取組状況 
 平成 28（2016）年４⽉ 施⾏    中⼩企業活性化    

成⻑戦略 関  条例  基   中⼩企業 ⾏ 新製品 新技術
開発  ⽀援   川崎          制度 活⽤  情報発信
 販路拡⼤ ⽀援   ⾏  中⼩企業 活性化 取 組    
す。 

 ⼤企業等が保有する特許やノウハウ等の知的財産を活⽤し、中⼩
企業の新事業展開を促進するためのビジネスマッチングを進めている
        契約後 製品化 販路開拓   ⼀貫  ⽀援 
⾏       

 住宅化 進 内陸部⼯業系⽤途地域     地域住⺠     
   理解 深  ⼯業者 住⺠ 相互理解 促進      住⼯
共⽣のまちづくりに向けたイベントや操業環境の改善を図る取組に対す
る⽀援 ⾏    市内製造業者が継続的に操業していけるよう様々
 ⾓度  環境整備 推進 ています。 

 

施策の主な課題 
 ⼈⼝構造や産業構造の変化、社会を変⾰するような様々な技術の進展など、中⼩企業を取り巻く経営環境は、今後

も⼤きく変動していくことが予想されます。中⼩企業は、雇⽤創出や地域経済の発展⾯で地域社会に⽋かせない存在で
       安定経営 継続 販路拡⼤ 対  ⽀援 加  新  課題    働 ⽅改⾰ AI（⼈⼯知能）、
IoT（モノのインターネット）等の次世代技術の活⽤による経営⾰新などへの対応が求められています。 

 市内 多  中⼩製造業 事業所 ⽼朽化 近隣 住宅地化  ⽴地上 課題 抱       市内の限られた
⼯業系⽤途地域においても、⼯場跡地の住宅地化により⼯場を操業できる場所が減少していることから、中⼩製造業
者の操業環境の整備・改善に向けた取組を推進していく必要があります。 

 

施策の⽅向性 
 
 
 
 
 
 

  

 市内中⼩企業 活性化 向  経営⼒ 技術⼒強化    ⽀援 推進 

知的財産交流 推進   市内中⼩企業 新事業展開 促進 

中⼩製造業の操業環境整備への⽀援の推進 

資料︓⼯業統計調査

          （住⼯共⽣地域交流事業） 
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直接⽬標 

 市内中⼩企業の技術を活かして事業展開できる環境を整備することで、経
営 改善  成⻑ 促進    

 

主な成果指標 

 
 

計画期間の主な取組 

 

名　　　　　称
（指標の出典）

4兆4,216 億円 億円以上
（平成35（2023） 37

（2025）年平均）

第１期実施計画期間
における⽬標値

第２期実施計画期間
における⽬標値

第３期実施計画期間
における⽬標値

億円 4兆2,968

知的財産交流会        
  年間成⽴件数
（経済労働局調べ）

件

計画策定時 現　　　　　状

4 4

（平成23（2011） 25
（2013）年平均）

（平成25（2013） 27
（2015）年平均）

（平成27（2015） 29
（2017）年平均）

（平成31（2019） 33
（2021）年平均）

製造品出荷額等
（⼯業統計調査）

4兆2,968

（平成26（2014）年度） （平成28（2016）年度）
3 4 件以上 件以上件

4兆2,968 億円以上4兆2,968 億円以上

4
（平成29（2017）年度） （平成33（2021）年度） （平成37（2025）年度）

件以上

●企業間連携等   新事業 開発 向  知的財産交流会 開催

●知的財産マッチング後のフォローアップを通じた新技術・新製品創出の推進

●知的財産シンポジウムの開催等による知的財産活⽤の推進

●知的財産     通  知的財産交流 活性化

● 川崎市知的財産戦略  改定 運⽤

 オープンイノベーションと知的財産の創造・保護・活⽤に向けた知的財産シンポジウムの開催

川崎市知的財産戦略及び
推進プログラムに基づき、⼤
企業等の開放特許・ ノウハウ
等の知的財産を中⼩企業と
マッチングし、中⼩企業の新た
な事業展開等を⽀援するとと
        成⽴後 製品
化・ 事業化に向けた継続的
 ⽀援 ⾏    

来場者数︓85⼈以
上

開催数︓6回以上

 特定の企業・団体によるクローズ型のマッチング会の開催
知的財産戦略推進事業

年度

H28開催数︓6回

開催数︓6回以上 開催数︓6回以上

来場者数︓85⼈以
上

来場者数︓85⼈以
上

来場者数︓85⼈以
上

     開催   特許活⽤ 検索等 関  実務講座 実施
開催数︓6回以上 開催数︓6回以上 開催数︓6回以上

 知的財産戦略 改
定(H29)

事務事業名
現状 事業内容・⽬標

平成28 29 平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021） 平成34（2022）
（2016 17）年度 年度 年度 年度 年度以降

事業推進

H28来場者数︓75
⼈

・事業化・市場化⽀援
によるフォローアップの実
施

継続実施

H28開催数︓8回 開催数︓6回以上 開催数︓6回以上

 知的財産戦略 基 
く取組の推進

 知的財産交流       拡⼤ 通  技術交流 促進
・他⾃治体と連携した
ネットワーク拡⼤による
企業間連携の促進
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●ニーズに応じた経済団体等への⽀援や補助の実施

●展⽰会等への多様な主体と連携した共同出展

●川崎商⼯会議所  連携    川崎          制度 推進

●市内中⼩企業 販路開拓 取引拡⼤ 図 先端技術⾒本市 神奈川県等  共同開催

●次世代 担 児童 学⽣等 向        魅⼒ 発信

●市内の製造業とICT産業の連携促進

●中⼩企業 経営 技術⾯ 関  ⽀援   経営⼒ 技術⼒ ⾼度化

●IoTやAI等に対応するための市内中⼩企業に向けた⽀援体制の充実

●新事業分野でのビジネスマッチング等のコーディネート⽀援活動

●中⼩企業 技術 ⾼度化 新分野進出 ⼈材育成等 ⽀援

●川崎市産業振興会館の施設修繕

●中⼩企業者等  安定的 資⾦供給

●中⼩企業者等 資⾦調達 ⽀援

●円滑 融資 促進 向  市信⽤保証協会 経営基盤 安定化⽀援

川崎市産業振興財団運
営⽀援事業

市内中⼩企業の抱える様々
な課題に対して、ニーズに応
じた⽀援を実施します。

市信⽤保証協会や取扱⾦
融機関との連携による間接
融資制度の実施及び市信⽤
保証協会の事業推進により、
中⼩企業者等の資⾦調達
円滑化 図    

中⼩企業融資制度事業

中⼩企業の経営⼒・技術⼒
の⾼度化や新事業創出を促
進するため、国や県、地域の
産業⽀援機関等と連携を図
り、多⾯的な⽀援を展開しま
す。

ものづくり中⼩企業経営
⽀援事業

事務事業名 平成31（2019） 平成32（2020）

開催数︓10回以上
 児童・学⽣に向けた体験教室、講演会、講座の開催

・施設修繕の実施

継続実施

・設備のエコ化を含めた
施設修繕の実施

・市内製造業とICT産
業の連携促進に向けた
技術開発⽀援等の取
組の推進

継続実施

各種セミナー開催︓30
件程度

出張キャラバン隊︓
150件以上

開催数︓10回以上 開催数︓10回以上 開催数︓10回以上

 制度融資   安定
的 資⾦供給 促進

事業推進

事業推進

・中⼩企業者等に対す
 信⽤保証料補助 
  資⾦調達⽀援 
実施

継続実施

・市信⽤保証協会に
対する代位弁済補助
による経営基盤の安定
化⽀援の実施

継続実施

各種セミナー開催︓30
件程度

各種セミナー開催︓30
件程度

各種セミナー開催︓30
件程度

継続実施

出張キャラバン隊︓
150件以上

出張キャラバン隊︓
150件以上

出張キャラバン隊︓
150件以上

 「川崎ものづくりブランド」の価値の向上や認定製品の情報発信の実施

 先端技術⾒本市  
クノトランスファー」の実
施

継続実施

・市外で開催される展
⽰会等への多様な主
体と連携した共同出展
の実施

継続実施

H28⽀援件数︓計
27件

⽀援件数︓計17件
以上

⽀援件数︓計17件
以上

⽀援件数︓計17件
以上

⽀援件数︓計17件
以上

 研究開発 経営安定 販路拡⼤等     応  ⽀援 補助 推進
事業推進

H28新規認定数︓9
件

新規認定数︓10件
以上

新規認定数︓10件
以上

新規認定数︓10件
以上

新規認定数︓10件
以上

H28開催数︓11回

・市内中⼩企業のICT
化等に向けた新たな取
組の推進

・出張キャラバン隊によ
るビジネスマッチング等の
コーディネート⽀援活動
の推進

・各種セミナー、研修等
の開催による⽀援の実
施

・窓⼝相談、ワンデイ・
コンサルティング、専⾨
家派遣等の⽀援の実
施

現状 事業内容・⽬標
平成28 29 平成30（2018） 平成33（2021） 平成34（2022）

（2016 17）年度 年度 年度 年度 年度 年度以降
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●先端産業創出⽀援制度   操業⽀援

●海外ミッション、展⽰会等における本市プロモーションの実施

●対内投資連絡会議の開催

●住⼯共⽣のまちづくり活動の⽀援

●都市計画道路 宮内新横浜線 建設 伴 移転対象事業者 市内  ⽴地誘導

●積極的 産業⽴地 誘導
・⼯業⽤地等需給情
報の収集と活⽤による
積極的 産業⽴地誘
導の推進

継続実施

 市内  ⽴地誘導 
推進

継続実施

・がんばるものづくり企
業操業環境整備助成
制度 活⽤   操業
環境の整備・改善に向
けた⽀援の推進

 助成制度 創設
(H29)

中⼩製造業の操業環境と住
⺠ 住環境 調和 図   
ら、⼯業集積の維持・発展を
進めます。

内陸部操業環境保全対
策事業

●操業環境の整備・改善の⽀援

H28実施数︓4回 実施数︓4回以上 実施数︓4回以上 実施数︓4回以上 実施数︓4回以上

継続実施

      神奈川県等
との連携による連絡会
議の開催

継続実施

 住⼯共⽣のまちづくりに向けたイベント等の活動に対する⽀援の実施

対内投資促進事業
・外資系企業等の本
市来訪や本市の外国
訪問の機会を捉えたプ
ロモーションの実施

継続実施

先端産業等⽴地促進事
業

先端技術を持つ企業の事業
化を⽀援することにより、先端
産業の創出と集積を促進し
ます。

・先端産業創出⽀援
制度 終了

・先端産業創出⽀援
制度   ⽴地企業 
 助成⾦交付 操業
⽀援の実施

地理的優位性 環境技術 
蓄積など、本市ビジネス環境
情報を外資系企業等に対し
て効果的に情報発信し 、対
内投資を促進します。

事業推進

事業推進

事務事業名
現状 事業内容・⽬標

平成28 29 平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021） 平成34（2022）
（2016 17）年度 年度 年度 年度 年度 年度以降
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施策４ 都市農業の強みを活かした農業経営の強化 

第 1 期の主な取組状況 
 都市農業振興基本法成⽴等 環境変化 国 動向 踏   新

たな課題や市内農業への期待に応じるため、平成 28（2016）
年２⽉  川崎市農業振興計画  策定 取組 推進    
す。 

 市内農業者の持続的 ⾃⽴的 農業経営に寄与するため、経営
改善等に取り組む農業者に対する経営⽀援のほか、農業技術⽀
援センターにおいて、農業経営向上に資する農業技術の試験・研
究、普及に取り組んでいます。また、市内産農産物の価値向上のた
め、多様な主体との連携を図る場として「都市農業活性化連携フ
ォーラム」を開催するとともに、連携を先導するモデル事業の実施を
通じて、連携の成果を市内農業者へ普及させています。 

 農業の担い⼿を確保・育成するため、⻘年農業者団体 ⼥性農
業者団体などの活動やネットワークづくりの⽀援のほか、川崎の農
業を牽引する認定農業者の確保・⽀援や、新規就農者への技術
的⽀援 ⾏         農業者を⼿助けする援農ボランティア
の育成・活⽤などに取り組んでいます。 

 

施策の主な課題 
 都市化 影響   営農環境 変化 ⽣産者 ⾼齢化 労働⼒不⾜ 後継者育成等 課題 対  ⽣産⼒の維

持・向上のための技術的⽀援や担い⼿確保の⽀援の充実が求められています。 

 市内産農産物の付加価値や⽣産性の向上等のため、企業や⼤学等の多様な主体との連携による新たな農業価値を
創造することで農業経営の持続的発展を図るなど、従来の⼿法に縛られない取組が求められています。 

 

施策の⽅向性 
 
 
 
 
 
 

  

 都市農業の振興に向けた多様な担い⼿の育成・確保の推進 

農業者の経営改善のための技術・経営⽀援の実施 

企業や⼤学等との連携による新たな農業価値創造に向けた取組の推進 

資料︓川崎市統計書

市内地域の主な農産物 
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直接⽬標 

 市内農家の農業経営を安定化・健全化させる 
 

主な成果指標 

 
 

計画期間の主な取組 

 

 

 

 

 

 

 

名　　　　　称
（指標の出典） 計画策定時 現　　　　　状 第１期実施計画期間

における⽬標値
第２期実施計画期間

における⽬標値
第３期実施計画期間

における⽬標値

⽇以上 ⽇以上 ⽇以上
（平成26（2014）年度） （平成28（2016）年度） （平成29（2017）年度） （平成33（2021）年度） （平成37（2025）年度）

援農       累計活動⽇数
（経済労働局調べ）

⽇ ⽇

⼈以上 ⼈以上 ⼈以上
（平成26（2014）年度） （平成28（2016）年度） （平成29（2017）年度） （平成33（2021）年度） （平成37（2025）年度）

認定農業者累計数
（経済労働局調べ）

⼈ ⼈25 36 30 40 50

400 413 440 520 600

●⼥性農業者団体 活動 対  ⽀援

●担い⼿の育成・確保に向けた農業体験への⽀援

●経営能⼒ 向上 ⽬的   研修会 開催

●農産物の栽培技術向上のための取組

●⽣産者向け講習会等の実施

●経験の浅い農業者を主な対象とした講習会等の技術指導の実施

●「環境保全型農業推進⽅針」に基づく環境保全型農業の普及推進

●農業⽤施設の整備、農業機械等の共同購⼊に対する助成

開催数︓２回以上 開催数︓２回以上

継続実施

開催数︓145回以上 開催数︓145回以上
 「環境保全型農業技術講習会」などの講習会等の開催

開催数︓10回以上

・環境保全型農業の
普及に向けた取組の推
進

継続実施

・農業⽤施設の整備、
農業機械等の共同購
⼊に対する助成の実施

事務事業名
現状 事業内容・⽬標

平成28 29 平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021） 平成34（2022）
（2016 17）年度 年度 年度年度 年度 年度以降

⽀援回数︓２回以上H28⽀援回数︓２回

⽀援回数︓18回以
上

各種試験研究、農産
物等の実証栽培の実
施

継続実施

H28⽀援件数︓３件

事業推進⽀援回数︓18回以
上

⽀援回数︓２回以上

H28開催数︓２回 開催数︓２回以上 開催数︓２回以上
 担 ⼿ 後継者向  経営能⼒向上 ⽬的   研修会 実施

H28⽀援回数︓18
回

⽀援回数︓18回以
上

⽀援回数︓２回以上 ⽀援回数︓２回以上

事業推進

⽀援件数︓３件以上 ⽀援件数︓３件以上

 講習会等を通じた技術指導の促進

担い⼿・後継者育成事業
今後の本市農業を担う経営
感覚に優れた農業者(担い
⼿)の育成・確保を⽬的とし
て、⼥性・⻘年農業者団体
が⾏う活動への⽀援を通じ、
農業者同⼠のネットワークづく
りを図るとともに、研修会の開
催や認定農業者等の経営改
善計画の達成に向けた⽀援
を実施します。

開催数︓10回以上H28開催数︓10回

H28開催数︓143回 開催数︓145回以上

 農業者間 情報共有 経営能⼒ 向上 市⺠ 農業理解 促進  ⽀援 推進

●認定農業者等 向  農業担 ⼿経営⾼度化⽀援事業 実施

⽀援回数︓18回以
上

⽀援件数︓３件以上 ⽀援件数︓３件以上

 ⻘年農業者団体 開催  農業体験  ⽀援 促進

開催数︓10回以上 開催数︓10回以上

農業経営⽀援・研究事業
農作物の⽣産技術の向上に
向けた⽀援や、農業経営の
効率化 安定化    ⽀援
を実施します。

開催数︓145回以上
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● 農業振興地域整備計画  基  農⽤地区域 適正管理 実施

●農業振興地域 農業⽤⽔利施設等     計画的改修 実施

●⿊川東⼟地改良事業共同施⾏ 換地事業完了 向  ⽀援及 移管農道 維持管理

●援農ボランティアの育成

●講座修了後 援農       活⽤促進 向  ⽀援

●多様 主体（農業者 商業者 ⼯業者 情報産業事業者 ⼤学 福祉団体 市⺠等） 連携   

● 早野⾥地⾥⼭   推進計画  基  早野地区 活性化 向  ⽀援

事業推進

多様な連携推進事業
地域農業の活性化の推進

多様な主体との共創による新
たな農業価値の創造を図りま
す。

・多様な主体と連携し
たフォーラムや連携部会
の運営、モデル事業の
実施

継続実施

・換地業務等の換地
事業完了 向  ⽀
援の実施

 ⿊川東地区 農道 
適正 維持管理 実
施

      数︓累計
112⼈以上

 育成事業の推進

・換地業務や確定測
量 実施

事業推進

      数︓累計
112⼈以上

      数︓累計
127⼈以上

事業内容・⽬標
平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021）

・推進計画に基づく早
野地区活性化懇談会
の開催や協働事業の
推進

継続実施

・援農ボランティアの活
⽤促進に向けた⽀援の
実施

継続実施

H28ボランティア数︓
累計97⼈

      数︓累計
97⼈以上

農業⽣産基盤維持 管理
事業

都市農地を保全し 、農業の
担い⼿の⾼齢化や減少に対
応するため、市⺠ボランティア
の育成・活⽤を推進します。

援農ボランティア育成・活
⽤事業

安定した農業⽣産基盤を維
持するため、農業振興地域
等における農業⽤施設の維
持 管理 ⾏    

事務事業名 平成34（2022）
（2016 17）年度 年度 年度 年度 年度 年度以降

事業推進

・計画的な改修の実施

現状
平成28 29

・農⽤地区域の適正
管理 違反転⽤地 
違反解消に向けた活
動の推進

継続実施

継続実施
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政策４-２ 新  産業 創出 ⾰新的 技術   ⽣活利便性 向上 

政策の⽅向性  
 ⾼齢化 進⾏ ＩＣＴ（情報通信技術） 進展 国内外      政策 ⼤  転換   社

会環境の変化を的確に捉えながら、⽣活の質を向上させ、新たなライフスタイルを実現することをめざし
 取組 進             重要   医療 福祉         新  成⻑分野    
川崎発のイノベーションを創出するとともに、コンベンション機能の創出等によって多様で創造性のある⼈
材 交流 促進  市内企業 競争⼒ 向上 図           ＩＣＴ 使  環境  誰
  公的機関     活⽤   環境 整備     市⺠⽣活 更  利便性 向上  地域
経済の活性化を図ります。 

 

市⺠ 実感指標 

市⺠ 実感指標 名称 
 （指標の出典） 

計画策定時 
(Ｈ27)〔2015〕

現状 
(Ｈ28)〔2016〕

⽬標 
(Ｈ37)〔2025〕

新       ⽣         思 市⺠ 割合 
（市⺠     ） 24.4% 25.6% 30%以上 

⾏政                       ＩＣ
Ｔ 活⽤ 進     思 市⺠ 割合 
（市⺠     ） 

22.9% 28.7% 35%以上 

 

施策の体系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

政策４-２ 新  産業 創出 ⾰新的 技術   ⽣活利便性 
向上

施策4-2-1  ベンチャー⽀援、起業・創業の促進

施策4-2-2 地域を⽀える産業の育成・市内事業者等の
新分野への進出⽀援

施策4-2-3 科学技術を活かした研究開発基盤の強化

施策4-2-4 スマートシティの推進

施策4-2-5 ＩＣＴ（情報通信技術）の活⽤による
市⺠利便性 向上
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施策１ ベンチャー⽀援、起業・創業の促進 

第 1 期の主な取組状況 
 起業意欲の醸成から起業準備、事業化に⾄るまでの創業段階に応じた

⽀援として、創業フォーラムや起業家オーディションなどの開催を通じて創
業    環境    ⾏      成⻑ ⾒込   有望 市内  
チャー企業等に対して、専⾨家による個別・集中の⽀援を実施し、起業
          成⻑企業 創出 取 組       

 「かわさき新産業創造センター」を活⽤して、新たに創業する個⼈、創業
間もないベンチャー企業等に事業スペースを提供するほか、専⾨家による
技術開発 販路拡⼤ 関  多様 ⽀援  市内企業 基盤技術⾼
度化等 向  講座   実施       

 
 
 
 
 
 
 

施策の主な課題 
 若年層       起業意識 ⾼   踏   既存事業 ⾒直 や幅広い分野において事業 ⽴ 上  起業希

望者への対応が求められています。また、近年 本市 開業率 、政令指定都市 中 中位で推移していますが、市
内産業の活性化を図るためには、起業が盛んな都市として上位を⽬指し、開業率 ⾼ ていく必要があります。 

 起業・創業の促進については、多様な主体との連携による対象や分野を明確にした⽀援体制の整備や、⽀援に関する
戦略的 情報発信          分野 専⾨家 連携       企業 起業 成⻑⽀援      実施   
研究開発型のベンチャー企業等に対する⽀援の充実が求められています。 

 「かわさき新産業創造センター」    ⼊居企業 成⻑⽀援       経済動向 技術⾰新 踏   質 ⾼ 
     提供       求         基盤技術⾼度化⽀援      市内企業     踏     基
盤技術 ⾼度化 資  講座 実施       求         

 

施策の⽅向性 
 
 
 
 
 
 
  

 開業率 向上に向けた、市内での起業促進 

「かわさき新産業創造センター」を拠点とした、新産業の創出に挑戦する市内ベンチャー企業等
に対する成⻑⽀援 推進 

起業家オーディション授賞式 

かわさき新産業創造センター（KBIC・NANOBIC・AIRBIC）
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直接⽬標 

 次代を⽀える産業を創出するため、市内での起業を盛んにする 
 

主な成果指標 

 
 

計画期間の主な取組 

 

  

名　　　　　称
（指標の出典）

（平成26（2014）年度） （平成28（2016）年度） （平成29（2017）年度） （平成33（2021）年度） （平成37（2025）年度）

起業⽀援   年間市内起業件
数
（経済労働局調べ）

件 件

（平成28（2016）年度） （平成29（2017）年度） （平成33（2021）年度）

計画策定時 現　　　　　状 第１期実施計画期間
における⽬標値

第２期実施計画期間
における⽬標値

第３期実施計画期間
における⽬標値

62

かわさき新産業創造センターの⼊
居率
（経済労働局調べ）

％ ％

件以上 件以上 件以上39 80 100 120

％以上 ％以上 ％以上
（平成26（2014）年度） （平成37（2025）年度）

90 97 90 90 90

●起業促進イベント等の開催を通じた創業しやすい環境づくりの促進

●研究開発型ベンチャー企業への集中的⽀援の実施

●多様な主体との連携による起業・創業⽀援のワンストップ拠点を通じた⽀援事業の実施

●「創業⽀援事業計画」に基づく起業の促進

●    新産業創造    ⼊居者 対      成⻑過程 踏   ⽀援 実施

●    新産業創造     運営 市内企業 基盤技術⾼度化⽀援

●快適な操業環境の提供に向けたかわさき新産業創造センターの修繕・機能維持

●⼦どもたちのものづくりへの興味・関⼼を醸成するイベントの実施

新産業創造⽀援事業

・計画的な修繕・機能
維持の実施

継続実施

かわさき新産業創造センター
を拠点として、新たな事業分
野への進出を⽬指す市内中
⼩・ベンチャー企業等に対して
事業スペースの提供や イン
キュベーションマネージャーによ
る成⻑⽀援を実施するととも
に、センター内の⼯作機器等
を活⽤し た市内企業の基盤
技術の⾼度化⽀援に取り組
みます。

・⽀援拠点の開設及び
拠点を通じた⽀援施
策の展開

・⽀援拠点を通じた⽀
援施策の展開

 ⺠間創業⽀援事業者等  連携   起業促進 取組 推進

H28講座・実習数︓
27回

講座・実習数︓20回
以上

 成⻑⽀援      
実施

産業競争⼒強化法に基づく
国の認定を受けた川崎市創
業⽀援事業計画に基づき、
市内創業⽀援機関14団体
等との連携のもと、創業しや
すい環境作りを⾏うとともに、
有望なベンチャー企業等に対
して個別・集中の⽀援を⾏う
など、市内での起業を促進し
ます。

フォーラム実施数︓２
回以上
オーディション実施数︓
６回以上

オーディション実施数︓
６回以上

H28フォーラム実施
数︓２回
H28オーディション実施
数︓６回

フォーラム実施数︓２
回以上
オーディション実施数︓
６回以上

フォーラム実施数︓２
回以上
オーディション実施数︓
６回以上

事務事業名
現状 事業内容・⽬標

平成28 29 平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021） 平成34（2022）
（2016 17）年度 年度 年度 年度以降年度 年度

起業化総合⽀援事業
 創業フォーラム及び起業家オーディション等の開催

相談件数︓650件以
上

事業推進H28相談件数︓386
件

相談件数︓450件以
上

相談件数︓550件以
上

相談件数︓600件以
上

事業推進

H28⽀援件数︓３件 ⽀援件数︓５件以上 ⽀援件数︓５件以上 ⽀援件数︓５件以上 ⽀援件数︓５件以上

フォーラム実施数︓２
回以上

⼊場者数︓1,500⼈
以上

⽀援を通じた起業件
数︓100件以上

     内 機器等 活⽤  講座等   市内企業 基盤技術 ⾼度化⽀援
講座・実習数︓20回
以上

講座・実習数︓20回
以上

講座・実習数︓20回
以上

H28⼊場者数︓
1,300⼈

⼊場者数︓1,500⼈
以上

 新川崎地区の事業者等が⼀体となった⼦どもたちに向けた科学イベントの実施
⼊場者数︓1,500⼈
以上

⼊場者数︓1,500⼈
以上

                等   ⼊居者 向  技術相談 資⾦調達⽀援等 実施

H28⽀援を通じた起
業件数︓39件

⽀援を通じた起業件
数︓85件以上

⽀援を通じた起業件
数︓95件以上

⽀援を通じた起業件
数︓90件以上
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施策２ 地域を⽀える産業の育成・市内事業者等の新分野への進出⽀援 

第 1 期の主な取組状況 
 産業 福祉 融合 新  活⼒ 社会的価値 創造 ⽬指   平

成 29（2017）年度  ５年間 計画期間    第２期     
アイノベーション推進計画」を策定し、取組を進めています。約 300 の
企業・福祉事業者・⼤学・研究機関などさまざまな主体によるネットワ
   形成     将来的 福祉課題 先⾏的 対応   当事
者視点での新たな製品・サービスの「創出」「活⽤」を通じて、将来を先
取りする社会モデルを「創造・発信」する好循環を構築していく取組を
進めています。 

 当事者視点   ⾃⽴⽀援 中⼼概念       
き基準」により、社会環境の変化等に対応しながら地
域包括ケアシステムやダイバーシティの推進に具体的に
寄与するなど、福祉課題に対応する製品の認証事業
を実施しています。 

 ⼦育て⽀援や⾼齢者のサポートなどの地域課題に対し、地域の資源や⼈
材を活かし、住⺠⾃  解決 向 取 組                
ルビジネスについて、担い⼿育成や経営⽀援・情報発信などを通じて、起
業・創業・就業を促進しています。 

 

 

施策の主な課題 
 超⾼齢社会  将来的 福祉課題 先⾏的 取 組    本市 産業 福祉   機能   新  製品    

スの創出や活⽤の取組を進めるほか、東京2020オリンピック・パラリンピックを好機として捉え、本市が進めるウェルフェアイ
ノベーションの取組を発信していくことが求められています。 

 ⾼齢者⽀援や⼦育て⽀援、地域活性化など、多様化する地域課題への対応が求められていることから、解決⼿法とし
てのコミュニティビジネスやソーシャルビジネスに⼀層の期待が⾼まっています。 

 

施策の⽅向性 
 
 
 
 
 
 
  

 超⾼齢社会 ⾒据  新たなライフスタイル等の創造・発信に向けたウェルフェアイノベーショ
ンの更  推進 

新たな福祉製品・サービスの創出・活⽤のための「かわさき基準」の⼀層の推進 

コミュニティビジネスやソーシャルビジネスの起業や就業、経営⽀援の促進 

資料︓経済労働局調 

かわさき基準で認証された福祉製品 

・移動販売による地域買い物コミュニティ創出プロジェクト

ウェルフェアイノベーションフォーラムでの主なプロジェクト（H28)

・排尿予知による自立排泄支援

・排泄検知によるＱＯＬの向上と介護負担の軽減プロジェクト
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直接⽬標 

 成⻑分野 地域課題解決 寄与  市内事業所等 新分野  進出 
促進する 

 

主な成果指標 

 
 

計画期間の主な取組 

 

 

 

 

名　　　　　称
（指標の出典）

10 21 20 30 30

4 5 5 6 7

計画策定時 現　　　　　状 第１期実施計画期間
における⽬標値

第２期実施計画期間
における⽬標値

第３期実施計画期間
における⽬標値

件 件

件以上 件以上 件以上
（平成26（2014）年度） （平成28（2016）年度） （平成29（2017）年度） （平成33（2021）年度） （平成37（2025）年度）

コミュニティビジネス・ソーシャルビジネ
  年間起業件数
（経済労働局調べ）

件 件

件以上 件以上 件以上
（平成26（2014）年度） （平成28（2016）年度） （平成29（2017）年度） （平成33（2021）年度） （平成37（2025）年度）

ウェルフェアイノベーションフォーラムで
のプロジェクト稼働件数
（経済労働局調べ）

●新たな製品・サービスの創出・活⽤プロジェクトの展開

●新たな社会モデルの創造・発信

●新たな福祉製品やサービスの創出を促進させる「（仮称）ウェルフェアイノベーション連携推進センター」の開設・運営

●「第2期川崎市ウェルフェアイノベーション推進計画」の推進

●かわさき基準（KIS）による福祉製品の認証

●かわさき基準（KIS）認証製品の活⽤により⽣み出される価値を新たな社会モデルとして創造・発信する

ウェルフェアイノベーション
推進事業

年度 年度 年度以降

事業推進創出プロジェクト件数︓
13件以上
活⽤プロジェクト件数︓
10件以上

創出プロジェクト件数︓
13件以上
活⽤プロジェクト件数︓
10件以上

事務事業名
現状 事業内容・⽬標

平成28 29 平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021） 平成34（2022）
（2016 17）年度 年度 年度

・「（仮称）ウェルフェア
イノベーション連携推進
センター」の開設・運営

・推進計画に基づくウェ
ルフェアイノベーションに
関する効果検証と今
後の⽅向性の検討

・多様な主体から構成
されるウェルフェアイノ
ベーションフォーラムの開
催・運営

継続実施

創出プロジェクト件数︓
13件以上
活⽤プロジェクト件数︓
10件以上

・将来を先取りする新
たなライフスタイル・ワー
クスタイルなどの社会モ
デルの創造・発信の推
進

・「第2期川崎市ウェル
フェアイノベーション推進
計画」の策定
（H28）

・推進計画に基づく取
組の推進

・将来を先取りする新
たなライフスタイル・ワー
クスタイルなどの社会モ
デルの創造・発信に向
けた取組の実施

H28創出プロジェクト
件数︓14件
H28活⽤プロジェクト
件数︓7件

創出プロジェクト件数︓
13件以上
活⽤プロジェクト件数︓
10件以上

・「（仮称）ウェルフェア
イノベーション連携推進
センター」の開設準備

 福祉の現場における課題解決に資する新たな製品等の創出・活⽤に向けたプロジェクトの推進

かわさき基準推進事業
H28認証数︓累計
196製品

・福祉製品の認証の推
進

⼈間の⾃⽴を⽀援する⾰新
的（イ ノベーティブ）な製品
を認証し、認証製品を活⽤
することで、⼈の⽣活全般を
豊かにしていく、かわさき基準
の取組を推進します。

事業推進

●ウェルフェアイノベーションフォーラムの開催

産業と福祉の融合で新たな
活⼒と社会的価値を創造す
るウェルフェアイノベーションによ
り、将来的な福祉課題解決
に対応する新たな製品・ サー
ビスの創出、活⽤の⽀援を⾏
うとともに、将来を先取りする
社会モデルとなる新たなライフ
スタイ ル・ ワークスタイルの創
造・発信を進めます。

プロジェクトの実施
・認証製品の活⽤プロ
ジェクトの推進

継続実施
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●CB/SBの起業・創業・就業・経営⽀援

●川崎     ⽴地企業 取組⽀援

●川崎エコタウンの取組の国内外への情報発信

●市内事業者を対象としたセミナー等の開催によるクリエイター・デザイナーの活⽤促進

●事業者の課題解決に向けた個別⽀援

事業推進

継続実施 交流 連携促進   
ラムの開催

事務事業名
現状 事業内容・⽬標

平成28 29 平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021）

事業推進

・ホームページ等による
情報発信の推進

・クリエイター・デザイナー
活⽤のきっかけづくりと
なるセミナー等の開催

継続実施 事業推進

環境調和型まちづくり(エ
コタウン)推進事業

・窓⼝の開設・運営

・情報収集及び情報
発信よる連携の促進

継続実施

継続実施

・クリエイター・デザイナー
とのマッチング等の個別
⽀援の実施

継続実施

●市内事業者と連携可能なクリエイター・デザイナーに係る情報の収集及び発信

クリエイティブ産業活⽤促
進事業

ソーシャルビジネス振興事
業

川崎エコタウン構想の更なる
推進を図るため、エコタウン⽴
地企業等の資源循環の取組
を⽀援するとともに、情報発
信や視察の受⼊を広く⾏うほ
か、視察受⼊拠点としての川
崎エコタウン会館の管理を⾏
います。

様々な産業においてクリエイ
ターやデザイナーの活⽤を促す
ことにより、市内事業者の情
報発信⼒ 強化 既存製品
 改良 新製品開発等   
なげます。

・セミナーの実施

・勉強会等の実施

・情報発信の推進
 認知度向上 向          等   情報発信

 ⽴地企業 資源循
環型⽣産活動の取組
に対する⽀援の実施

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

 相談窓⼝の開設・運営

 CB/SBを志す⼈材の発掘・育成セミナーの実施

 市内CB/SB事業者の経営課題の解決に向けた勉強会等の実施

●先駆的社会起業家 市内CB/SB事業者間 交流 連携 促進   場 提供

コミュニティビ ジネ ス（ 以下
CB）やソ ーシ ャル ビジ ネス
（以下SB）の起業・創業、
就業を促 進す ると とも に、
CB/SB事業者や団体の経
営の安定化、認知度向上や
交流・ 連携の促進を図りま
す。

平成34（2022）
（2016 17）年度 年度 年度 年度 年度 年度以降
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施策３ 科学技術を活かした研究開発基盤の強化 

第 1 期の主な取組状況 
         等 成⻑産業分野 中⼼ ⾼ 汎⽤性 期待      

    領域      技術 優位性 確⽴  超⾼齢社会 対応  
付加価値 ⾼ 最先端医療産業 創出     ⽣活 質 向上   
新たなライフスタイルを実現するための産業育成を進めています。 

             拠 点     産 学 交 流  研 究 開 発 施 設
（AIRBIC）」の整備を推進するとともに、「ナノ・マイクロ産学官共同研究
施設（NANOBIC）」等における産学・産産連携の取組を推進するなど、
市内企業等による新たな技術・産業の創出を促進しています。 

 ライフイノベーションの中核施設である   医療           
（iCONM）」では、難治がんやアルツハイマー病 治療技術等の研究開
発 ⾏   iCONM の運営に対する⽀援を通じて、研究開発の推進を図
っています。 

             交流拠点    川崎市           開設
に向けた取組を進めています。 

 

 

施策の主な課題 
 市内中⼩企業等による新たな製品・サービスの実⽤化や、新産業の創出を⼀層加速させるために、産学・産産連携など

             推進   研究開発  ⽀援 環境整備 向  取組 ⾏    求         

 世界的 ⾼齢化 進 中  医療分野 研究開発 成果 実⽤化        均質 ⾼付加価値 医療 実現
と患者の⽣活 質 向上 図    最先端医療関連産業 創出 向  取組が求められています。 

 市内に集積する⼤⼩さまざまな分野の企業等に加え、今後更なる集積 ⾒込   先端分野 企業 ⼤学等 研究
者 技術者等 交流   イノベーションの創出に向けて、川崎市コンベンションホールを拠点   産業交流 促進  
ことが求められています。 

 

施策の⽅向性 
 
 
 
 
 
 

  

 新川崎・創造のもりを拠点としたオープンイノベーションの取組の推進 

ライフイノベーションの推進に向けた   医療             運営⽀援 

川崎市コンベンションホール    ⺠間      活⽤  産業交流 促進 

産学交流 研究開発施設（AIRBIC）完成イメージ

ナノ医療          ー（iCONM） 
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直接⽬標 

 先端科学技術分野     ⾼付加価値 競争⼒ ⾼ 製品 創出   
 

主な成果指標 

 
 

計画期間の主な取組 

 

名　　　　　称
（指標の出典）

ー ％以上
（平成30（2018）年度供⽤

開始予定）
（平成33（2021）年度）ー

川崎市コンベンションホールの稼働
率
（経済労働局調べ）

（平成37（2025）年度）
％以上ー 55

  医療            ⼊
居率
（臨海部国際戦略本部調 ）

％ ％

件以上 件以上
（平成26（2014）年度） （平成28（2016）年度） （平成29（2017）年度） （平成33（2021）年度）

新川崎・創造のもり地区における
特許保有累計件数
（経済労働局調べ）

件 件94 144 96 160

（平成28（2016）年度） （平成29（2017）年度）
42 60

60

％以上 ％以上 ％以上
（平成27（2015）年12⽉）

件以上
（平成37（2025）年度）

180

44 90

計画策定時 現　　　　　状 第１期実施計画期間
における⽬標値

第２期実施計画期間
における⽬標値

（平成33（2021）年度） （平成37（2025）年度）
90

第３期実施計画期間
における⽬標値

●K２         管理 運営

●「新川崎地区ネットワーク協議会」や研修会等の実施を通じたオープンイノベーション基盤の構築

●４⼤学                        連携  研究機器開放利⽤ 推進

● 産学交流 研究開発施設（AIRBIC）  整備推進

● 産学交流 研究開発施設（AIRBIC）  拠点               推進

●センターの運営⽀援

●COINSプロジェクトなど研究費獲得の⽀援

事業推進

・⽀援の実施 継続実施

・研究費獲得⽀援 継続実施

・⽀援の実施 継続実施

●安定的 施設運営    ⽴ 上 期間 ⽀援 実施

  医療       推
進事業

ライ フイノベーションの推進に
向けて、ナノ医療イノベーショ
ンセンターの運営を⽀援し、
最先端医療関連産業の創
出を推進します。

年度以降

 管理 運営 実施 継続実施 事業推進

事務事業名
現状 事業内容・⽬標

平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021）
年度 年度

平成34（2022）
（2016 17）年度 年度

平成28 29

 利⽤補助 通  研究機器開放利⽤ 推進

年度

新川崎・創造のもり推進
事業

●    等 実施   産学交流 機会創出
「新川崎・創造のもり」を拠点
とし て、４⼤学ナノ・ マイクロ
ファブリケーションコンソーシアム
と連携し 、ナノ・ マイ クロ技術
を核とした産学連携による研
究開発を推進し ます。また、
オープンイノベーションによる新
たな産業の創出や新製品の
開発を促進するため、「 産学
交 流 ・ 研 究 開 発 施 設
（AIRBIC）」 を整備し 、運
営を開始します。

             技術⽀援講座等 通  産学交流 機会創出 促進
H28セミナー等開催
数︓８回
H28技術講座開催
数︓12回

セミナー等開催数︓８
回以上
技術講座開催数︓
12回以上

セミナー等開催数︓８
回以上
技術講座開催数︓
12回以上

セミナー等開催数︓８
回以上
技術講座開催数︓
12回以上

・「AIRBIC」を拠点と
した産学・産産連携に
よる新技術・新産業の
創出促進

補助件数︓２件以上 補助件数︓２件以上

セミナー等開催数︓８
回以上
技術講座開催数︓
12回以上

・「新川崎地区ネット
ワーク協議会」及び研
修会等の開催による連
携の促進

継続実施

H28補助件数︓２件 補助件数︓２件以上 補助件数︓２件以上

整備推進、企業誘致
広報の実施

・⼊居者募集の開始、
施設開設

・オープニングイベントの
実施
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●川崎市コンベンションホールのオープンに向けた取組

●指定管理者   管理 運営

 顧客開拓    知
名度向上     広
報の検討・実施

継続実施

・内装⼯事の実施
(H29予定)

・開設、オープニングイ
ベントの実施

 指定管理者  協定
締結及び準備委託契
約の締結

 指定管理者 連携 
 円滑 管理 運営 
実施

●利⽤促進 向  広報 実施

川崎市コンベンションホー
 管理運営事業

事業推進

オープンイノベーションの交流
拠点とし て⼩杉町⼆丁⽬地
区において整備される、川崎
市コンベンションホールの管理
運営 ⾏    

事務事業名
現状 事業内容・⽬標

平成34（2022）
（2016 17）年度 年度 年度 年度 年度 年度以降

平成28 29 平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021）
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施策４ スマートシティの推進 

第 1 期の主な取組状況 
 地球温暖化や資源・エネルギーの問題が深刻化し、少⼦⾼齢化が進

展する中で、こうした問題に対応するため、低炭素で持続可能な社会
の構築が求められていることから、多様な主体と連携しながら、エネルギ
  最適利⽤ ICTやビッグ    利活⽤           推進
に向けた取組を進めています。 

 ⽔素社会 実現 向    川崎⽔素戦略  基   ⽔素供給  
   構築   多分野    ⽔素利⽤ 拡⼤   社会認知度 向
上  ３  基本戦略 推進       多様 主体 連携    
ディングプロジェクトを創出・推進しています。 

 

施策の主な課題 
   協定 発効等    温室効果   更  削減 求      中  低炭素 持続可能 社会 構築 向 

て、スマートシティの取組を推進する必要があります。 

 ⽔素     利⽤  90％以上 ⼀次      海外化⽯燃料 依存  ⽇本      供給構造 多様化
させ、⼤幅な低炭素化を実現するポテンシャルを有しており、将来の⼆次エネルギーとして重要な役割を担うことが期待さ
れていることから、⽔素社会実現に向けて、企業等と連携した取組を推進する必要があります。 

 

施策の⽅向性 
 
 
 
 
 
 

  

⽔素エネルギーの活⽤ 
（武蔵溝ノ⼝駅設置の「Ｈ2ＯneTM」） 

 低炭素で持続可能な社会の構築に向けて、多様な主体と連携したスマートシティの取組の推
進 

⽔素エネルギーの積極的な導⼊と利活⽤ 向けた「川崎⽔素戦略 に基づく取組の実施 
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直接⽬標 

 スマートシティの推進により、新たな産業やサービスを創出する 
 

主な成果指標 

  

計画期間の主な取組 

 
  

名　　　　　称
（指標の出典）

（平成33（2021）年度） （平成37（2025）年度）

スマートシティに関連するリーディン
       実施累計件数
（環境局調べ）

7 件 24 件 16 28 件以上 40 件以上
（平成26（2014）年度） （平成28（2016）年度） （平成29（2017）年度）

件以上

計画策定時 現　　　　　状 第１期実施計画期間
における⽬標値

第２期実施計画期間
における⽬標値

第３期実施計画期間
における⽬標値

●低炭素で持続可能な社会の構築に向けたスマートシティの推進

●川崎駅周辺地区スマートコミュニティ事業委員会による取組の推進

●⽔素供給システムの構築に向けた取組の推進

●多分野    ⽔素利⽤ 拡⼤ 向  取組

●⽔素 社会認知度向上 向  取組

●川崎⽔素戦略 基               創出 推進

●川崎⽔素ネットワークの構築に向けた取組の推進

事業内容・⽬標
平成28 29

（2016 17）年度

平成30（2018）

年度
平成34（2022）

年度 年度 年度 年度以降
平成32（2020）平成31（2019）

・川崎駅周辺地区ス
マートコミュニティ事業の
推進・検証

       効率的 利⽤  市⺠⽣活等 利便性 快適性 向上等 向  取組 推進
継続実施

⽔素戦略推進事業
 ⽔素サプライチェーンの構築に向けた取組

事業推進・「スマートシティ推進⽅
針」に基づく関連事業
 推進 進⾏管理及 
エネルギー・⽣活・交
通・まちづくり・産業の5
分野におけるプロジェク
トの企画・推進

・スマートシティ関連プロ
     推進 進⾏管
理

事務事業名 平成33（2021）

 鉄道駅    CO２   ⽔素 導⼊ 利活⽤
・取組実施 継続実施

・実証事業の実施

・実証事業の実施 ・普及⽅策等の検討

・実証結果を踏まえた
実現⽅策等の検討

 使⽤済みプラスチック由来低炭素⽔素を活⽤した取組
・実証事業の実施

・普及⽅策等の検討

「⽔素社会の実現に向けた川
崎⽔素戦略」に基づく「 ⽔素
供給システムの構築」「 多分
野にわたる⽔素利⽤の拡⼤」
「社会認知度の向上」の３つ
の基本戦略を推進するととも
に、多様な主体と連携した
リーディングプロ ジェクトを創
出・推進します。
また、川崎⽔素戦略における
第 ２ ス テ ッ プ （ 2020  
2040）に向けて、各リーディ
ングプロ ジェクトを要素とした
拡⼤展開モデルを創出すると
ともに、それらを組み合わせ、
市 企業 連携協⼒   新
たな⽔素の事業モデル化に取
り組みます。

現状

低炭素社会の構築に向け、
より⼀層のエネルギーの効率
的な利⽤や、市⺠⽣活等の
利便性・ 快適性の向上、安
全・安⼼の確保を図るスマー
トシティの取組を推進するた
め、学識者や事業者等と連
携しながら、実証事業を⾏う
とともに同事業の結果等を踏
まえた取組を進めます。

スマートシティ推進事業

事業推進

 ⾃⽴型⽔素     供給     構築 向  取組
・共同実証事業の実
施

・共同実証事業の実
施

・実証事業への⽀援・
協⼒

・実証事業への⽀援・
協⼒

・全体スキーム検討 ・スキームとりまとめ、事
業モデルの検討

・実証事業等を通じた
事業モデルの創出・推
進

 新  ⽔素 燃料電池技術 利活⽤ 向  取組
 利活⽤⽅策 検討 継続実施

・ＰＲ・情報発信 継続実施

・プロジェクト数︓６件 ・リーディングプロジェクト
の創出・推進

 パッケージ型⽔素ステーションの普及展開に向けた取組
・実証事業の実施と商
⽤化の検討

・実証事業開始
(H29)

・普及⽅策等の検討

 再⽣可能     由来⽔素 燃料電池         利活⽤
・実証事業の実施

 更  ⽔素利活⽤⽅
策の検討
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施策５ ICT（情報通信技術） 活⽤   市⺠利便性 向上 

第 1 期の主な取組状況 
 ⾏政施設 ⺠間          活⽤  主要駅周辺 商業

施設等での公衆無線ＬＡＮ環境（Wi-Fi スポット「かわさき
Wi-Fi」）の整備を進めています。また、イベント、防災、⼦育て、
ごみ分別の情報   利⽤者 必要 情報 必要        
 的確 取得                活⽤  効率的 情
報発信の取組を進めています。 

 ⾏政 保有  各種統計    公共施設        市⺠
等 利⽤    形式 公開          取組では、市
⺠     向上      ⾏政 透明性 信頼性 向上 新 
なサービスやビジネスの創出などを⽬的として、統計・防災・気象・
AED 等     公開 効果的 利活⽤ 推進       

      利便性 向上         市⺠及 団体 ⼿軽 
⾏政⼿続 ⾏     電⼦申請環境 整備 進       

 社会保障 税番号（      ）制度   他 ⾏政機関等
  情報連携   ⾏政事務 効率化 添付書類 省略等  
 市⺠利便性 向上等 向   必要     環境 整備 
進めています。 

 

施策の主な課題 
 ⾏政 保有          AI（⼈⼯知能）や IoT（モノのインターネット）などの新たな ICT を活⽤することによる、

快適 市⺠⽣活 地域経済 活性化 期待        

 急速に変化する ICT  取 巻 社会環境 順応  更  ⾏政     向上 ⾏財政運営 効率化 働 ⽅ 仕事
 進 ⽅改⾰ 推進 向  適切     導⼊ 情報      対策 継続  実施    必要     。 

 

施策の⽅向性 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ⾏政施設や⺠間         ・接続アプリケーション等を活⽤した効率的      
Wi-Fi  利⽤範囲 拡張 向  取組 推進 

          安定的 運⽤ 利⽤拡⼤ AI など新たな ICT を活⽤したサービスの提供
に向けた取組の推進 

電⼦申請 利⽤   市⺠ 企業 各種⼿続  係 負担 軽減 更          
公開と⺠間情報を合   利活⽤ 推進 

市役所内部事務 効率化 向 た働き⽅・仕事の進め⽅改⾰や新庁舎建設 ⾒据  Ｉ
ＣＴ導⼊、新たなＩＣＴ活⽤の取組の推進 

      制度 円滑 運⽤と          利活⽤ 係 取組の推進 

0.00

5.00

10.00

15.00

H26 H27 H28

10.34 
12.25 

14.29 

電⼦申請     利⽤件数

（万件）

かわさきアプリかわさき Wi-Fi 

(2014) (2015) (2016)
資料︓総務企画局調 
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直接⽬標 

 ＩＣＴ    ⾏政     ⼀層⼿軽 利⽤できるようにする 
 

主な成果指標 

 
 

計画期間の主な取組 

 

  

名　　　　　称
（指標の出典）

ー
提供しているオープンデータのダウン
ロード数
（総務企画局調べ）

2,000 件 4,000 件以上

件以上 172,000 件以上 200,000 件以上
（平成26（2014）年度） （平成28（2016）年度） （平成29（2017）年度） （平成33（2021）年度） （平成37（2025）年度）

電⼦申請     利⽤件数
（総務企画局調べ）

103,400 件 142,900 件 108,000

（平成26（2014）年度）
件以上

件以上 300 件以上 500 件以上
（平成26（2014）年度） （平成28（2016）年度） （平成29（2017）年度） （平成33（2021）年度） （平成37（2025）年度）

提供しているオープンデータのデータ
セット数
（総務企画局調べ）

27 件 69 件 100

第３期実施計画期間
における⽬標値

（平成29（2017）年度） （平成33（2021）年度）

第１期実施計画期間
における⽬標値

第２期実施計画期間
における⽬標値現　　　　　状

（平成37（2025）年度）

計画策定時

5,000 件以上 6,000

●     Wi-Fi  利⽤範囲 拡張 向  取組 推進

●    環境 利⽤              取組 推進

●⺠間事業者等 連携  情報発信     構築

●        公開   利活⽤ 推進

アクセスポイント数︓
2,200か所

アクセスポイント数︓
2,400か所

           ⺠
間事業者等登録数︓
250団体

           ⺠
間事業者等登録数︓
300団体

オープンデータの公開
数︓150件

事務事業名 平成33（2021） 平成34（2022）

年度 年度 年度 年度以降

現状 事業内容・⽬標
平成28 29 平成32（2020）

（2016 17）年度

平成30（2018）

年度
平成31（2019）

事業推進

 防災・⼦育てアプリの運⽤

 Wi-Fiアクセスポイントの拡張
H28アクセスポイント
数︓1,500か所

アクセスポイント数︓
1,800か所

地域情報化推進事業

H28アプリダウンロード
数︓64,633回

H28「イベントアプリ」の
⺠間事業者等登録
数︓100団体

           ⺠
間事業者等登録数︓
150団体

オープンデータの公開
数︓250件

オープンデータの公開
数︓300件

アプリダウンロード数︓
164,000回

アプリダウンロード数︓
179,000回

オープンデータの公開
数︓200件

継続実施

           ⺠
間事業者等登録数︓
200団体

 ⾏政施設  公衆無線LAN環境 整備

 ⺠間         等 活⽤

・整備の推進

・活⽤の推進 継続実施

・イベントアプリの構築・
運⽤（H29)

H28オープンデータの公
開数︓69件

・イベントアプリの運⽤

・AIやIoTなどの新たな
ICTを活⽤した取組の
推進

 官⺠   活⽤推進
基本法に基づく取組の
推進

アプリダウンロード数︓
125,000回

アプリダウンロード数︓
146,000回

市⺠⽣活の更なる利便性の
向上や地域経済の活性化を
図るため、市内の公衆無線
ＬＡＮ環境の構築を進める
とともに、地域情報の効果的
な発信を図ります。
公共データを市⺠サービスやビ
ジネスにつなげるため、オープン
データの公開を進め、その効
果的な利活 ⽤を 推進 しま
す。

アクセスポイント数︓
2,000か所
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●「情報化推進プラン」に基づく取組の推進

●      制度 適切 運⽤ 利活⽤
 他の⾃治体等とのマイナンバーによる情報連携の実施

        独⾃利⽤ 係 検討及 実施

           利活⽤ 係 検討及 実施

●働き⽅・仕事の進め⽅改⾰に基づくICTの活⽤
 モバイル端末やテレビ会議等のツールの活⽤やモバイルワーク等の実施に向けた取組の推進

 本庁舎建替えに伴う新たなICT環境の整備に向けた取組の推進

●利⽤者 利便性 向上   電⼦申請環境 確保

●IDC（              ） 適切 運⽤

●「ふれあいネット」の安定的な運⽤

・検討及びマイナポータ
 等 利活⽤開始

「情報化推進プラン」 に基づく
情報化関連施策の進捗管
理を進めるとともに、マイ ナン
バー制度の効果的・効率的
な運⽤や、働き⽅・仕事の進
め⽅改⾰に基づいたICTの活
⽤を図ります。

⾏政情報化推進事業

事務事業名
現状

平成28 29
（2016 17）年度

・「情報化推進プログラ
ム」の改定

        利⽤者端末 
通じ て市⺠が公共施設を効
率的に予約・利⽤するため、
「 ふれあいネット（公共施設
利⽤予約システム）」の効果
的な運⽤を進めます。

・新機器の導⼊及びシ
    移⾏

 IDC委託事業 適切
な運⽤

・次期機器の構成計
画及     移⾏計
画の策定

・情報化推進プログラ
ムに基づく取組の推進

 利⽤⽅法 検討
公共施設利⽤予約   
ム事業

パソコンなどを利⽤してイン
ターネット上から24時間申請
することが可能な、電⼦申請
システムの安全で安定的な運
⽤により、利便性の⾼い電⼦
⾏政     提供    

・整備に向けた検討

・次期「情報化推進プ
ラン」の策定に向けた検
討

電⼦申請推進事業

・次期「情報化推進プ
ラン」に基づく取組の推
進

継続実施

        等 利
活⽤の拡充に係る検
討及び実施

・連携の開始

 検討及 利⽤開始

・電⼦申請環境の安
定的な運⽤の推進

 軽量化PC及 打 
合わせ⽤モニターの導
⼊、テレビ会議の実施

・検討結果に基づく取
組の推進

・モバイルワークでの庁
内    利⽤開始

 機器更新作業等 
実施（H29)

継続実施

・検討の実施

・安定的な運⽤の推進

・システム導⼊⽅式の
検討

・要件定義、開発  開発 移⾏

事業推進

・適正な運⽤に向けた
役割分担及びマイキー
プラットフォーム活⽤の
検討

●「ふれあいネット」の次期（第５期）システム導⼊に向けた取組

・第５期システム
稼動予定
(H34)〔2022〕

・運⽤の実施

・検討の実施

・ＩＤＣ委託事業の
⾒直 

・次期「情報化推進プ
ラン」の策定

事業内容・⽬標
平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021） 平成34（2022）

年度 年度 年度 年度 年度以降

新本庁舎への新
たなICT環境の
整備予定
(H34)〔2022〕

・庁内環境の構築等
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政策４-３ ⽣き⽣きと働き続けられる環境をつくる 

政策の⽅向性  
 10 年後 平成 37（2025）年   本市 ⽣産年齢⼈⼝ 減少 転     ⾒込      活

⼒  地域経済 維持       市内雇⽤ 維持 拡⼤ 多様 ⼈材 活⽤ 育成 求    
  若者 ⼥性  就業⽀援 再               ⼒ ⼊  取 組    ⼦   頃 
ら働くよろこびや価値観をリアルに実感できる学びの機会づくりなど、⼈材の活⽤・育成にも取り組みま
す。 

 

市⺠ 実感指標 

市⺠ 実感指標 名称 
 （指標の出典） 

計画策定時 
(Ｈ27)〔2015〕

現状 
(Ｈ28)〔2016〕

⽬標 
(Ｈ37)〔2025〕

働        思 市⺠ 割合 
（市⺠     ） 29.7% 34.8% 35%以上 

 

施策の体系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

政策４-３ ⽣き⽣きと働き続けられる環境をつくる

施策4-3-1  ⼈材を活かすしくみづくり

施策4-3-2 働きやすい環境づくり
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施策１ ⼈材を活かすしくみづくり 

第 1 期の主な取組状況 
 「キャリアサポートかわさき」での総合的な就業⽀援や「コネクションズかわさ

 （    若者          ）   若年無業者等  職業的
⾃⽴⽀援 実施   専⾨ 相談員等 配置  就業⽀援窓⼝ ⽀
援メニューを中⼼に、雇⽤や就業に関する課題に対応する就業⽀援の
取組を進めています。 

 「ものづくり」に関わる極めて優れた技術を持つ現役の技能職者等を市内
最⾼峰 匠   認定             制度     新   
         発掘 選考 認定 ⾏  技能 尊重  社会 形
成、熟練した技能の活⽤・継承、後継者育成などの取組を進めています。 

 

施策の主な課題 
 雇⽤情勢は改善が進む    雇⽤       若年無業者 ⼥性労

働⼒ 活⽤   依然   課題       変化  雇⽤情勢 社
会的ニーズに合わせた取組の推進が求められています。 

 技能職者 後継者不⾜ 深刻化        市⺠⽣活 ⽇本 産
業 ⽀  技術 技能 対  市⺠理解 未 ⼗分   ことから、もの
   産業 魅⼒発信   技能振興 継続的 取組 求      
す。 

 
 
 

施策の⽅向性 
 
 
 
 
 
 
  

若者 対象   就職⽀援セミナー 

 雇⽤情勢や社会的ニーズに対応した就業⽀援の実施 

           制度       技能 振興 継承 取組 推進 

資料︓経済労働局調 

280



 
政策４-３ ⽣き⽣きと働き続けられる環境をつくる 

政
策
体
系
別
計
画 

総 

論 

10
年
戦
略 

基
本
政
策
１ 

基
本
政
策
２ 

基
本
政
策
３ 

基
本
政
策
４ 

基
本
政
策
５ 

区
計
画 

進
⾏
管
理
・
評
価 

直接⽬標 

 市内での雇⽤を促進するとともに、市内の優れた技能を次世代に継承する 
 

主な成果指標 

 
※就業⽀援事業による就職決定者数は、第 1 期実施計画では、「キャリアサポートかわさき」と「コネクションズかわさき」における就職決定者数を成果指標として⽰していま
したが、「コネクションズかわさき」は⽇本全体の経済情勢等の対外的な要因の影響を強く受けることから、第 2 期実施計画では指標管理 施策の取組の成果がより反映
                     就職決定者   ⾒直       
 

計画期間の主な取組 

 

名　　　　　称
（指標の出典）

かわさきマイスタ－のイベント出展
等の活動回数
（経済労働局調べ）

第２期実施計画
から新たに設定 ー97 102 106件 件以上 件以上

（平成28（2016）年度） （平成33（2021）年度） （平成37（2025）年度）

計画策定時 現　　　　　状 第１期実施計画期間
における⽬標値

第２期実施計画期間
における⽬標値

第３期実施計画期間
における⽬標値

就業⽀援事業による就職決定者
数※

（経済労働局調べ）
ー465 472 490 495⼈ ⼈ ⼈以上 ⼈以上

（平成26（2014）年度） （平成33（2021）年度） （平成37（2025）年度）（平成28（2016）年度）

●「キャリアサポートかわさき」における総合的な就業⽀援の推進

●            （    若者          ）    若年無業者 職業的⾃⽴⽀援 推進

●労働者の問題解決に向けた労働相談への対応

●⼥性向 就業⽀援 推進

・専⾨相談員による労
働相談の実施

継続実施

事務事業名
現状 事業内容・⽬標

平成28 29 平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021） 平成34（2022）
（2016 17）年度 年度 年度以降年度 年度 年度

事業推進

・個別カウンセリングや
職業体験等の職業的
⾃⽴⽀援 実施

H28就職決定者数︓
472⼈

就職決定者数︓
486⼈以上

就職決定者数︓
487⼈以上

就職決定者数︓
488⼈以上

就職決定者数︓
490⼈以上

H28就職決定者数︓
269⼈

 ⼥性       配
置や多様な働き⽅を
紹介するセミナー等によ
る就業⽀援の実施

継続実施

雇⽤労働対策・就業⽀援
事業

雇⽤のミスマッチ、若年無業
者、⼥性再就職等の課題に
対応するため、雇⽤情勢等に
合わせて、求職者のニーズに
応  就業⽀援 ⾏    

 求職者のニーズに応じた個別相談、セミナー等の総合的な就業⽀援の実施
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●市内最⼤ 技能職 祭典 技能        等 通  技能職 対  市⺠理解 促進

●技能功労者等表彰による技能奨励の推進

●技能職団体による中学・⾼校の技能職体験による技能職者の経営基盤の強化

●技能職団体向けマーケティング⽀援による技能職者の経営基盤の強化

●技能職団体や認定職業訓練校の活動⽀援による技能振興・継承の推進

●新たなかわさきマイスターの認定 による技能振興・継承の推進

●            出展 学校派遣 講習会等 開催 通  技能職 対  市⺠理解 促進

●⽣活⽂化会館    情報発信 充実 各種実習室 多⽬的利⽤等 促進   交流機能等 向上

●効率的 運営 向  指定管理者制度 活⽤

認定数︓５件 認定数︓５件

事業推進
 指定管理者 連携  稼働率 向上 向  取組 推進

研修会開催数︓
１回以上

研修会開催数︓
１回以上

H28活動回数︓
97件

活動回数︓
99件以上

活動回数︓
100件以上

活動回数︓
101件以上

活動回数︓
102件以上

 マイスターによる講習会等の開催

認定数︓５件Ｈ28認定数︓５件 認定数︓５件
 マイスターの発掘、選考、認定の促進

事業推進

継続実施

実施中学校数︓
５校以上

・技能功労者等への表
彰を通じた、技能職者
への活動奨励の実施

H28中学校実施数︓
５校

実施中学校数︓
５校以上

実施中学校数︓
５校以上

実施中学校数︓
５校以上

H28参加者数︓
2,800⼈

参加者数︓
2,800⼈以上

 技術・技能が体験できる「技能フェスティバル」等の開催
参加者数︓
2,800⼈以上

参加者数︓
2,800⼈以上

参加者数︓
2,800⼈以上

技術・ 技能職者への市⺠の
理解 深  技能 尊重  
機運を醸造します。
また、極めて優れた現役の技
術・技能職者を「かわさきマイ
スター」とし て認定し 、技能の
振興や継承、後継者育成の
活動 ⾏    

⽣活⽂化会館 管理運
営事業

研修会開催数︓
１回以上

 研修会開催等によるマーケティング⽀援の実施
研修会開催数︓
１回以上

･技能職団体や認定
職業訓練校への助成
を通じた活動⽀援の推
進

継続実施

H28稼働率︓
58.7％

稼働率︓
63.0％以上

稼働率︓
64.0％以上

技能奨励事業

Ｈ28研修会開催
数︓１回

市内技能職の拠点である｢⽣
活⽂化会館（てくのかわさ
き）」 において、市⺠理解や
技能職者相互の交流、技能
振興及び技能⽔準の向上を
めざします。

 第３期指定管理者
による運営の実施

 第３期指定管理者
による運営の開始
（H28)

 指定管理者 募集 
選定の実施

 第４期指定管理者
による運営の開始

稼働率︓
65.0％以上

稼働率︓
65.0％以上

事務事業名
現状 事業内容・⽬標

平成28 29 平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021） 平成34（2022）
（2016 17）年度 年度 年度 年度 年度 年度以降
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資料︓市労働⽩書

施策２ 働きやすい環境づくり 

第 1 期の主な取組状況 
 中⼩企業に従事する勤労者を取り巻く環境は、依然として厳しい状況が続いていることから、スケールメリットを⽣かした福

利厚⽣事業 実施  勤労者 福祉充実 図 取組 進       

 ⻑時間労働 ⾮正規雇⽤ 不合理 待遇差  雇⽤環境 依然   厳      健康経営 ⼥性活躍 促進 
テレワーク等の働き⽅の多様化など、働く者を取り巻く環境が変化しています。このような中、市内企業の勤労者が充実
  ⽣活 送     ⾦融機関 連携  貸付制度 ⽂化体育事業     等 通             取組
を進めています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策の主な課題 
 国 挙  働 ⽅改⾰ 機運 ⾼     中 働 ⼈⼀⼈    年齢 性別 雇⽤形態 勤務体系       

能⼒ ⼗分 発揮   働    魅⼒  環境    推進  市内中⼩企業 ⼈材確保 図    求      
す。 

 

施策の⽅向性 
 
 
 
 
 
 
  

川崎市勤労者福祉共済会報誌「ハッピーライフ」 

 中⼩企業    従業員 福利厚⽣ 充実 向  取組 推進 

市内事業所でのワークライフバランス等の「働き⽅改⾰」の取組の推進 
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直接⽬標 

 誰もが働きやすい環境を整える 
 

主な成果指標 

 
 

計画期間の主な取組 

名　　　　　称
（指標の出典）

（平成37（2025）年度）

％以上 ％以上 ％以上
（平成26（2014）年度） （平成28（2016）年度） （平成29（2017）年度） （平成33（2021）年度） （平成37（2025）年度）

           取組 ⾏  
いる事業所の割合
（経済労働局調べ）

％

勤労者福祉共済の新規加⼊者
数
（経済労働局調べ）

⼈ ⼈以上 ⼈以上
（平成26（2014） 28
（2016）年度 平均）

（平成33（2021）年度）

現　　　　　状計画策定時

67 68 70 75

第１期実施計画期間
における⽬標値

第２期実施計画期間
における⽬標値

第３期実施計画期間
における⽬標値

420 440

80

398

％

第２期実施計画
から新たに設定 ー

●勤労者福祉共済制度 推進 会員数拡⼤ 向  取組 実施

●川崎市勤労者福祉共済運営協議会   共済制度 検討

●勤労者⽣活資⾦貸付制度 運⽤

●勤労者団体⽂化体育事業の実施

●ワークライフバランス等の「働き⽅改⾰」への取組の推進

平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021） 平成34（2022）

ワークライフバランスの取
組 ⾏    事業所
の割合︓73%

ワークライフバランスの取
組 ⾏    事業所
の割合︓74%

ワークライフバランスの取
組 ⾏    事業所
の割合︓75%

新規加⼊会員数︓
420⼈以上

事業推進
 中⼩企業 従業員 福利厚⽣充実 向  勤労者福祉共済制度 推進

H28ワークライフバラン
  取組 ⾏    
事業所の割合︓68%

ワークライフバランスの取
組 ⾏    事業所
の割合︓71%

・検討の継続 ・検討結果に基づく取
組の推進

・サービス内容の充実に
向けた市内飲⾷店や
商業施設等との連携の
促進

継続実施

年度 年度

事業推進

事務事業名
現状

（2016 17）年度

 共済制度 充実 運
営 効率化    検
討

 会員数拡⼤ 向  市内⾦融機関 関係団体  連携促進
H26 H28平均新規
加⼊会員数︓398⼈

新規加⼊会員数︓
405⼈以上

新規加⼊会員数︓
410⼈以上

新規加⼊会員数︓
415⼈以上

事業内容・⽬標
平成28 29 平成30（2018）

年度以降

勤労者福祉対策事業
継続実施 勤労者⽣活資⾦貸

付制度 運⽤推進 
向  預託⾦融機関 
の連携促進

年度 年度

勤労者福祉共済事業
市内の中⼩企業で働く従業
員の福利厚⽣を充実させ、
併せて中⼩企業の振興に寄
与します。

市内企業で働く勤労者がより
豊かで充実した⽣活が送れる
よう勤労者福祉施策を実施
し、勤労者福祉の向上を図り
ます。

・勤労者団体の活動へ
の⽀援を通じた⽂化体
育事業の実施

継続実施

●働 ⼈⼀⼈    能⼒ ⼗分 発揮   働    魅⼒  環境   

・「働き⽅改⾰」の推進
に向けたセミナーの開催
等の啓発活動の実施

継続実施

・中⼩企業の「働き⽅
改⾰」に係る取組に向
けた⽀援の実施
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●⺠間事業者 活⽤  指定管理者制度   効果的 運営 管理

●効率的 運営 向  指定管理者制度 活⽤

●計画的 施設補修等 建物 維持管理

・複合化に向けた⼯事
の実施

 指定管理者 募集 
選定の実施

稼働率︓60.0%以
上

 第４期指定管理者
による運営の開始

・複合化した労
働会館の供⽤開
始予定
(H34)〔2022〕

 市⺠館機能  複合
化に向けた調整

稼働率︓60.0%以
上

・計画的な施設補修の
実施

・計画的な施設補修に
  ⻑寿命化 推進

 第３期指定管理者
による運営の開始
（H28)

 第３期指定管理者
による運営の実施

労働組合その他諸団体の健
全な発達と市⺠の勤労意欲
向上に資するため、「いこい」、
「語らい」 、「 学びあう」ための
場を提供するとともに、情報
の収集・提供、学習・研修な
どを実施します。

労働会館 管理運営事
業

H28稼働率︓
46.3%

稼働率︓56.0%以
上

 指定管理者 連携  効率的 管理 運営 推進
稼働率︓58.0%以
上

事務事業名
現状 事業内容・⽬標

平成28 29 平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021） 平成34（2022）
（2016 17）年度 年度 年度 年度 年度 年度以降
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政策４-４ 臨海部 活性化   

政策の⽅向性  
 本市 臨海部  ⽯油化学 鉄鋼等 製造業      産業 加            成⻑分

野の技術を活⽤した産業の⾼付加価値化、環境技術の集積やグローバルな⼈材の集積等が進んで
         状況 中  ⽻⽥空港  近接性 活      国際競争⼒ 有  ⽇本経済 
発展 牽引  ⾼度 産業集積 新産業 創出              拠点形成     創造
性   ⼈材 育成    ⽴地企業 持続的 運営⽀援  新技術 創出     拠点   
    ⾏       環境 調和             形成  基盤整備 推進      化
 進展 対応  港湾物流機能 強化等を進めます。 

 

市⺠ 実感指標 

市⺠ 実感指標 名称 
 （指標の出典） 

計画策定時 
(Ｈ27)〔2015〕

現状 
(Ｈ28)〔2016〕

⽬標 
(Ｈ37)〔2025〕

臨海部 経済活動 盛     思 市⺠ 割合 
（市⺠     ） 27.4% 28.7% 35%以上 

 

施策の体系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

政策４-４ 臨海部 活性化  

施策４-４-1 臨海部 戦略的 産業集積 基盤整備

施策４-４-２ 広域連携   港湾物流拠点 形成

施策４-４-３ 市⺠ 開   安全 快適 臨海部 
環境整備
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施策１ 臨海部 戦略的 産業集積 基盤整備 

第 1 期の主な取組状況 
 国際競争⼒ 有  ⽇本経済 発展 牽引  ⾼度 産業

 集積  本市 臨海部 持続的発展 推進     臨
海部地域 ⽴地企業 的確 動向把握 情報 管理 分析
 ⾏     臨海部全体 望   将来像 ⽰  臨海部 
ジョン」の策定に向け取組を進めています。 

 国の財政⽀援や規制緩和などを活⽤し、⾼付加価値で国際
競争⼒ ⾼ 産業構造  誘導 殿町国際戦略拠点   
スカイフロントにおけるイノベーションの創出    京浜臨海部 
持続的 発展 我 国 経済成⻑ 牽引  国際戦略拠点
の形成に向けた取組を進めています。 

 臨海部 活性化 国際戦略拠点 形成 向    臨海部 
交通       構築 円滑化 必要        ＪＲ南
武⽀線や京急⼤師線などの既存交通施設を最⼤限活⽤する
とともに、駅までのアクセスや交通結節機能の改善による鉄道と
路線   連携   臨海部 公共交通機能 強化 向  
取組を進めています。 

 キングスカイフロントと⽻⽥空港周辺の連携を強化し、我が国の
経済 発展 牽引  成⻑戦略拠点 形成 促進     国 東京都 ⼤⽥区   関係⾃治体 連携 図  
   ⼀体的 拠点形成 寄与  ⽻⽥連絡道路 整備などの取組を進めています。 

 

施策の主な課題 
 臨海部 強みや特性 ⽣    世界      ⼈材 企業  選   地域       臨海部全体 望   

将来像（    ） 定  ⾼⽔準 労働環境 操業環境 ⽣活環境等 実現 向  戦略的 取組 推進  必
要があります。 

 今後 ⼟地利⽤転換 ⽻⽥連絡道路 整備   環境 変化 踏      臨海部  通勤者等 動向 分析
  上  利⽤者    合  交通       充実 向  検討 進    必要       

 臨海部 取組        効果      市⺠ 還元   市⺠⽣活 向上 寄与         市⺠ 認
知度向上 向  広報 ⾏    必要       

 

施策の⽅向性 
 
 
 
 
 
 
  

⽻⽥連絡道路 完成イメージ 

 臨海部 持続的発展 向  臨海部ビジョンに基づく戦略的       推進 

臨海部 持続的発展 ⽇本 成⻑ 牽引  戦略拠点 形成 向  取組 推進 

臨海部の交通機能強化を図る交通結節機能やネットワークの強化に向けた取組の推進 

川崎市⺠の臨海部 対  誇  期待感 醸成に向けた取組の推進 

キングスカイフロント 研究開発・賑わい・交流拠点 完成イメージ 
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直接⽬標 

 臨海部 ⽴地企業 増   ⽣産活動 活発    
 

主な成果指標 

 

計画期間の主な取組 

 

 

名　　　　　称
（指標の出典）

（平成33（2021）年度）

第２期実施計画期間
における⽬標値

第３期実施計画期間
における⽬標値

円以上
川崎区の従業者１⼈あたりの製
造品出荷額
（⼯業統計調査）

1億4,500万 円 1億4,527万 円 1億5,700万
（平成29（2017）年度） （平成33（2021）年度）（平成25（2013）年度）

計画策定時 現　　　　　状 第１期実施計画期間
における⽬標値

（平成26（2014）年度）
円以上1億8,400万円以上

キングスカイフロントにおける取組を
知っていて、評価できると回答した
⼈の割合
（市⺠     ）

9.6 ％ 14 ％以上

キングスカイフロント域内外の企業
等マッチング件数
（臨海部国際戦略本部調 ）

9 件

％以上
（平成29（2017）年度）

18

60件以上
（平成29（2017）年度）

第２期実施計画
から新たに設定

第２期実施計画
から新たに設定

（平成37（2025）年度）

35

－

－
（平成33（2021）年度）

1億7,000万

（平成37（2025）年度）

（平成37（2025）年度）

件以上

● 臨海部      ⽰  ⽬指 将来像  実現           推進

●臨海部 魅⼒ 発信  市⺠ 認知度 理解度向上 向  PR        戦略 推進

継続実施

 国内外 向       活⽤  臨海部 PR 推進

臨海部活性化推進事業

継続実施

事業推進

 企業との協働・連携による取組の推進

・リエゾン研究会等を活
⽤した企業との協働に
よるプロジェクトの検討・
推進
      進⾏管理 
⾏ 協議会 開催等 
通じたビジョンの共有及
び推進

        推進 進捗管理
  臨海部      策
定(H29予定)

・リーディングプロジェクト
の具体化に向けた検討

         発⾏
（年３回）

 臨海部⽴地企業 
動向把握

「臨海部ビジョン」に⽰す「⽬
指す将来像」の実現に向け、
臨海部全体の活性化を図る
戦略的マネジメントを推進し
ます。
また、企業活動や企業と市
⺠の接点が伝わり、理解でき
る仕組みや学習機会の創出
などを進め、臨海部の認知
度・理解度向上、イメージ向
上、シビックプライドの醸成を
図ります。

事務事業名 平成33（2021） 平成34（2022）

年度 年度 年度 年度以降

現状 事業内容・⽬標
平成28 29 平成32（2020）

（2016 17）年度

平成30（2018）

年度
平成31（2019）

・市内学校を対象とし
 臨海部企業等 ⾒
学会の実施

・PR動画を効果的に
活⽤した取組の推進

・PR動画の作成

 市⺠ 認知度 向上 市内学校  学習機会 創出 向  取組 推進
 ⾒学会 実施（年
３回以上）

 市⺠ 向  企業活
動を伝える仕組みの検
討

 市⺠ 向  企業活
動のＰＲ推進
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●キングスカイフロント域内外の連携促進に向けた取組

●       拠点 成⻑ 向  機能導⼊ 推進

 連絡道路完成 契機   地域 活性化 向  取組 推進

●連絡道路 整備 契機   新  交通       整備推進

●国際戦略拠点 相応  ⾼⽔準 ⾼機能 拠点整備 推進

●臨海部第１層 中⼼   ⾼度  最先端 研究開発    形成 向  取組 推進

●南渡⽥地区（浜川崎駅周辺地域）    新  戦略拠点形成 向  取組 推進

● 総合都市交通計画  基  臨海部  公共交通       向上 推進

事業推進・拠点間の相乗効果を
創出する研究開発エリ
ア形成の基本⽅針の
策定・推進

・基本⽅針に基づく取
組の推進

・研究開発エリア形成
に向けた調査・検討

・拠点整備⽅針に基づ
く取組の推進

・新たな拠点形成に向
  ⼟地利⽤ ⽅向
性や導⼊機能等の検
討・調整

戦略拠点形成推進事業
・拠点間の相乗効果を
創出する研究開発エリ
ア形成の基本的な考え
⽅の検討

年度 年度 年度 年度 年度以降
平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021） 平成34（2022）

（2016 17）年度

キングスカイフロントにおいて、
国の⽀援策の活⽤を図りなが
ら、ライフイノベーションにより
京浜臨海部 持続的 発展
と⽇本の経済成⻑を牽引す
る国際戦略拠点の形成・成
⻑に向けた取組を推進しま
す。
また、国際戦略拠点に相応
しい⾼⽔準な整備や機能導
⼊を推進することで、研究者
などの交流や就業環境等の
向上を図るとともに、国内外
から「ヒト・モノ・ビジネス」 を呼
び込む環境整備を⾏い、イノ
ベーションの創出を加速させま
す。
さらに、⽻⽥空港周辺地域と
の連携により相乗効果を⾼
め、⼀体的な成⻑戦略拠点
を形成します。

国際戦略拠点活性化推
進事業

事務事業名
現状 事業内容・⽬標

平成28 29 平成30（2018）

・リサーチコンプレックス
推進プログラム等を活
⽤した取組の推進

       組織 ⽴
ち上げ(H29)

事業推進

・マッチング事業や研究
会等の実施

 拠点の価値向上に資する機能導⼊の推進

・関係事業者等との調
整

・導⼊機能の確定

 活動 更  充実 円滑 運営 ⽀援及
び、機能強化に向けた
検討

    歩⾏者等   
トワーク化に向けた検討
調整

・電線類地中化、憩い
交流機能 導⼊  
拠点整備の推進

 利便性向上 向  
サポート機能等の導⼊
の推進

・新たな機能導⼊に向
けた検討

 国の⽀援策を活⽤した取組の推進

臨海部      向上
推進事業

臨海部  公共交通    
クセス向上に向けた取組を進
めます。

・取組⽅針の検討

・リサーチコンプレックス
推進プログラム等を活
⽤した取組の推進
 新  国 制度活⽤
に向けた検討

・持続可能なイノベー
ション創出拠点形成の
取組の推進

・域内の連携促進事
業の検討・実施

 新  国 制度活⽤
に向けた検討

・海外の先進的なクラ
スターマネジメント組織
との連携に関する覚書
締結

・覚書に基づく取組の
推進

・覚書に基づく取組の
推進及び、取組の評
価 覚書 ⾒直 

・海外クラスターとの交
流 充実

 研究機関等誘致の実施
・研究機関等の誘致 継続実施

・事業の実施、充実

 域内外への産業波及に向けた取組の推進

       組織 円滑 運営 機能強化
 円滑 運営 ⽀援

 域内 交流連携等 事業 実施

・効果的な⼿法による
事業の実施

・マッチング事業や研究
会の実施及び、事業評
価 実施⼿法 ⾒直 

・マッチング事業や研究
会等の検討・実施

臨海部の持続的な発展を牽
引する次世代の柱となる新
産業を創出し、世界に誇れる
⾼度⼈材 集  育  活⼒
  戦略拠点 形成 向  
取組を推進します。 ・新たな拠点形成に向

けた調査・検討
・新たな拠点形成に向
けた拠点整備⽅針の
決定・推進

    歩⾏者等   
トワーク化に向けた検討
調整

    歩⾏者等   
トワークの整備

・拠点整備に向けた設
計・整備

・新たな機能導⼊に向
けた検討

・⽻⽥空港周辺へのア
クセス強化の検証

・取組の推進 路線   関  機
能強化の検討

事業推進

継続実施

・機能整備に向けた取
組の推進
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●産業道路駅駅前交通広場整備 向  取組 推進

● 塩浜3丁⽬周辺地区⼟地利⽤計画  基  臨海部 活性化 向  取組 推進

● 浮島１期地区⼟地利⽤基本⽅針  基  本格的⼟地利⽤ 向  取組 推進

● 臨海部      踏   交通機能 強化 向  取組 推進

●⽻⽥連絡道路整備 向  取組 推進
・モニタリング調査 ・モニタリング調査

の継続実施

臨海部の交通結節機能の強
化に向けて、産業道路駅駅
前交通広場の整備に向けた
取組を進めます。
塩浜３丁⽬周辺地区につい
   臨海部 活性化 向 
て、公共施設の更新を踏まえ
た市有財産の有効活⽤によ
る新たな機能導⼊や地区の
価値を⾼める基盤整備を進
めます。

⽻⽥連絡道路整備事業
・調査・設計
 河川管理者等関係
機関との協議調整
・都市計画決定
・環境影響評価
・⽤地取得
・⼯事着⼿

・整備推進 ・⼯事完成

 本格的⼟地利⽤ 
向けた調査、協議・調
整

・基本⽅針に基づく各
種導⼊機能の実現に
向けた検討・調整

事業推進

 臨海部 動向調査
等による現況把握及び
交通   ⽅整理
・新たな基幹的交通軸
の整備に向けた取組の
推進

・川崎アプローチ線の調
査・検討結果に基づく
取組の推進

臨海部を⽀える重要なインフ
ラとして、新たな基幹的交通
軸の整備や次世代モビリティ
など新たな移動⼿段や交通
システムの導⼊を 推進 しま
す。

臨海部交通      
形成推進事業

⽻⽥空港周辺地域及び京
浜臨海部の連携を強化し、
成⻑戦略拠点の形成を⽀え
るインフラとして、⽻⽥連絡道
路 整備 進    

 本格的⼟地利⽤ 
向けた調査、協議・調
整

・新たな機能導⼊や基
盤整備に向けた取組の
推進

・新たな移動⼿段や新
技術の導⼊に向けた取
組の推進

・川崎アプローチ線の事
業化を⽬指した調査・
検討及び関係者との協
議・調整

・取組の推進  臨海部 動向調査
等による現況把握

 憩 交流   新 
な機能導⼊や基盤整
備に向けた検討

・協議・調整 ・詳細設計 ・⽤地取得 ・⼯事着⼿、供⽤開
始、完成

サポートエリア整備推進
事業

事務事業名
現状 事業内容・⽬標

平成28 29 平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021） 平成34（2022）

（2016 17）年度 年度

事業推進

年度 年度 年度 年度以降
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川崎港（東扇島地区） 

施策２ 広域連携   港湾物流拠点 形成 

第 1 期の主な取組状況 
 京浜港（川崎市 東京都 横浜市 三港） 国際競争⼒
 強化      港湾物流    削減 利⽤者     
向上等を図るとともに、ベトナム・ダナン港や中国・連雲港等
の海外の友好港との連携し          官⺠⼀体 
  貨物集貨 拡⼤ 新規航路 誘致に向けた取組等を進
めています。 

 川崎港   物流機能強化 必要 施設整備 貨物量 
増加に対応したコンテナターミナルの整備・改修を計画的に
進             貨物 保管⽤地 ⽼朽化  物流倉庫建替  代替⽤地等 確保     東扇島堀込
部    海⾯埋⽴   ⼟地造成 進       

 港湾貨物 円滑 輸送 防災機能 強化等    臨港道路東扇島⽔江町線 整備 推進         東扇
島 内陸部 結 唯⼀ 連絡路   海底     適切 維持管理 ⾏  います。 

 

施策の主な課題 
 川崎港公共ふ頭の貨物取扱量 増加 めざし、引き続き更
なるコンテナ貨物集貨の促進、新規航路 誘致に向けた取
組や、各種貨物の取扱機能の強化を推進する必要がありま
す。 

 東扇島堀込部における⼟地造成について、港湾物流機能 
強化を図るため、早期完成に向けて整備を推進していく必要
があります。 

 臨港道路東扇島⽔江町線 整備      施⼯ 調整
等により、整備完了予定時期について平成 35（2023）年
度 延伸             物流機能 防災機能 ⾯ 重要 役割 期待          国 早期 整備 
求めていく必要があります。 

 

施策の⽅向性 
 
 
 
 
 
 
  

（千ｔ） 

資料︓川崎港港湾統計

 国際競争⼒ 強化策   貨物取扱量の増加を図るための取組の推進 

川崎港 港湾物流機能 強化に向けた取組の推進 

港湾貨物 円滑 輸送 防災機能 強化等 向けた取組の促進 
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直接⽬標 

 川崎港  物流 活発    
 

主な成果指標 

 

計画期間の主な取組 

 

名　　　　　称
（指標の出典）

（平成26（2014）年）
％以上 76 ％以上 79

（平成29（2017）年） （平成33（2021）年） （平成37（2025）年）

川崎港貨物取扱量（公共埠
頭）
（港湾局調べ）

1,134万 t 1,044万 t 1,140万

川崎港へ⼊港する⼤型外航船
（３千総トン数以上）の割合
（港湾局調べ）

70

（平成26（2014）年）

計画策定時 現　　　　　状 第１期実施計画期間
における⽬標値

第２期実施計画期間
における⽬標値

％以上

第３期実施計画期間
における⽬標値

（平成28（2016）年）
t以上 1,210万 t以上 1,280万

％ 72 ％ 73

t以上

（平成28（2016）年） （平成29（2017）年） （平成33（2021）年） （平成37（2025）年）

●          適正 管理運営

●    補助制度 活⽤ 港湾運営会社 連携  集貨 取組 推進

●東扇島総合物流拠点地区 事業進捗管理

●東扇島内 物流効率化 向  検討

●上屋改良 推進

●倉庫等 再配置 ⾼度化等 推進

● 頭内道路改良 推進

●護岸・物揚場改修の推進

 ⽔江町南護岸改修の推進

●港湾施設の補修等の推進
 係留施設 補修等 推進

 臨港道路 補修等 推進

●東扇島交通環境改善の推進

●下⽔管 維持管理

 補修計画更新

事業推進

・基本設計（H29） ・実施設計

 ⼯事着⼿ 完了

 塩浜物揚場改修の推進

・実施設計

継続実施

 道路改良 推進

事業推進

事務事業名 平成33（2021） 平成34（2022）
年度 年度 年度 年度以降

現状 事業内容・⽬標
平成28 29

（2016 17）年度
平成30（2018）

年度
平成31（2019） 平成32（2020）

東扇島物流促進事業

・企業への聴取調査 継続実施

・補修計画策定
（H29）

・調査、課題抽出・改善に向けた予備調
査（H29）

千⿃町再整備事業

継続実施Ｈ28補助実績 
59件
Ｈ29（Ｈ29.12ま
 ）補助実績 53件

東扇島に⽴地する企業の川
崎港の利⽤促進を図り、川
崎港の国際競争⼒の強化を
進めます。 また、⺠間活⼒を
活かしたコンテナターミナルの管
理運営 進    

ふ頭機能の改善を図るため、
港湾施設利⽤者や⽴地企
業等の関係者と調整を図り
ながら、「川崎港千⿃町再整
備計画」に基づき、ふ頭機能
の再編を推進します。

港湾施設整備事業
⽼朽化した港湾施設の安全
性の確保と⻑寿命化を図る
ため、港湾施設の整備を推
進します。

・点検調査⽅法の検
討（H29）

継続実施

 物流効率化 向  
⽀援策の検討

・社会実験の実施
　(H29)

 利⽤料⾦制 導⼊
 指定管理範囲及 
業務拡⼤

継続実施

事業推進

・改善⽅策の検討

・補修⼯事の推進

・基本設計

・補修等の実施

 Ｂ号 Ｃ号上屋改良
⼯事の推進

 ⼯事着⼿ 完了

 管理運営 実施 利⽤料⾦制導⼊等
に向けた検討
（H29）

・新倉庫建設、既存建
築物撤去などに向けた
調整

・点検調査の推進
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●官⺠⼀体            推進

●新規航路開設 向  取組 推進

●国等関係機関との協議・調整

●臨港道路東扇島⽔江町線整備 推進

●周辺道路 混雑 緩和策 推進
 道路（幹線５号）改良 推進

 交差点（池上町）改良 推進

 交差点（臨港署前）改良 推進

●海底トンネルの機能の維持・強化に向けた取組の推進
 本体改良 推進

 機械室棟改修の推進

 付帯設備改修の推進

●⼟地造成事業の推進

 護岸築造の推進

 埋⽴設備整備 推進

 埋⽴管理 推進

 排⽔管移設の推進

●内奥運河再編の基本計画の策定に向けた取組の推進

●内奥運河の再編計画に基づく施設の補修等に向けた調整

●⼩型船係留施設整備 推進

⼯事完了

 公有⽔⾯埋⽴免許
取得に向けた取組の推
進

・実施設計（H29）

 側溝改良 推進  側溝改良完了

 改良⼯事着⼿

 改修⼯事着⼿ 完了

・照明改修の推進

    中⼼   航路
の誘致の取組の推進

事業推進

東扇島の発展及び機能強化
に向けた新たなアクセスルート
並びに災害時の緊急輸送道
路 確保     臨港道路
東扇島⽔江町線の整備を促
進します。

 橋梁部下部 上部⼯
事の推進

 橋梁部下部⼯事 
推進

事業内容・⽬標
平成28 29 平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021） 平成34（2022）

年度 年度 年度 年度以降

臨港道路東扇島⽔江町
線整備事業

 橋梁部下部⼯事 
推進

 臨港道路東扇
島⽔江町線整
備完了予定
(H35)〔2023〕

事務事業名
現状

（2016 17）年度 年度

川崎港の利⽤促進を図るた
め、貨物取扱量の増加や新
規航路の開設に向けたポート
セールスを推進します。

ポートセールス事業
継続実施 在来貨物 取扱量

維持・拡充に向けた取
組の推進

 移設⼯事着⼿ 完了

継続実施

 航⾏安全検討委員
会及 橋梁技術 施
⼯検討会に関する調
整
・沿道企業との⼯程調
整

継続実施

継続実施 改良⼯事 推進
（H28）

・実施設計（H29）  改良⼯事着⼿

・策定に向けた検討
 （Ｈ29）

・防⾷対策の推進

・基本設計

・基本計画の策定

・優先順位の⾼い施設
の調整・検討

川崎港海底トンネル改修
事業

川崎港海底トンネルの機能を
維持・強化するため、トンネル
本体や設備等の改良・ 改修
⼯事を実施します。

 埋⽴管理 実施

内奥運河にある係留施設等
について、既存施設の特性を
踏まえ、施設の集約や利⽤
転換による有効活⽤を検討
し、費⽤対効果の⾼い利活
⽤と整備を推進します。

内奥運河係留施設再編
事業

川崎港の物流機能強化に資
する港湾関連⽤地、ふ頭⽤
地を確保するため、建設発⽣
⼟を埋⽴⽤材として受⼊れ、
海⾯埋⽴による⼟地造成を
⾏    

 既存施設利⽤者  
調整

 埋⽴⽅法 検討
（H29)

・埋設設備制作 ・埋設設備設置

・監視カメラ改修⼯事
着⼿

⼯事完了

・整備⼯事着⼿

事業推進

⼯事完了・築造⼯事着⼿

・移設に関する実施設
計

・実施設計

・実施設計

・排⽔ポンプ改修の推
進

・取組の推進 ・⼟地造成事業
 完了予定
(H39)〔2027〕

・実施設計

⼯事完了

東扇島堀込部⼟地造成
事業

・実施設計

事業推進
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●          改良 向  取組 推進
 荷捌地（３レーン）整備の推進

 荷捌地（５ ７   ）整備 推進

 荷捌地（４レーン）整備の推進

 空    置 場（３ ５   ）整備 推進

 照明設備整備の推進

 荷捌地拡⼤及びヤード内施設の検討

●コンテナターミナルの機能維持に向けた取組の推進
 トランスファークレーン（５・６号機）製作の推進

 荷役機械の維持・補修等の推進

 設置完了

・維持・補修等の実施

・整備⼯事の実施

・設備⼯事の推進

継続実施

 更新 向  製作
（H29）

・実施設計

・実施設計 ・整備⼯事の推進 ・供⽤開始

・実施設計 ・整備⼯事の推進

・実施設計

コンテナターミナル維持・
整備事業

コンテナターミナル諸設備の機
能を適正な状況に維持する
ため、荷役機械の補修等を
推進するとともに、コンテナ貨
物取扱量の増加に対応する
ため、荷捌地の整備等を推
進します。

・整備⼯事の推進 ・供⽤開始

⼯事完了

⼯事完了

事業推進

・供⽤開始

・検討の実施

事務事業名
現状 事業内容・⽬標

平成28 29 平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021） 平成34（2022）
（2016 17）年度 年度 年度 年度 年度 年度以降
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川崎みなと祭りの様⼦ 

資料︓港湾局調べ

施策３ 市⺠ 開   安全 快適 臨海部 環境整備 

第 1 期の主な取組状況 
 川崎マリエンや東扇島東公園等において、川崎みなと祭り、
         川崎市⻑杯              等
      開催     市⺠等が川崎港を訪れる機会を
増  港湾施設 利⽤ 促進  取組 進       

 川崎港 魅⼒ ⾼       港湾関係企業 利⽤者 
就労環境等の充実を図るため、開放的な親⽔空間の創出
や港湾緑地の整備に向けた「川崎港緑化基本計画」に基
づく取組を進めています。 

 臨海部 快適 環境 維持 向上 図    ⽴地企業 
関係団体 ⾏政等 連携  臨海部 清掃活動    
ポイ捨て防⽌の啓発、事業所での回収強化をはじめとした美化対策 実施 路上  迷惑駐⾞対策 ⾏    川崎
港の環境向上の取組を進めています。 

 

施策の主な課題 
 東京 2020 オリンピック・パラリンピックを契機として、川崎
港 魅⼒ 市内外 向  積極的 発信       
市⺠等 港 訪  機会 増  取組 推進  必要
があります。 

 港湾緑地について、他の事業進捗状況や関連する分
野別計画との整合 留意    整備を進め、「みなと」
で働く⼈、訪れる⼈ 川崎 ⾃然 感  魅⼒的   
ーションを楽しむことができる空間としていく必要がありま
す。 

 川崎港 市⺠利⽤ 拡⼤    中  市⺠ 港湾関係
企業 利⽤者等が快適 利⽤      更  美化対策等に取り組む必要があります。 

 

施策の⽅向性 
 
 
 
 
 
 

  

 臨海部 活性化に向けた、各種イベントの開催や新たな賑わい創出による川崎港 魅⼒発
信 

川崎港の魅⼒向上に向けた、港湾緑地の特徴を活   利⽤促進策 効率的 管理運営
⼿法の検討 

市⺠ 快適に利⽤   川崎港の形成に向けた美化対策等の推進 
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直接⽬標 

 川崎港 魅⼒ 市⺠ 広       港 活⼒ ⾼   
 

主な成果指標 

名　　　　　称
（指標の出典）

％以上 17 ％以上 21 ％以上
（平成27（2015）年度） （平成28（2016）年度） （平成29（2017）年度） （平成33（2021）年度） （平成37（2025）年度）

市内 海周辺施設 利⽤    
    魅⼒ 感  ⼈ 割合
（市⺠     ）

11 ％ 13.3 ％ 13

川崎    利⽤者数（港湾振
興    及     施設等 利
⽤者を含む）
（港湾局調べ）

40万 34.5万 41万 42万 43万⼈ ⼈ ⼈以上 ⼈以上

計画策定時 現　　　　　状 第１期実施計画期間
における⽬標値

第２期実施計画期間
における⽬標値

第３期実施計画期間
における⽬標値

⼈以上
（平成26（2014）年度） （平成28（2016）年度） （平成29（2017）年度） （平成33（2021）年度） （平成37（2025）年度）

 

計画期間の主な取組 

 

  

●関係団体 開催      等 通  ⼈々 交流         場    推進

●市⺠ 港 触 合  施設 利⽤促進 向  周知 取組

● ＪＯＣ認定      競技強化      認定後 利⽤促進

●川崎港湾福利厚⽣協会等 関係団体 連携  福利厚⽣ 労働環境 向上 向  取組 推進

●港湾空間を活⽤した新たな賑わいの創出に向けた取組の推進

●川崎     適切 管理運営

●帰宅困難者⼀時滞在施設   利⽤     取組 推進

・H29イルミネーションの
実施︓1回
・H29クラシックカー展
⽰︓３回

・備蓄品の貯蔵

市⺠に開かれた港づくり及び
港湾利⽤促進の拠点として
の港湾振興会館の活性化を
図ります。

年度 年度 年度以降
平成31（2019） 平成32（2020）

・課題把握

事業推進
港湾振興会館管理運営
事業

・開設マニュアルの作成
（H29）

事業推進

継続実施 管理運営

・イベントの実施

・クルーズ船（ホテルシッ
プ等）誘致に向けた受
⼊施設の安全評価等
の調査

継続実施

対策検討・継続実施

・東扇島東公園10周
年    開催 向 
た取組の推進

・東扇島東公園10周
年     開催

港湾振興事業
・川崎みなと祭り、ビー
チバレーボール川崎市
⻑杯 開催

・東京オリンピック・パラ
リンピックの機会を捉え
たクルーズ船（ホテル
シップ等）誘致に向け
た取組の検討・推進

・クルーズ船誘致に向け
た検討

●川崎     利⽤       開催

 利⽤促進

継続実施・川崎マリエン、東扇島
東公園等 施設 利
⽤促進に向けた広報の
実施

継続実施
関係団体と連携し 、川崎み
なと祭りなど各種イベントを実
施し、川崎港の振興を図りま
す。

事務事業名 平成33（2021）

現状 事業内容・⽬標
平成28 29

（2016 17）年度
平成30（2018）

年度
平成34（2022）

年度

継続実施
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●川崎港緑化基本計画の基本⽅針に基づく港湾緑地整備の推進

 港湾緑地（浮島１期）整備の推進

 港湾緑地（⽔江町）整備の推進

●全国共通 出⼊国管理情報     運⽤

●適正な保安対策の推進

●保安設備・所有船舶の定期点検と維持補修

●迷惑駐⾞ 投棄⾞両対策 推進

●官⺠合同 監視       美化対策 推進
官⺠合同⼀⻫港内清
掃活動︓５回

市⺠や船舶が安全・安⼼し
 利⽤   港      所
有船舶や保安施設を適正に
維持管理し、港内巡視や保
安警備、港内環境の保全を
着実に実施します。

H29官⺠合同⼀⻫港
内清掃活動︓５回

H29官⺠合同 放置
⾃動⾞監視    
ル︓11回

官⺠合同 放置⾃動
⾞監視     ︓11
回

・美化対策等の実施に
向けた調整（H29）

 道路植栽等 改良 
向けた実施設計

●港湾緑地 魅⼒向上 向  取組 推進

官⺠合同⼀⻫港内清
掃活動︓５回

官⺠合同⼀⻫港内清
掃活動︓５回

市⺠と港で働く⼈々に憩いと
安らげる場を提供し ていくた
め、景観の向上のほか、魅⼒
ある港湾空間の形成をめざ
し、港湾緑地整備を推進し
ます。

事務事業名
現状 事業内容・⽬標

平成28 29

官⺠合同⼀⻫港内清
掃活動︓５回

 道路植栽等 改良 
推進

・基本設計

官⺠合同 放置⾃動
⾞監視     ︓11
回

平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021）

事業推進

●港内道路 港湾緑地等 市⺠利⽤施設 環境維持及 美化対策 推進

・整備に向けた調整

官⺠合同 放置⾃動
⾞監視     ︓11
回

・港湾緑地活⽤⽅策
に基づく取組の推進

・港湾緑地活⽤⽅策
決定

事業推進

年度以降

事業推進

・システムの運⽤

保安対策訓練実施回
数︓８回

保安対策訓練実施回
数︓８回

保安対策訓練実施回
数︓８回

保安対策訓練実施回
数︓８回

・港湾緑地の調査、課
題抽出、対応策検討

平成34（2022）

港内道路、緑道等の市⺠利
⽤施設の環境維持及び美化
対策を推進します。

川崎港美化推進事業

川崎港保安対策事業

・港湾緑地の調査
（Ｈ29）

 整備⼯事着⼿ 完了

官⺠合同 放置⾃動
⾞監視     ︓11
回

 港湾緑地（塩浜物揚場）整備の推進
川崎港緑化推進事業

（2016 17）年度 年度 年度 年度 年度

・整備に向けた調整

H29保安対策訓練実
施回数︓８回

・点検・補修の実施 継続実施

継続実施

297



                  政策４-５ 魅⼒  都市拠点 整備   

区
計
画

政
策
体
系
別
計
画 

総 

論 

10
年
戦
略 

基
本
政
策
１ 

基
本
政
策
２ 

基
本
政
策
３ 

基
本
政
策
４ 
基
本
政
策
５ 

区
計
画 

進
⾏
管
理
・
評
価 

政策４-５ 魅⼒  都市拠点 整備   

政策の⽅向性  
 本市  ⾸都圏 位置  地理的優位性 活   商業 業務 都市型住宅等 都市機能 強化

  隣接  東京都 横浜市 都市拠点 連携  魅⼒ 活⼒     都市拠点    取 組  
きました。 

 都市基盤 整備 地域 活⼒ 賑       ⼤  経済効果 ⽣ 出      今後 引 続
  臨空 臨海都市拠点 川崎 ⼩杉 新百合 丘 広域拠点 整備 中⼼   広域調和型   
   更  推進 図     

    超⾼齢社会 ⾒据  誰  暮               複数 鉄道路線 結節  駅等
 中⼼   利便性 ⾼ 地域⽣活拠点等 形成 推進  魅⼒        進めます。 

 

市⺠ 実感指標 

市⺠ 実感指標 名称 
 （指標の出典） 

計画策定時 
(Ｈ27)〔2015〕

現状 
(Ｈ28)〔2016〕

⽬標 
(Ｈ37)〔2025〕

市内の広域拠点駅（川崎駅、武蔵⼩杉駅、新百合ヶ
丘駅） 周辺 魅⼒ 活気    思 市⺠ 割合 
（市⺠     ） 

70% 72.8% 70%以上 

市内 地域⽣活拠点駅（新川崎 ⿅島⽥駅 武蔵溝
 ⼝駅 鷺沼 宮前平駅 登⼾ 向 丘遊園駅） 周辺
 魅⼒ 活気    思 市⺠ 割合 
（市⺠     ） 

52.6% 42.2% 52.6%以上

 

施策の体系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

政策４-５ 魅⼒  都市拠点 整備  

施策4-5-1 魅⼒     広域拠点 形成

施策4-5-2 個性を活かした地域⽣活拠点等の整備
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施策１ 魅⼒     広域拠点 形成 

第 1 期の主な取組状況 
 川崎駅周辺地区   ⺠間活⼒ 活    ちづくりにより、さまざ

まな都市機能をバランスよく誘導しており、また、歩いて移動しやす
 歩⾏者空間 創出     川崎駅⻄⼝駅前         
キを平成 30（2018）年１⽉ 供⽤開始       川崎駅
北⼝通路 整備を推進しています。また、川崎駅⻄⼝⼤宮町地
区 A-2 街区では、オフィス・ホテル等の機能導⼊とあわせ緑地等の
整備 ⾏ ⺠間開発事業 誘導  環境影響評価⼿続 着⼿
するとともに、⽻⽥空港 臨海部 ⽞関⼝   京急川崎駅周
辺では、京急電鉄と包括連携協定を締結し、⼟地利⽤ 誘導と
⽅針の策定に向けた取組 ⾏  います。さらに、東⼝の既成市
街地では、空きビルの増加        活⼒ 魅⼒ 低下 対
応するため、リノベーションまちづくりを進めています。 

 ⼩杉駅周辺地区では、⼟地利⽤転換 伴 ⺠間再開発事業を誘導するこ
となどにより、多様な都市機能がコンパクトに集積した、歩いて暮らせるまちづ
くりを推進しています。駅南側では、商業施設 住宅 公共公益施設 整
備    地区幹線道路等 ⼀体的 整備  ⼩杉町３丁⽬東地区市
街地再開発事業の⼯事に着⼿しました。駅北側   医療 福祉 ⽂化 
交流機能 中⼼        に向けて都市計画⼿続等を進め、⺠間開
発事業にあわせた（仮称）⼩杉町交差点デッキの整備  駅周辺 円滑
 歩⾏者動線 確保 取 組      ⼀⽅  駅利⽤者 増加 伴 
新たな課題も⽣じていることから、駅及び駅周辺の混雑緩和に向けた対応
策について、鉄道事業者等と協議を進めています。 

 新百合ヶ丘駅周辺地区は、⽂化・芸術などの地域資源を活かし
た、賑わいのあるまちづくりを進めるとともに、周辺環境の変化等を
⾒据  新  ⼟地利⽤転換   伴 適切 誘導 南⼝駅前
広場の再整備等の交通環境改善に取り組んでいます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川崎駅北⼝通路完成     

⼩杉町３丁⽬東地区市街地再開発事業
完成イメージ 

新百合ヶ丘駅南⼝駅前広場
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施策の主な課題 
 川崎駅周辺地区   本市 ⽞関⼝         多様 賑   交流 ⽣ 出 魅⼒ 活⼒     拠点形

成の展開を図るため、⺠間活⼒ 活   都市機能 集積 図      回遊性 利便性 向上    都市基盤
の整備や、公共空間や既存ストックを活⽤した賑わい創出に向けた取組の⼀層の推進が必要です。 

 ⼩杉駅周辺地区では、     取 組    事業等 着実 推進     ⺠間活⼒ 活   更  都市機能
の集積を図っていくとともに、⼩杉町３丁⽬東地区へ移転する総合⾃治会館の跡地の有効活⽤が求められています。こ
のため、同跡地について周辺の地域資源を活かしながらうるおいと賑わいのある空間づくりに取り組む必要があります。また、
駅及 駅周辺 混雑 対  安全性 利便性 向上 向  鉄道事業者等 連携  交通基盤 強化 取 組 
必要があります。 

 新百合ヶ丘駅周辺地区では、豊かな⾃然環境や⽂化・芸術等の地域資源、充実した都市機能を活かした、より質の
⾼  魅⼒  拠点形成 求        横浜市営地下鉄３号線 延伸計画   進捗 踏     周辺環境
 変化 ⾒据  適切 ⼟地利⽤転換 誘導や交通結節機能の強化に向けた取組を進める必要があります。 

 

施策の⽅向性 
 
 
 
 
 
 
  

 川崎駅周辺地区における川崎の⽞関⼝としてふさわしい都市機能の誘導・都市基盤の整備
の推進と賑わいの創出等に向けた取組の推進 

⼩杉駅周辺地区におけるコンパクトに集積した都市機能の誘導と賑わい等の創出、安全性・
利便性の向上に向けた交通基盤の強化の推進 

新百合ヶ丘駅周辺地区における周辺環境等 変化 ⾒据  ⼟地利⽤転換 誘導と交通
結節機能の強化に向けた取組の推進 
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直接⽬標 

 川崎 武蔵⼩杉 新百合 丘駅周辺 魅⼒ ⾼   
 

主な成果指標 

 
 

計画期間の主な取組 

 
 
 

名　　　　　称
（指標の出典）

⼈／⽇以上
（平成25（2013）年度） （平成27（2015）年度） （平成28（2016）年度） （平成32（2020）年度） （平成36（2024）年度）

広域拠点（川崎駅・武蔵⼩杉
駅・新百合ヶ丘駅）の駅平均乗
⾞⼈員
（川崎市統計書）

52.4万 56.4万 53.8万 58.8万 59.8万⼈／⽇ ⼈／⽇ ⼈／⽇以上 ⼈／⽇以上

広域拠点（川崎駅・武蔵⼩杉
駅・新百合ヶ丘駅）の駅周辺⼈
⼝
（川崎市統計書）

12.6万 13.1万 12.9万 13.9万 14.4万⼈ ⼈ ⼈以上 ⼈以上

計画策定時 現　　　　　状 第１期実施計画期間
における⽬標値

第２期実施計画期間
における⽬標値

第３期実施計画期間
における⽬標値

⼈以上
（平成26（2014）年度） （平成28（2016）年度） （平成29（2017）年度） （平成33（2021）年度） （平成37（2025）年度）

●「川崎駅周辺総合計画」に基づく計画的なまちづくりの推進

●駅周辺 利便性 回遊性等 向上 向  取組 推進

●川崎駅東⼝地区の事業化に向けた取組の推進

●⺠間開発事業 誘導 促進

●川崎駅周辺における公共空間の有効活⽤による賑わいの創出等に向けた取組の推進

●北⼝通路等 整備 関  取組 推進

年度 年度 年度以降

川崎駅周辺総合整備事
業  短期計画 更新 ・計画に基づく取組の

推進

事務事業名
現状 事業内容・⽬標

平成28 29 平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021） 平成34（2022）
（2016 17）年度

川崎駅周辺地区については、
本市の⽞関⼝にふさわしい、
多様な賑わいや交流が⽣み
出す活⼒と魅⼒にあふれた広
域拠点の形成を推進します。

 川崎駅⻄⼝駅前  
ストリアンデッキ完成
（H29）

     川崎北側  
カレーター屋根の整備、
完了
 北⼝⻄  乗 場暫
定出⼊⼝の恒久化に
向けた詳細設計

 北⼝⻄  乗 場出
⼊⼝ 整備 完了

 北⼝通路供⽤後 
駅周辺 利⽤者動向
等の調査

・調査結果や周辺の開
発動向を踏まえた検討
等取組の推進

年度 年度

(H34)〔2022〕

 公共空間の有効活⽤に関する取組の推進
・検討・調整 ・社会実験等の実施、

関係者との協議・調整
・本格実施

 持続可能な仕組みづくりに向けた取組の推進

・⼿続き等の推進 ・まちづくり勉強会の実
施など取組の推進

 ⼤宮町A-2街区に関する誘導・促進
・協議・調整 ・誘導・促進 事業完了予定

・検討・調整 ・ネーミングライツの実
施 北⼝通路 広告
展開

 改札開業 通路等供
⽤開始 ⾏政    
施設等の開設(H29)

・既存駅施設等の改
修⼯事 事業完了
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●京浜急⾏電鉄  包括連携協定 基  取組 推進

●⺠間開発事業 誘導 ⽀援

●都市基盤整備等の取組推進

●⼩杉町3 丁⽬東地区の事業の推進

●国道409号拡幅事業にあわせた総合⾃治会館跡地等活⽤や周辺まちづくりの取組の推進

●⺠間開発 誘導

●武蔵⼩杉駅及び駅周辺交通機能強化等に関する取組の推進

●駅周辺地区のまちづくりに向けた取組の推進

●⺠間開発 誘導

●⼩⽥急電鉄との包括連携協定に基づく取組の推進

事務事業名
現状 事業内容・⽬標

平成28 29 平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021） 平成34（2022）
（2016 17）年度 年度 年度 年度 年度 年度以降

京急川崎駅周辺地区整
備事業 ・包括連携協定

の締結（H29）
・駅周辺のまちづくりと
交通結節機能強化に
向けた協議・調整

事業推進

京急川崎駅周辺地区につい
ては、⽻⽥空港との直結など
の地理的優位性を活かし、
川崎の⽞関⼝にふさわし い商
業・業務等の集積による賑わ
  ⺠間主導 創出    

 川崎駅北⼝第２街区 関  取組 推進
・基本計画策定
（H29）

・基本設計の実施 ・実施設計の実施 ・⼯事着⼿

・関係者協議 ・都市基盤整備⽅針
の策定

・都市計画⼿続の推
進

・整備に向けた取組の
推進

・取組の推進

 京急川崎駅⻄⼝街区 関  取組 推進
・事業調整  ⼟地利⽤⽅針 策

定
・都市計画⼿続の推
進

・事業化に向けた取組
の推進

・関係者等との協議・
調整に基づく取組の推
進

・関係者等との協議・
調整

 ⼟地利⽤⽅針 策
定

 ⼟地利⽤⽅針 基 
く取組の推進

・周辺まちづくりの動向
を踏まえた調整・誘導

 ⼩杉駅２丁⽬地区に関する取組の推進

⼩杉駅周辺地区整備事
業 ・⼯事着⼿（H28） ・取組の推進 事業完了

●⼩杉駅北⼝地区（駅前広場等） 取組 推進
⼩杉駅周辺地区については、
⺠間開発の適切な誘導と⽀
援により、都市型住宅や商
業、業務、公共公益施設な
どがコンパクトに集積した、市
域の中⼼に位置する広域拠
点の形成を推進します。

・駅前広場の課題整
理等

・関係者等との協議・
調整

・協議・調整、都市計
画決定（H28）

・取組の推進、公園完
成

・取組の推進、病院⼯
事着⼿

・取組の推進 事業完了予定
(H37)〔2025〕

・Ａ地区・デッキの完成
（H29）

 事業完了
（B地区の完成）

 ⼩杉駅北⼝地区 関  取組 推進
・協議・調整 ・都市計画⼿続等の

取組の推進

 ⽇本医科⼤学地区の取組の推進

事業推進
武蔵⼩杉駅の利⽤者増に伴
う駅及び駅周辺の混雑状況
に対して、鉄道事業者等と連
携し て安全性・利便性の向
上に向けた交通機能の強化
等の取組を推進します。

・早期に着⼿可能な対
策の実施

継続実施

・体制強化の検討 ・新たな組織体制によ
る協議・調整の実施

 ⼩杉駅東部地区の地区計画に基づく取組の推進
・誘導・⽀援 継続実施

⼩杉駅交通機能強化等
推進事業 ・基礎的調査検討  安全性 利便性向上

に向けた抜本的な対策
に関する協議・調整及
び取組の推進

 混雑緩和及 駅利
⽤者の安全確保に向
けた鉄道事業者等との
協議・調整

・包括協定の締結
（H28）

 駅周辺 魅⼒ 増進
に向けた取組の推進

新百合ヶ丘駅周辺地区ま
ちづくり推進事業 ・基礎調査検討 ・まちづくりの⽅向性の

検討
・まちづくり⽅針の検討 ・まちづくり⽅針の策定 事業推進

・南⼝駅前広場の再
整備（H29)新百合ヶ丘駅周辺地区につ

いては、横浜市営地下鉄３
号線延伸など周辺環境等の
変化を⾒据え、⺠間活⼒を
活かした⼟地利⽤転換の誘
導と交通結節機能の強化を
図るための総合的な取組を
推進することで、より質の⾼
い、魅⼒ある広域拠点の形
成を推進します。

・誘導  ⼟地利⽤転換等 
誘導
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施策２ 個性を活かした地域⽣活拠点等の整備 

第 1 期の主な取組状況 
 交通結節点である鉄道駅を中⼼とした地域⽣活拠点では、市街地

開発事業等   商業 業務 都市型住宅等 機能 集積 図 
とともに、バリアフリーに配慮した交通広場等の都市基盤の整備等を
⾏     安全 快適 利便性 ⾼ 都市機能       集
約したまちづくりを進めています。 

 鉄道沿線 中⼼ 展開  ⽣活⾏動圏   広域拠点等 整備
 波及効果 効率的  効果的 活⽤             
の特性を活かした⾝近なまちづくりを推進しています。 

 広域拠点 地域⽣活拠点以外 交通利便性が⾼い⾝近な駅周
辺では、各鉄道事業者との包括連携協定の締結などを通じ、鉄道
を主軸に、地域の特性や課題に応じた沿線地域のまちづくりを進めて
います。 

 
 
 
 
 

施策の主な課題 
 地域⽣活拠点等        地域特性 個性 活   安全 快適 利便性 ⾼ 都市機能       集

約したまちづくりを推進していくことが求められています。市街地開発事業等により複合的な都市機能の集積とともに、都
市基盤の整備に取り組む必要があります。 

 鉄道沿線 展開  ⽣活⾏動圏   拠点整備 効果 効率的  効果的 沿線地域 波及           
    特性 活   ⾝近       求        地域 特性 課題 応  交通 ⽣活 利便性 充実
   地域住⺠ 暮   ⽀  取組 進  必要       

 

施策の⽅向性 
 
 
 
 
 
 

  

 利便性 ⾼ 都市機能の集積や交通結節機能の強化などをめざした市街地開発事業等に
よる地域⽣活拠点の整備 

地域特性に応じた多様な主体との連携による鉄道沿線まちづくりの推進と⾝近な駅周辺等の
整備 

⿅島⽥駅⻄部地区市街地再開発事業

溝⼝駅南⼝広場
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区
計
画

政
策
体
系
別
計
画 

総 

論 

10
年
戦
略 

基
本
政
策
１ 

基
本
政
策
２ 

基
本
政
策
３ 

基
本
政
策
４ 
基
本
政
策
５ 

区
計
画 

進
⾏
管
理
・
評
価 

直接⽬標 

 新川崎 ⿅島⽥ 溝⼝ 鷺沼 宮前平 登⼾ 向 丘遊園駅周辺 魅⼒ 
⾼める 

 

主な成果指標 

 
 

計画期間の主な取組 

 

 

 

名　　　　　称
（指標の出典）

⼈／⽇以上
（平成25（2013）年度） （平成27（2015）年度） （平成28（2016）年度） （平成32（2020）年度） （平成36（2024）年度）

地域⽣活拠点（新川崎 ⿅島⽥
駅 溝⼝駅 鷺沼 宮前平駅 登
⼾ 向 丘遊園駅） 駅平均乗
⾞⼈員
（川崎市統計書）

47.3万 48.3万 47.8万 49.5万 50.0万⼈／⽇ ⼈／⽇ ⼈／⽇以上 ⼈／⽇以上

地域⽣活拠点（新川崎 ⿅島⽥
駅 溝⼝駅 鷺沼 宮前平駅 登
⼾ 向 丘遊園駅） 駅周辺⼈
⼝
（川崎市統計書）

17.5万 18.0万 17.6万 18.4万 18.7万⼈ ⼈ ⼈以上 ⼈以上

計画策定時 現　　　　　状 第１期実施計画期間
における⽬標値

第２期実施計画期間
における⽬標値

第３期実施計画期間
における⽬標値

（平成26（2014）年度） （平成33（2021）年度） （平成37（2025）年度）
⼈以上

（平成28（2016）年度） （平成29（2017）年度）

●新川崎地区地区計画 基  ⼟地利⽤誘導 推進

●⿅島⽥駅前管理地 維持管理

●⺠間開発 誘導

●鷺沼駅前地区市街地再開発事業 推進

●東京急⾏電鉄  包括連携協定 基  取組 推進 

鷺沼駅周辺まちづくり推
進事業 ・事業計画等に関する

協議・調整
 準備組合設⽴
（H29）

事業推進

・取組の推進

・協議・調整 継続実施

・都市計画⼿続の推
進

・実施設計の実施 ・⼯事着⼿

 駅周辺 魅⼒ 増進
に向けた取組の推進

●鷺沼駅周辺地区 ⺠間開発 誘導

・交通広場の再整備に
関する協議・調整

鷺沼駅周辺地区      
駅を中⼼に⾼齢者等の多様
なライフスタイルに対応し た都
市機能集積及び交通結節
機能の強化に向けた取組を
推進します。

・公共機能を含めた導
⼊する都市機能の検
討

事務事業名
現状 事業内容・⽬標

平成28 29 平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021）

年度 年度 年度 年度
平成34（2022）

（2016 17）年度 年度以降

 維持管理  適正 維持管理及 
利活⽤ 検討 実施

継続実施

 駅周辺 魅⼒ 増進
 向  ⺠間開発 協
議・調整

新川崎駅・⿅島⽥駅周辺地
区については、⼤規模な⼟地
利⽤転換を契機とし 、商業・
都市型住宅・研究開発機能
等 集積 図  利便性 ⾼
い拠点形成に向けた取組を
推進します。

・協議・調整 事業推進

・協議・調整

新川崎駅 ⿅島⽥駅周辺
地区まちづくり推進事業

事業推進

溝⼝駅周辺地区については、
地域⽣活拠点とし て、歴史
的・⽂化的資源と⺠間活⼒
を活かしたまちづくりを推進し
ます。

溝⼝駅周辺地区まちづく
り推進事業 ・協議・調整

 南⼝広場整備完了
（H28）

●⺠間開発 誘導

継続実施

304



 

政策４-５ 魅⼒  都市拠点 整備   

政
策
体
系
別
計
画 

総 

論 

10
年
戦
略 

基
本
政
策
１ 

基
本
政
策
２ 

基
本
政
策
３ 

基
本
政
策
４ 

基
本
政
策
５ 

区
計
画 

進
⾏
管
理
・
評
価 

 

 

 

●整備プログラムに基づく集団移転の活⽤による整備の推進

●多摩区の⽞関⼝にふさわしいまちの賑わい創出に向けた取組の推進

●「柿⽣駅周辺地区まちづくりビジョン」に基づく事業推進

●「南武線沿線まちづくり⽅針」に基づく事業の推進

●戦略的誘導地区    適切 ⼟地利⽤ 誘導

●⺠間開発 誘導

●「南武⽀線沿線まちづくり⽅針」に基づく事業の推進

登⼾⼟地区画整理事業

 都市計画道路   
基盤整備の推進
 ⺠間 専⾨知識 経
験 活⽤  円滑 移
転交渉等の実施

柿⽣駅周辺地区再開発
等事業

南武線沿線まちづくり推
進事業 ・⽅針策定に向けた調

整

・ビジョン策定（H29
予定）

登⼾・向ヶ丘遊園駅周辺地
区については、交通結節機
能、⾃然環境、⽂化施設等
の機能を活かし、魅⼒と活⼒
にあふれた市北部の拠点地
区の形成を⼟地区画整理事
業により推進します。

・多⽬的広場等の整
備計画の策定

・南部防災センター敷
地    ⼟地利⽤⽅
針の策定

 ⼟地利⽤⽅針 基 
く事業計画の策定

 ⻄加瀬地区 関  取組 推進

 ⿅島⽥駅周辺地区    取組 推進
 ⼟地利⽤誘導⽅策
の検討

南武線沿線の⼟地利⽤転
換 機会 捉  戦略的  
機動的な誘導により、地域
資源と⺠間活⼒を活かした
駅を中⼼としたまちづくりを推
進します。

●  暫定広場 維持管理

・事業化に向けた協
議・調整

・公共施設の有効活
⽤⽅策の検討

 準備組合 設⽴
（H28）

・都市計画⼿続や事
業化に向けた協議・調
整

事業内容・⽬標

事業推進

●南⼝市街地再開発事業の推進

 北⼝地区      
の誘導
 駅南北地区 連携 
向けた検討

・集団移転の推進
（宅地使⽤開始
   ⾯積率57%）

・集団移転の推進
（宅地使⽤開始
   ⾯積率60%）

・集団移転の推進
（宅地使⽤開始
   ⾯積率70%）

・集団移転の推進
（宅地使⽤開始
   ⾯積率77%）

 都市計画変更等  
るまちづくり誘導

・都市計画⼿続の推
進

・事業化に向けた協
議・調整

・検討組織の⽀援

事業推進

 ⼟地利⽤誘導⽅策
の検討

・⽅針策定（H29予
定）

継続実施

 ⼟地利⽤⽅針 基 
く取組の推進

・多⽬的広場等におけ
る取組の推進

・整備プログラムに基づ
 道路機能強化等 
取組の推進

⼩⽥栄駅設置を契機に、賑
わいの創出や住環境の改善
などによるまちの魅⼒向上と
鉄道軸の強化などの取組によ
り、沿線地域の持続的な発
展に向けたまちづくりを推進し
ます。

継続実施

継続実施

 維持管理

・協議・調整

 ⼟地利⽤誘導⽅策
の検討

・⼯事着⼿

・都市計画⼿続の推
進

・事業化に向けた協
議・調整

 平間駅周辺地区における取組の推進

  ⼩⽥周辺戦略   
整備プログラム」の策定

●⼩⽥周辺戦略       取組 推進

南武⽀線沿線まちづくり
推進事業

・⽅針策定

・⽅針に基づく取組の
推進

・⽅針に基づく取組の
推進

事業推進

・都市計画⼿続や事
業化に向けた⼿続の推
進

・都市計画⼿続や事
業化に向けた⼿続の推
進

柿⽣駅周辺地区については、
駅を中⼼に⺠間活⼒を活か
し た再開発事業を誘導し、
商業 都市型住宅等 都市
機能の集積、交通結節機能
の強化に向けたまちづくりを推
進します。

平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021） 平成34（2022）
（2016 17）年度 年度 年度 年度 年度 年度以降

・取組の推進

 宅地使⽤開始
 ⾯積率56%(H28)

継続実施

継続実施

・まちづくり概成
事業完了予定

(H37)〔2025〕

・取組の推進

平成28 29事務事業名
現状
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政策４-６ 良好 都市環境 形成 推進   

政策の⽅向性  
 近年 ⽣活     居住    多様化     市⺠ 居住環境 ⼤  変化          

ージに合わせた、より快適な暮らしを求めて「住まい⽅」に対する関⼼が⾼まっています。 

 このため、誰もが暮らしやすく、うるおいのある住環境の整備に向けて、景観施策や計画的なまちづくりの
推進   良好 市街地 形成 促進       地域 主体的    課題解決 取 組 市⺠
主体のまちづくりを推進します。 

 

市⺠ 実感指標 

市⺠ 実感指標 名称 
 （指標の出典） 

計画策定時 
(Ｈ27)〔2015〕

現状 
(Ｈ28)〔2016〕

⽬標 
(Ｈ37)〔2025〕

居住する地域の住環境（住みやすさ）に満⾜している
市⺠ 割合 
（市⺠     ） 

59.6% 66.0% 65%以上 

市内 美  街   保      思 市⺠ 割合 
（市⺠     ） 29.8% 34.6% 40%以上 

 

施策の体系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

政策４-６ 良好 都市環境 形成 推進  

施策4-6-1 安全で安⼼して快適に暮らせる計画的な
まちづくりの推進

施策4-6-2 地域の主体的な街なみ形成の推進
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施策１ 安全で安⼼して快適に暮らせる計画的なまちづくりの推進 

第 1 期の主な取組状況 
 都市拠点 市街地整備    ⼟地利⽤  

たっては、少⼦⾼齢化や⼈⼝減少等の社会環
境の変化と地域特性や地域課題を踏まえ、より
きめ細やかにまちづくりを誘導するため、地区計
画  都市計画⼿法 有効 活⽤  ⼟地利
⽤ 適切 誘導 図  計画的       推
進しています。 

         多様化    安全性 利便性
 向上   関  多岐    市⺠    
的確 対応       地域課題 適切 把
握  市⺠ ⾏政 協働 ⼀層推進  必要
があることから、平成 29（2017）年３⽉ 
「都市計画マスタープラン」全体構想を改定し、
⽣活⾏動圏別 沿線      考 ⽅ 新 
 ⽰           ⽅法 区⺠意⾒ 聴
取しながら、地域特性を活かした区別構想の改
定に取り組んでいます。 

 既成市街地  建築物 ⽼朽化   進         市街地環境 向上 向  ⼟地区画整理事業 再開発
事業等 ⼿法   ⺠間事業⽀援 ⾏      環境 配慮  建築物 普及 促進     持続可能      
を推進しています。 

 

施策の主な課題 
 少⼦⾼齢化 ⼈⼝減少等 社会環境 変化 地域特性 地域課題 踏        安全性 利便性 向上  

 関  多岐    市⺠    的確 対応        求         

 引 続  既成市街地    良好 住環境 形成 向  市⺠  協働   地区計画 策定  ⼟地区画整理
事業 再開発事業等 ⼿法 活⽤   ⺠間事業⽀援   計画的       推進  必要       

 

施策の⽅向性 
 
 
 
 
 
 
  

 地域特性 活   市⺠参加    都市計画        区別構想の改定等の取組の
推進 

持続可能なまちをめざした良好 市街地環境 形成 環境 配慮  建築物 普及促進 

⽣活⾏動圏 沿線         

資料︓川崎市都市計画       全体構想
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直接⽬標 

 都市環境 調和  暮     魅⼒的 都市空間 創出   
 

主な成果指標 

 ※ 環境 配慮  建築物︓建築物環境配慮制度等 基  ⾼ 省  性能 低 CO2 排出等の特徴をもつ建築物 
 

計画期間の主な取組 

 

 

名　　　　　称
（指標の出典）

（平成26（2014）年度） （平成28（2016）年度） （平成29（2017）年度） （平成33（2021）年度） （平成37（2025）年度）

新築される建築物のうち、環境に
配慮した建築物※の割合
（まちづくり局調べ）

17 ％ 21 ％ 19

計画策定時 現　　　　　状 第１期実施計画期間
における⽬標値

第２期実施計画期間
における⽬標値

第３期実施計画期間
における⽬標値

％以上 21 ％以上 23 ％以上

件以上 9 件以上 11 件以上
（平成26（2014）年度） （平成28（2016）年度） （平成29（2017）年度） （平成33（2021）年度） （平成37（2025）年度）

市街地開発事業等 制度 活⽤
  取組 累積件数
（まちづくり局調べ）

6 件 6 件 7

●「都市計画マスタープラン」に基づく計画的なまちづくりの推進

●全体構想を踏まえた「都市計画マスタープラン」区別構想改定などの取組の推進

●都市計画決定及 変更   計画的       推進

●優良建築物等 整備事業 推進

● 建築物環境配慮制度（CASBEE川崎）  適正  効率的 運⽤

都市計画マスタープラン
等策定・推進事業 ・全体構想の改定

（H28）
 進⾏管理 誘導 事業推進

事務事業名
現状 事業内容・⽬標

平成28 29 平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021） 平成34（2022）
（2016 17）年度 年度 年度 年度 年度 年度以降

「都市計画マスタープラン」等
について、社会情勢等の変化
 適切 対応  改定 ⾏ 
ます。

・多摩区、⿇⽣区構想
の改定着⼿

・多摩区、⿇⽣区構想
の改定

 進⾏管理 誘導

・⾼津区、宮前区構想
の改定着⼿

・⾼津区、宮前区構想
の改定

 進⾏管理 誘導

・川崎区、幸区、中原
区構想の改定着⼿

・川崎区、幸区、中原
区構想の改定

 進⾏管理 誘導

地域地区等計画策定・推
進事業  地域地区 地区計画 決定及 変更等        誘導

・よみうりランド地区等 ・都市計画⼿続の推
進

事業推進
⽤途地域の指定や地区計画
等の都市計画決定・変更等
により、計画的なまちづくりを
推進します。

 保育所等 適正 導⼊  優良 開発計画 誘導     取組 推進
 容積率緩和制度 
検討

 容積率緩和制度 
運⽤開始

 容積率緩和制度 
運⽤

優良建築物等整備事業
 ⼾⼿４丁⽬北地区
の事業調整

・⼯事着⼿ ・取組の推進 事業完了
⽼朽化し た建物の更新や敷
地の共同化の促進により、良
好な市街地環境の形成や地
域の活性化、市街地の防災
性及び安全性の向上に向け
た取組を推進します。

・新規地区・相談地区
の協議・調整

継続実施 事業推進

建築物環境配慮推進事
業 H28申請件数:74件 申請件数︓100件 申請件数︓100件 申請件数︓100件 申請件数︓100件 事業推進

●説明会等による環境配慮建築物に関する普及・啓発
⾼い省エネ性能を有するなど
環境への配慮に関する⾃主
的な取組を促し、環境負荷
の低減を図り、環境配慮建
築物が評価される市場の形
成を推進します。

H28実施回数︓3回 実施回数︓４回以上 実施回数︓４回以上 実施回数︓４回以上 実施回数︓４回以上
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●⽊材利⽤促進     等 活⽤  ⺠間建築物等 国産⽊材利⽤促進

●川崎市公共建築物等    ⽊材 利⽤促進 関  ⽅針 基  取組 推進

事務事業名
現状 事業内容・⽬標

平成28 29 平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021） 平成34（2022）
（2016 17）年度 年度 年度 年度 年度 年度以降

・⽅針に基づく取組の
推進

継続実施

継続実施

地球温暖化の防⽌、国⼟の
保全 ⽔源   養 森林再
⽣等を⽬的として、建築物等
における国産⽊材の利⽤促
進を図ります。

事業推進 ⺠間活⼒ 活   
国産⽊材利⽤促進

⽊材利⽤促進事業
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施策２ 地域の主体的な街なみ形成の推進 

第 1 期の主な取組状況 
 景観施策の情報提供や啓発活動に加え、景観改善などの

⽀援 ⾏  市⺠ 事業者 ⾏政  協働   良好 個
性 魅⼒     景観    推進         武蔵
⼩杉駅 北側  医療 ⽂教 核  中⼼   区域   
本市の広域拠点にふさわしい都市景観の形成の誘導を図る
ため、「景観計画特定地区」の区域拡⼤の⼿続を進めてい
ます。 

 地域の課題解決などに向   市⺠ ⾏政 協働     
れぞれの地域の特徴を活かしたまちづくりの取組が求められて
       市⺠ 主体的なまちづくり活動に向けた誘導・
⽀援の⼀層の充実を図り、地域ニーズ等に応じた市街地環
境の形成を進めています。 

 
 

施策の主な課題 
 東京 2020                開催 観光⽴国 向  取組 公共空間     化   景観    社会

環境 変化 対応       地域 個性 地域資源 活   良好 都市景観 形成 取 組 必要    
す。 

 地域ニーズ等に応じたきめ細やかな市街地環境の形成に向けて、地域の特徴 活   市⺠ 主体的なまちづくり活動
に向けた誘導・⽀援の取組が求められています。 

 

施策の⽅向性 
 
 
 
 
 
 

  

 景観    社会環境 変化 対応  個性 魅⼒    良好 都市景観形成の推進 

良好 住環境形成 向  住⺠発意 地区まちづくり活動への⽀援の推進 

武蔵⼩杉周辺の景観構造
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直接⽬標 

 機能的で美しく、住んでいてここちよい街なみを創出する 
 

主な成果指標 

 
 

計画期間の主な取組 

 

 

 

 

 

名　　　　　称
（指標の出典）

（平成26（2014）年度） （平成28（2016）年度） （平成29（2017）年度） （平成33（2021）年度） （平成37（2025）年度）

「景観計画」等に位置づけられる
景観形成基準が遵守されている割
合
（まちづくり局調べ）

15.5 20.1 22 31 41％ ％ ％以上 ％以上

計画策定時 現　　　　　状 第１期実施計画期間
における⽬標値

第２期実施計画期間
における⽬標値

第３期実施計画期間
における⽬標値

％以上

件以上 24 件以上 32 件以上
（平成26（2014）年度） （平成28（2016）年度） （平成29（2017）年度） （平成33（2021）年度） （平成37（2025）年度）

 地区     育成条例  基 
 登録 認定団体 累計件数
（まちづくり局調べ）

12 件 17 件 16

●都市拠点等における「景観計画特定地区」の指定・拡⼤

● 都市景観形成地区     市⺠   地域特性 応  良好 街      促進

●景観施策の情報提供・啓発活動の実施

●「景観計画」の改定及び計画に基づく取組の推進

●都市景観形成地区等    地域特性 活   良好 街  形成 促進

●良好 街  形成 向  必要 建築物等 景観誘導

● 地区     育成条例  基  取組 推進

「地区まちづくり育成条例」に
基づき、市⺠発意の地区まち
づくりを⾏うグループ（団体）
に対して、地域特性に応じた
良好な住環境の形成に向け
たまちづくりルールの策定等の
⽀援 ⾏    

周知啓発活動件数︓
７件以上

周知啓発活動件数︓
７件以上

周知啓発活動件数︓
７件以上

登録・認定件数︓
２件以上

登録・認定件数︓
２件以上

登録・認定件数︓
２件以上

 住⺠発意 地区     活動 ⽀援 関  周知啓発活動 実施
H28周知啓発活動件
数︓７件

周知啓発活動件数︓
７件以上

登録・認定件数︓
２件以上

H28登録・認定件数
︓2件

事業推進

 市⺠  ⽀援

・武蔵⼩杉周辺地区
の拡⼤（H29）

・指定・拡⼤等の推進 川崎駅⻄⼝⼤宮町
地区の基準検討

継続実施

事務事業名
現状 事業内容・⽬標

平成28 29 平成34（2022）
（2016 17）年度 年度以降

平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021）

年度 年度 年度 年度

都市景観形成推進事業

地区まちづくり推進事業

・改定に向けた検討

街なみ誘導⽀援事業
ガイドライ ン等の景観施策に
沿った取組に寄与する⾊彩デ
ザイ ンの修景提案や街なみ
誘導助成等の活⽤による、
良好な街なみ形成に向けた
誘導 ⽀援 ⾏    

景観法に基づく「景観計画特
定地区」の指定や、「都市景
観条例」に基づく「 都市景観
形成地区」 の指定などによ
り、個性と魅⼒にあふれた良
好な街なみ形成を推進しま
す。

事業推進
 地区まちづくりグループの登録、地区まちづくり組織・地区まちづくり構想の認定

・計画改定

助成件数︓３件 助成件数︓３件H28助成件数︓３件

H28実施件数︓２件

 ⼯事等費⽤の⼀部助成の実施

 ⾊彩デザイン提案の実施

・調査・検討 ・都市景観審議会と屋
外広告物審議会の統
合等   事務 効率
化

・計画に基づく取組の
推進

実施件数︓２件実施件数︓２件 実施件数︓２件

助成件数︓３件 事業推進助成件数︓３件

実施件数︓１件

H28イベント参加者
数︓35⼈

 景観     意識普
及イベントの開催
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政策４-７ 総合的な交通体系を構築する 

政策の⽅向性  
 本市  地理的 交通⾄便 優位性 持  地域    ⾸都圏 交通       円滑化 図 

上 ⼤変重要 役割 担      ⼀⽅ 超⾼齢社会 進展  今後 交通機関 利⽤形態 
⼤  影響 与     ⾒込      

 このようなことから、空港や新幹線などの広域交通機関の動向を踏まえながら、⾸都圏の経済活動の
活性化 市⺠⽣活 利便性 向上 ⼤  寄与  広域交通 円滑化及 地域交通環境 整備
   ⺠間活⼒ 既存施設 最⼤限 活⽤  鉄道    ⾃動⾞ ⾃転⾞ 歩⾏者等 総合的 
交通体系を構築します。 

 

市⺠ 実感指標 

市⺠ 実感指標 名称 
 （指標の出典） 

計画策定時 
(Ｈ27)〔2015〕

現状 
(Ｈ28)〔2016〕

⽬標 
(Ｈ37)〔2025〕

交通利便性 ⾼     思 市⺠ 割合（市⺠  
ケート） 62% 64.2% 70%以上 

 

施策の体系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

政策４-７ 総合的な交通体系を構築する

施策4-7-1 広域的な交通網の整備

施策4-7-2 市域の交通網の整備

施策4-7-3 ⾝近な交通環境の整備

施策4-7-4 市バスの輸送サービスの充実
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施策１ 広域的な交通網の整備 

第 1 期の主な取組状況 
 将来 都市活動 経済活動   視野 ⼊   総合都市交通計画  踏   ⾸都圏 本市    交通 円滑

化や都市機能の向上を図る広域的な交通網の整備を推進しています。   既存鉄道路線 機能強化     鉄
道ネットワークの形成を図り、公共交通 利⽤促進に取り組んでいます。 

 鉄道事業者  連携    鉄道 安全性 向上 輸送⼒増強      通勤等   混雑 緩和   向  取
組を推進しています。 

 本市の都市機能を強化する広域的なネットワークの形成や、市内の交通混雑の解消及び沿道環境の改善、また、災害
時    物資輸送 ⽀  道路       確保    川崎縦貫道路 国道 357 号  広域的 幹線道路網
整備の取組を推進しています。 

 

施策の主な課題 
 ⾼齢化の進展をはじめ、働き⽅やライフスタイルの多様化、ICT 等の技術⾰新など、交通政策に関わる社会経済状況も

変化を続けていることから、こうした状況を踏まえ、「総合都市交通計画」に基づく鉄道 道路網や交通環境の整備等の
取組を進める必要があります。 

 ⾸都圏    本市 地理的優位性 放射 環状⽅向 鉄道 道路網 最⼤限活かした、市内外の拠点間の連携を
推進する交通機能の強化や⾸都圏の都市構造・経済活動を⽀える交通網の整備が求められています。 

 

施策の⽅向性 
 
 
 
 
 
 

  

 鉄道事業者や周辺⾃治体等との連携による鉄道ネットワークの形成に向けた取組の推進 

本市の都市機能の強化などに資  広域的 道路      の形成に向けた取組の推進 

中央道

横浜

さいたま

厚木

相模原
町田

成田

千葉

つくば

木更津

柏

八王子

青梅

立川

川越
牛久

春日部

鶴ヶ島
ＪＣＴ

久喜白岡
ＪＣＴ

海老名
ＪＣＴ

大栄
ＪＣＴ

東金
ＪＣＴ

木更津
ＪＣＴ

釜利谷
ＪＣＴ

三郷
ＪＣＴ

つくば
ＪＣＴ

八王子
ＪＣＴ

川口
ＪＣＴ

川崎

大泉
ＪＣＴ

３環状９放射道路 整備状況 主 鉄道路線       
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直接⽬標 

 ⾸都圏    円滑 交通網 整   
 

主な成果指標 

 
※１ 都市拠点︓本市 広域拠点及 地域⽣活拠点    臨空 臨海都市拠点 含      
※２ 総合都市交通計画における⽬標値を成果指標としています。 

 

計画期間の主な取組 

 

 

 

 

 

名　　　　　称
（指標の出典）

% 180 ％以下※２

（平成26（2014）年度） （平成28（2016）年度） （平成44（2032）年度）

JR南武線の最混雑時間帯におけ
 混雑率
（国⼟交通省鉄道関係統計  
タ）

⇒195 188 % 185
（平成33（2021）年度）

%以下

都市拠点※１から⽻⽥空港までの
平均所要時間
（まちづくり局調べ）

⇒ ⇒44 分

計画策定時 現　　　　　状 第１期実施計画期間
における⽬標値

第２期実施計画期間
における⽬標値

第３期実施計画期間
における⽬標値

％以上
短縮※２

約 20
（平成24（2012）
 17（2005）年度）

（平成29（2017）
 27（2015）年度）

45 分

（平成44（2032）年度）

●「総合都市交通計画」に基づく総合的かつ持続可能な交通政策の推進

●東京都市圏総合都市交通体系調査の実施

●鉄道輸送⼒増強 促進 向  関係事業者  調整

●鉄道事業者や他⾃治体等と連携した鉄道ネットワークの形成に向けた取組の推進

総合交通計画調査事業

・第６回東京都市圏
パーソントリップ調査の
事前調査（H29）

・第６回東京都市圏
物資流動調査 計
画・準備

・計画に基づく取組の
推進 進⾏管理

・第６回東京都市圏
パーソントリップ調査の
本体調査

・第６回東京都市圏
パーソントリップ調査の
付帯調査

・第６回東京都市圏
パーソントリップ調査結
果のとりまとめ

 全体⾒直  基本⽅
向の検討

 全体⾒直  向  
検討

社会状況の変化を踏まえた
「 総合都市交通計画」 の全
体⾒直し を⾏うとともに、東
京都市圏総合都市交通体
系調査を実施し、広域的な
交通問題の把握と課題の分
析 ⾏    

・計画の改定
（H29予定）

継続実施

継続実施

事業推進

全体⾒直 予定
(H34)〔2022〕

 JR南武線 ⻑編成化  輸送     改善 向  調整

 通勤通学時間帯におけるオフピーク通勤等の取組推進
・周辺⾃治体、鉄道事
業者 ⺠間企業等  
連携による取組の推進

・混雑緩和に向けた市
職員の時差勤務の試
⾏（JR南武線）

・輸送サービスの改善に
関する検討・調整

継続実施

・周辺⾃治体、鉄道事
業者 ⺠間企業等  
連携による実験の実施

・調査・検討

・調整・要望

 横浜市営地下鉄３号線の延伸に関する調査・検討及び協議・調整
・横浜市の事業化判
断に向けた調査・検討
及び関係機関との協
議・調整

年度 年度 年度

鉄道計画関連事業

・協議・調整
 列⾞ 増発 停⾞駅 改善等   混雑緩和 利便性向上

市内の鉄道ネットワークの形
成に向け、鉄道事業者等と
連携した取組を推進します。

事務事業名
現状 事業内容・⽬標

平成28 29 平成34（2022）
（2016 17）年度 年度以降

平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021）

年度

・事業化判断結果を
踏まえた調査・検討及
び関係機関との協議・
調整

 ⼩⽥急⼩⽥原線・東急⽥園都市線の複々線化に関する調整
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●国直轄道路事業 促進

●国道357号の整備促進

●川崎駅周辺 交通円滑化対策 向  取組

●⾼速道路料⾦ 更  利⽤    料⾦体系 実現 向  国等関係機関 調整

●Ⅰ期事業 ⾼速部（⼤師 国道15号間） 整備再開 向  取組 推進

●Ⅰ期事業 国道409号（殿町 国道15号間） 街路先⾏整備 促進

●Ⅱ期計画（国道15号 東名⾼速間） 早期具体化 向  取組 推進

年度 年度 年度 年度以降

・関係機関との協議調
整

事業推進

本市の都市機能の強化など
に資する広域的な道路ネット
ワークの整備を進めます。

・関係機関との協議調
整及び整備の促進

継続実施

・調査・検討 継続実施

川崎縦貫道路 整備事
業 ・関係機関との協議調

整
継続実施 事業推進

 ⼀体的 利⽤   
 料⾦体系導⼊後 
効果検証に向けた調
整

 利⽤促進 向  効
率的 効果的 料⾦
施策導⼊に向けた調
整

⾸都圏全体の都市構造の形
成や本市の交通機能強化を
図るため、広域的な幹線道
路網 整備 促進    

・多摩川トンネル区間
の着⼯に向けた協議調
整

・多摩川トンネル区間
の整備促進

・協議調整 継続実施

広域幹線道路整備促進
事業  国道409号  ４路

線の整備等に向けた協
議調整

継続実施

事務事業名
現状 事業内容・⽬標

平成28 29 平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021） 平成34（2022）
（2016 17）年度 年度
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施策２ 市域の交通網の整備 

第 1 期の主な取組状況 
 都市計画道路       道路整備       基 

   選択 集中    効率的 効果的な整備を進めて
います。 

 慢性的 渋滞 基本的 対策   道路       
形成  ⼀定 期間 要       交差点改良  
局所的  即効的 対策      効率的 効果的 
渋滞緩和を図っています。 

   開   踏切   交通渋滞 原因 ⾼齢者 通学
児童 安全性 地域 ⽣活利便性 低下      災
害時には避難や物資輸送の障害となるなど、さまざまな課
題の要因となっています。こうした交通課題を抜本的に解
決     連続⽴体交差事業 推進   本市 都市
構造やまちづくりにまで効果が広く及ぶ基幹的な都市基盤
整備を進めています。 

 

施策の主な課題 
 都市 活⼒ ⽀  幹線道路等 整備      交通環境 改善 向  効率的 効果的 取組 進  必要 

あります。 

 連続⽴体交差事業      費⽤対効果等 踏      効率的 効果的 取組 進  必要       

 

施策の⽅向性 
 
 
 
 
 
 

  

 効率的 効果的 幹線道路等の整備の推進 

連続⽴体交差事業 計画的な推進 

資料︓建設緑政局調べ
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直接⽬標 

 ⾃動⾞  市内交通 円滑化   
 

主な成果指標 

 
 

計画期間の主な取組 

 

 

名　　　　　称
（指標の出典）

71都市計画道路進捗率
（建設緑政局調べ） ⇒68 －％

計画策定時 現　　　　　状 第１期実施計画期間
における⽬標値

第２期実施計画期間
における⽬標値

第３期実施計画期間
における⽬標値

69 ％以上
（平成33（2021）年度）

％以上
（平成26（2014）年度） （平成37（2025）年度 

⽬標年次）
（平成37（2025）年度）

17.8km／ｈ km／ｈ以上
（平成26（2014）年度） （平成37（2025）年度 

⽬標年次）
（平成37（2025）年度）

市内幹線道路    混雑時
（朝⼣   時） 平均⾛⾏速
度
（建設緑政局調べ）

⇒ ⇒16.9 －

● 都市計画道路網 ⾒直 ⽅針  踏   取組 推進

● 道路整備       基  取組 推進

●緊急渋滞対策の取組の推進

●基礎   構築 向  交通量調査等 実施

都市計画道路網調査事
業  ⾒直 候補路線 関  取組 推進

 ⾒直 ⽅針 改定
（H29予定）

 野川柿⽣線変更 
都市計画⼿続に向け
た取組の推進

 野川柿⽣線変更 
都市計画⼿続

 南幸町渡⽥線変更
の都市計画⼿続に向
けた取組の推進

事業推進
将来の都市構造を⽀える、
適切 都市計画道路網 構
築に向けた取組を進めます。 ・中瀬線廃⽌の都市

計画⼿続に向けた取
組の推進

 進捗管理
道路計画調査事業

 進捗管理
 道路整備       適切
な進⾏管理を⾏うとともに、
各種調査の実施、計画的な
道路整備に向けた調査・検
討を進めます。

・調査・分析 継続実施

 道路整備      
⾒直 

事業推進

 公共交通 強化 向     路線    取組 推進
    路線 抽出 
道路改良⽅策 検討

 道路改良   効果
予測・検証
・バスベイ設置や交差
点改良 向  検討 
協議調整

・緊急渋滞対策の策
定(H29予定)

 進捗管理

事務事業名
現状 事業内容・⽬標

平成28 29 平成34（2022）
（2016 17）年度 年度以降

平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021）

年度 年度
平成30（2018）

年度 年度
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●都市計画道路等 幹線道路網 整備 推進

●交差点改良   渋滞対策 実施

●橋りょう整備に向けた取組の推進

●１期①区間（⼩島新⽥駅 東⾨前駅） 事業推進

●１期②区間（東⾨前駅 川崎⼤師駅 鈴⽊町    ） 事業推進

●鈴⽊町駅 京急川崎駅間 代替案（踏切対策） 検討

●連続⽴体交差事業 事業化 向  取組 実施

●関連事業（⽮向⿅島⽥線  沿線      ） 連携  取組 推進

・都市計画決定に向け
た構造⼯法等の決定

 ⽤地測量

・事業化に向けた取組
の実施

渋滞緩和、踏切事故 の解
消、分断された地域の⼀体
化による利便性の向上などに
向けて、京浜急⾏⼤師線の
連続⽴体交差化 を進 めま
す。

・関係機関との協議調
整及び協議結果を踏
まえた取組の推進（丸
⼦橋交差点ほか４箇
所）

渋滞対策事業

 （仮称）等々⼒⼤
橋の整備（⼯事着
⼿）(H29)

早期に効果発現が期待でき
る交差点改良などの渋滞対
策を進めます。

 代替案概略検討
・事業再評価

・⼯事推進
・事業再評価

・稲⽣橋交差点の渋
滞対策実施
・元⽊交差点、本町踏
切 対策完了
・第３次緊急渋滞対
策の策定(H29予定)

橋りょう整備事業

・概算事業費算出
・事業再評価

事務事業名
現状 事業内容・⽬標

平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020）

・代替案（本町踏
切） 検討

京浜急⾏⼤師線連続⽴
体交差事業

・⼯事推進
 都市計画変更 向 
 ⼿続（鈴⽊町  
付け）

・⼯事推進（産業道
路⽴体交差化）

・代替案（本町踏
切） ⽅針決定

・⼯事推進
 都市計画変更（鈴
⽊町すり付け）

・２期（別線）区間
 都市計画変更 向
けた⼿続

 施⾏協定締結 ・⼯事着⼿

・２期（別線）区間
 都市計画変更

・⼯事完成

事業推進

ＪＲ南武線連続⽴体交
差事業 ・国等関係機関との協

議調整
・国等関係機関との協
議調整

・都市計画決定 ・整備に向けた取組の
推進

事業推進

渋滞緩和、踏切事故 の解
消、分断された地域の⼀体
化による利便性の向上などに
向けて、ＪＲ南武線の連続
⽴体交差化 進    

完成予定
(H37)〔2025〕

平成33（2021） 平成34（2022）

年度以降

・稲⽣橋交差点の渋
滞対策完了

完成予定
(H40)〔2028〕

事業推進・第３次緊急渋滞対
策 完了

（2016 17）年度 年度 年度 年度 年度

継続実施

・末吉橋の整備（⼯
事着⼿）

・末吉橋の整備（詳
細設計、関係機関協
議）

平成28 29

事業推進

 東京丸⼦横浜線の整備推進

 丸⼦中⼭茅ケ崎線の整備推進

・市ノ坪⼯区 ・整備推進 ・市ノ坪⼯区完成

・⼩杉御殿、蟻⼭坂、
野川（⾼津）⼯区

 世⽥⾕町⽥線の整備推進
 登⼾ ⽚平 上⿇⽣
Ⅰ期・Ⅱ期⼯区

橋りょうの新設・架替により道
路ネットワークの形成・強化を
図ります。

   他都市計画道路 整備推進
・整備推進  登⼾２号線（多摩

沿線⼯区）、横浜⽣
⽥線（⽔沢⼯区）、
柿⽣町⽥線（柿⽣駅
南⼝⼯区）、町⽥調
布線（⿊川⼯区）完
成

都市計画道路などの幹線道
路網の構築とともに、地域特
性を踏まえた道路拡幅、歩
道整備などにより道路交通
環境の改善を進めます。

・蟻⼭坂⼯区完成

 登⼾⼯区完成

・整備推進

・整備推進

 宮内新横浜線の整備推進
 宮内 ⼦⺟⼝⼯区 継続実施

 尻⼿⿊川線 整備推進
・Ⅳ期⼯区 継続実施

 国道409号の整備推進
・市ノ坪、⼩杉、⼩杉
御殿町Ⅰ期 Ⅱ期 北
⾒⽅⼯区

継続実施

道路改良事業

・整備推進
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施策３ ⾝近な交通環境の整備 

第 1 期の主な取組状況 
 地域特性 市⺠    適切 捉  路線        充実 図 

   向 丘遊園       駅間 路線  社会実験 路線  事
業者と連携して実施し、平成 29（2017）年４⽉  本格運⾏ 開
始        地域住⺠ 主体          交通 対  検討
 ⽀援     ⿇⽣区岡上⻄地区        活⽤  運⾏実験
 ⽀援 ⾏     地域に応じ、さまざまな交通⼿段の導⼊など、持続
可能な地域交通の環境整備に向けた取組の検討を進めています。 

 ⾃転⾞ 関  交通事故 割合 ⾼     道路交通法 改正  
 ⾃転⾞利⽤ 法令遵守 厳格 求         ら、地域特性に
応じた⾃転⾞通⾏環境整備 取組 推進       

 

 
 
 
 
 

施策の主な課題 
 超⾼齢社会 到来 ⾒据  ⾝近な駅へのアクセス向上や交通⼿段の確保の重要性が⾼まる中、地域特性 市⺠ 

   踏   地域交通 充実 求        既存   路線 活       路線 役割 応  機能強化
や地域主体のコミュニティ交通導⼊に向けた⽀援等の実施、また幅広い観点から、地域の⾜を確保するためのさまざまな
⼿法について検討を進める必要があります。 

 ⾃転⾞ 利⽤  誰もがルールを守り、安全 安⼼ 快適 ⾃転⾞利⽤ 図      ⾃転⾞ 活⽤  魅⼒ 活⼒
に満ちたまちづくりを⽬指して、⾃転⾞通⾏環境整備 駐輪対策        啓発 連携 幅広 ⾃転⾞ 活⽤が
求められています。 

 

施策の⽅向性 
 
 
 
 
 
 

  

岡上⻄地区      交通運⾏実験 

⾃転⾞通⾏位置 ⽰ 路⾯標⽰ 
（市道向ヶ丘遊園駅菅⽣線） 

 路線  サービスの充実に向けた取組の推進 

多様な主体との連携によるコミュニティ交通導⼊等に対する⽀援の推進 

安全・安⼼ ⾃転⾞通⾏環境 整備    魅⼒向上に資する⾃転⾞活⽤ 推進 
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直接⽬標 

 地域の⼈々が⽣活しやすい交通環境を整える 
 

主な成果指標 

 
 

計画期間の主な取組 

 

 

 

 

 

名　　　　　称
（指標の出典）

（市バス︓平成33（2021）
 37（2025）年 平均 

⺠間  ︓平成31（2019）
 35（2023）年 平均）

件以下 980 件以下 900 件以下
（平成26（2014）年度） （平成28（2016）年度） （平成29（2017）年度） （平成33（2021）年度） （平成37（2025）年度）

⾃転⾞ 関  交通事故件数
（神奈川県警察交通年鑑）

1,097 件 899 件 1,060

市内全路線   乗⾞⼈員数
（１⽇平均）
(川崎市統計書・交通局データ)

316,045 ⼈ 32.6万 ⼈ 32.0万

計画策定時 現　　　　　状 第１期実施計画期間
における⽬標値

第２期実施計画期間
における⽬標値

第３期実施計画期間
における⽬標値

⼈以上 33.1万 ⼈以上 34.0万 ⼈以上

(市バス︓平成22（2010）
 26（2014）年 平均 

⺠間  ︓平成20（2008）
 24（2012）年 平均）

（市バス︓平成24（2012）
 28（2016）年 平均 

⺠間  ︓平成22（2010）
 26（2014）年 平均）

（市バス︓平成25（2013）
 29（2017）年 平均 

⺠間  ︓平成23（2011）
 27（2015）年 平均）

（市バス︓平成29（2017）
 33（2021）年 平均 

⺠間  ︓平成27（2015）
 31（2019）年 平均）

●  路線 充実 向  取組 推進

●コミュニティ交通の導⼊に向けた地域協議会等への⽀援

●事業継続に向けた取組の推進

●地域におけるさまざまな交通⼿段の確保に関する取組の推進

●   運⾏状況 ⽰                停  導⼊ 促進

●ICT 活⽤  更  情報提供 促進

事業推進

・活⽤検討

 岡上⻄地区（運⾏
実験（H28・29））

コミュニティ交通等⽀援事
業

 ⽩幡台地区 運⾏
実験の実施

・条件の整った地区に
   本格運⾏ 実施
に向けた取組の推進

・地域協議会との事業
継続に向けた取組の推
進

 ⾼⽯地区 ⻑尾台地
区    運⾏計画 
⾒直 

 岡上⻄地区 運⾏
実験の検証

地域の特性やニーズを踏まえ
た、多様な主体との連携によ
るコミュニティ交通に関する必
要な⽀援に取り組みます。

・⼿法等の検討

設置か所数︓14か所 設置か所数︓４か所 設置か所数︓４か所
  利⽤等促進事業

H28設置か所数︓4
か所

バスロケーションシステム導⼊
補助を⾏うなど、利⽤し やす
い交通環境整備に向けた取
組を進めます。

設置か所数︓３か所

・活⽤検討、取組の推
進

事務事業名
現状 事業内容・⽬標

平成28 29 平成34（2022）
（2016 17）年度 年度以降

平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021）

年度 年度 年度 年度

・地域交通の役割に応
じた機能強化の検討、
取組の推進

・地域交通に関する現
況分析、地域交通の
役割の検討

地域交通⽀援事業

事業推進

・バス事業者等との協
議、調整

●地域 特性     踏   路線  社会実験 推進

地域の特性やニーズを踏ま
  路線       充実 
向けた取組を進めます。

 社会実験 本格運⾏
（向ヶ丘遊園駅⇔たま
プラーザ駅）（H28・
H29）

事業推進

 条件 整  路線 
おける社会実験の実施

・社会実験の実施に向
けた調整

 地域協議会  運⾏
計画 ⾒直  向  
協議・調整

・⽩幡台地区

・⼿法の検討、取組の
推進

・⾼齢者外出⽀援補
助の拡充の検証・実施
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●⾃転⾞通⾏環境整備 向  計画的 取組 推進

●⾃転⾞ 活⽤ 向  取組 推進

●社会状況 踏   駐⾞場施策 推進

●駐⾞場法及 条例等 基  路外駐⾞場 付置義務駐⾞場 整備促進

●川崎駅周辺地区における荷さばき対策の推進

⾃転⾞専⽤通⾏帯や⾃転
⾞の通⾏位置等を⽰す路⾯
標⽰（⽮⽻根）など地域状
況に応じた⾃転⾞通⾏環境
整備により、道路を利⽤する
すべての⼈が安全・ 安⼼で快
適に通⾏できる道路空間の
形成に向けた取組を推進しま
す。

  ⾃転⾞      
計画」の策定

  ⾃転⾞      
計画」に基づく整備の
推進

事業推進

⾃転⾞通⾏環境整備事
業   ⾃転⾞通⾏環境整

備実施計画」に基づく
整備

  ⾃転⾞通⾏環境整
備実施計画」に基づく
整備

事務事業名
現状 事業内容・⽬標

平成28 29 平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020）

商業者や物流関係者と連携
した無秩序な路上荷さばきの
抑制や、建築物の⽤途に応
じた駐⾞施設の台数や⾞路
出⼊⼝等の構造基準等につ
いての協議及び指導により、
交通環境の改善を図ります。

駐⾞施設整備推進事業
 ⾒直 検討

⾃転⾞活⽤推進事業
  ⾃転⾞利⽤基本⽅
針の策定」(H29予
定)

事業推進

H28協議件数︓166
件

 無秩序 路上荷  
きの抑制

 （仮称）駐⾞場整
備計画の策定検討

継続実施

 駐⾞施設設置 関 
る協議・指導

 （仮称）駐⾞場整
備計画の策定

・計画に基づく取組の
推進

事業推進
⾃転⾞ 利⽤     魅⼒
向上を⽬指し て、地域の実
情に応じた⾃転⾞の活⽤を
推進します。

●川崎駅東⼝周辺地区総合⾃転⾞対策 推進
 新川通 通⾏環境整
備

 新川通 通⾏環境整
備

 新川通 通⾏環境整
備完了

  ⾃転⾞活⽤推進計
画」の検討

  ⾃転⾞活⽤推進計
画」の策定

・計画に基づく取組の
推進

平成33（2021） 平成34（2022）
（2016 17）年度 年度 年度 年度 年度 年度以降
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施策４ 市バスの輸送サービスの充実 

第 1 期の主な取組状況 
 市   安全運⾏ 取 巻 状況 変化 適切 対応 

              更新 ５   化 区役所 警
察署と連携した交通安全教室の実施拡充など、輸送の安
全性向上に向けた取組を進めています。 

 北部地域 輸送需要等 対応  路線 ⾒直    向
ヶ丘遊園駅、たまプラーザ駅間の新設、⾼齢化に対応した
路線 ⾒直       改正   井⽥病院      
向上を図るなど、市バスネットワークの充実を進めています。 

 厳しい経営状況の中で、市バスサービスを安定的に提供す
 事業運営 不可⽋        営業所管理委託 
拡⼤  ⽼朽化  上平間営業所 建替整備⼯事 着
⼿するなど、安定的な事業基盤の構築に向けた取組を進
めています。 

 

施策の主な課題 
 市バス事業については、⼀層の輸送安全性の向上やバリアフリー化の推進とともに、⼈

⼝増加や⾼齢化による公共交通の必要性の⾼まり、駅前広場の整備などのまちづくり
の進捗、東京オリンピック・パラリンピックの開催などの社会環境の変化への対応が求め
られています。 

 

施策の⽅向性 
 
 
 
 
 
 

  

 輸送安全性やお客様サービス・移動空間の快適化のさらなる向上に向けた取組の推進 

⼈⼝増加・⾼齢化やまちづくりの進捗に対応した市バスネットワークのさらなる充実 

市バスイメージキャラクター「ノルフィン」 

7,547 7,510 7,449 7,640 7,759

4,738 4,705 4,619
4,812 4,908

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

H23

(2011)

H24

(2012)

H25

(2013)

H26

(2014)

H27

(2015)

乗車人数

（万人）

収入

（百万円・税抜き）

乗車料収入 乗車人数

（年度）

乗車人数及び乗車料収入の推移

(乗合バス事業）

資料︓交通局調 
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直接⽬標 

 安全で快適な市バス輸送サービスを持続的に提供する 
 

主な成果指標 

 
 

計画期間の主な取組 

 

 

 

 

 

 

 

名　　　　　称
（指標の出典） 計画策定時

0.28件以下 件以下

現　　　　　状

有責事故発⽣件数
（⾛⾏距離10万㎞    有責
事故発⽣件数）
（交通局調べ）

0.29 件 0.38 件 0.28 件以下
（平成26（2014）年度） （平成28（2016）年度） （平成29（2017）年度） （平成33（2021）年度） （平成37（2025）年度）

第１期実施計画期間
における⽬標値

第２期実施計画期間
における⽬標値

第３期実施計画期間
における⽬標値

0.28

市   乗⾞⼈数
（１⽇平均）
（交通局調べ）

127,993 ⼈ 130,982 ⼈ 12.9万

％以上 68.0 ％以上 72.0 ％以上
（平成26（2014）年度） （平成28（2016）年度） （平成29（2017）年度） （平成33（2021）年度） （平成37（2025）年度）

 客様満⾜度
（市バスお客様アンケート調査）

55.4 ％ 59.2 ％

⼈以上 13.3万 ⼈以上
（平成22（2010） 26

（2014）年 平均）
（平成24（2012） 28

（2016）年 平均）
（平成25（2013） 29

（2017）年 平均）
（平成29（2017） 33

（2021）年 平均）
（平成33（2021） 37

（2025）年 平均）

62.5

⼈以上 13.1万

●運輸安全マネジメントの着実な推進

●効果的な事故防⽌対策の実施

●運⾏  防⽌対策 実施

●          更新

●事故の発⽣状況に的確に対応した営業所研修（全運転⼿）の実施

事務事業名 平成33（2021）

運輸安全マネジメントに基づ
き、輸送の安全性の向上に
向けた取組を実施します。

営業所研修︓年8回

輸送安全委員会
開催︓年4回

営業所研修︓年8回

●事故防⽌に向けた啓発活動の実施

市バス運輸安全マネジメ
ント推進事業

平成32（2020）

（2016 17）年度

平成30（2018）

年度

市バス安全教育推進事
業

平成34（2022）

年度 年度 年度 年度以降

継続実施

階層別研修・派遣研
修︓年25回

 更新整備

現状 事業内容・⽬標
平成28 29 平成31（2019）

事業推進輸送安全委員会
開催︓年4回

輸送安全委員会
開催︓年4回

輸送安全委員会
開催︓年4回

輸送安全委員会
開催︓年4回

輸送の安全を取り巻く状況の
変化等に的確に対応し た教
育及び研修の充実を図りま
す。

・事故の発⽣状況に基
づく重点的対策の検
討・実施

・実施

・実施 継続実施

継続実施
●運⾏管理体制 充実 強化

 更新整備（H28）

事業推進営業所研修︓年8回

階層別研修・派遣研
修︓年25回

●階層別研修、派遣研修の実施
階層別研修・派遣研
修︓年25回

階層別研修・派遣研
修︓年25回

階層別研修・派遣研
修︓年25回

・交通安全教室の実
施

・交通安全教室を７
区で実施

営業所研修︓年8回 営業所研修︓年8回
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●輸送需要 対応  路線 ⾒直     改正

●北部地域 輸送需要 ⾼齢化等 対応  路線 ⾒直 

●産業道路駅駅前交通広場及 臨港道路東扇島⽔江町線 整備 合   路線 検討

●市      向上推進本部会議 運営 通  施策 進捗管理 評価 改善           
　の着実な推進

●添乗観察の実施と個別助⾔・指導等による継続的なサービスの向上

●新たな「市バスお客様アンケート調査」の実施、調査結果の分析・検証

●      法 適合  低床  導⼊率100％ 維持

●  停留所施設（上屋 標識    等） 整備

事業推進サービス向上研修︓
2回

サービス向上研修︓
2回

事務事業名
現状 事業内容・⽬標

平成28 29 平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021） 平成34（2022）

（2016 17）年度 年度 年度 年度 年度 年度以降

・井⽥病院へのアクセス
向上の取組

 路線 検討

市バスお客様サービス推
進事業

●「市バスお客様アンケート調査」の実施、調査結果の分析・検証

お客様の声やお客様満⾜度
などの変化を踏まえた、お客
様に満⾜いただけるサービスを
提供します。

 臨港道路東扇島⽔江町線整備 合   路線 検討

H28計画的整備実施
上屋︓14基
標識︓20基
ベンチ︓50脚

市バスネットワーク推進事
業

利⽤実態や⾛⾏環境の変
化、市のまちづくりに対応した
運⾏を⾏い、市バスネットワー
クの維持・充実を図ります。

・実施 継続実施

・向ヶ丘遊園駅からたま
    駅 結 路線
 本格運⾏ 実施

 鷺沼駅前地区 交
通広場の再編整備に
合   路線 検討

・実施 継続実施

●都市計画道路 整備 対応  運⾏経路 停留所位置 変更等

市バス移動空間快適化
事業

・聖マリアンナ医科⼤学
へのアクセス向上の検
討

・溝⼝駅から新百合ヶ
丘駅 結 路線 新
設

 添乗観察︓年２回

・調査の実施、調査結
果の分析・検証

H28        ⾞
両 更新︓6両

        ⾞両 
更新︓20両

●巻 取 式⾞  固定    整備
継続実施

 添乗観察︓年２回

・分かりやすい案内サー
ビスの充実に向けた検
討・実施

        ⾞両 
更新︓25両

・アンケート⼿法、項⽬
の検討

 路線⾒直  
検討及 運⾏ 
イヤの検討

サービス向上研修︓
2回

 添乗観察︓年２回

 路線⾒直  検討及
 運⾏    検討

・調査の実施、調査結
果の分析・検証

 路線 検討 継続実施

バリアフリー化の推進や分かり
やすい案内サービスの充実な
どに取り組みます。

サービス向上研修︓
2回

 添乗観察︓年２回

        ⾞両 
更新︓27両

・宮前区役所へのアク
セス向上に向けた取組
の推進（五所塚線の
延伸）

サービス向上研修︓
年2回

 添乗観察︓年２回

H28タブレット型等運
⾏情報表⽰器 設
置︓13基

・市バスナビの機能強
化の実施

 施設 更新 整備調
整
 施設 維持 管理

計画的整備実施
上屋︓８基
照明付標識︓20基
⼆⾯式標識︓20基
ベンチ︓73脚

 産業道路駅駅前交通広場整備 合   路線 検討
 路線 検討

●市  運⾏情報提供 充実

・調査の実施、調査結
果の分析・検証

事業推進

 全⾞ 整備実施

        ⾞両 
更新︓23両
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●安定的な事業基盤を⽀える⼈材の確保

●⼈材育成に向けた取組

●上平間営業所建替え整備の推進

●鷲 峰営業所電気設備 更新整備

●料⾦箱 改修

●貸切   事業推進

●広告宣伝事業推進

●上平間 井⽥営業所 管理委託

●社会的要請等に対応した事業の推進

●市バスのイメージアップに向けた取組の推進

●川崎市バス事業経営プログラムの取組推進

事業推進

・建替え整備事業の完
了

・事務所棟の供⽤開
始

・整備場棟の供⽤開
始

・市バスキャラクター等に
よる事業推進及び今
後の事業展開検討

・検討を踏まえた事業
推進

継続実施

・市バスキャラクター等に
よる事業推進

・ラッピングバス新デザイ
ン追加

・井⽥営業所の委託
⾞両 増（49両→
55両）

継続実施

評価委員会︓年３回 評価委員会︓年３回 評価委員会︓年３回 評価委員会︓年３回 評価委員会︓年３回
●営業所管理委託事業者選定 評価委員会 開催

事業推進

 職員提案制度 運
⽤

・外構整備の推進

・職種別研修の実施

 改修 実施 完了

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

 管轄路線⾒直  調
整

 管轄路線⾒直  調
整及び実施

 管轄路線⾒直  実
施

地域貢献に向けた取組を推
進するとともに、市バスのイ
メージアップに取り組みます。

事業推進継続実施

・実施 継続実施

市バス事業基盤強化事
業 継続実施

年度 年度

事務事業名
現状 事業内容・⽬標

平成28 29 平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021） 平成34（2022）

（2016 17）年度 年度 年度 年度以降

・市バス事業アドバイザ
リー・ボードの開催

継続実施

交通局内の進捗管理会議
等を活⽤し、経営計画に基
づく事業を効果的に推進しま
す。

市バス経営計画推進事
業

継続実施

・改修の検討・実施

継続実施

 ⼥性 ⾼齢者   
多様な働き⽅の推進

 更新整備 実施 完
了

・整備の推進

貸切バス事業や広告事業な
どの収益性のある事業に積極
的に取り組みます。

⼈材の確保・ 育成や営業所
の計画的整備など、安定的
な事業基盤を構築します。

・運転技能コンクールの
開催

 更新整備 検討

・プログラムに基づく取
組推進

継続実施 事業推進

局内進捗管理会議 
開催︓年２回

局内進捗管理会議 
開催︓年２回

●次期経営計画の策定及び取組推進
・次期経営計画の策
定及 進捗管理 ⽅
策検討

・次期経営計画策定
に向けた取組

・次期経営計画に基づ
く取組推進及び進捗
管理 実施

・次期経営計画におけ
る具体的取組の検証・
⾒直 

市  営業所 管理委
託事業

●北部地域         充実等 向  営業所管轄路線 ⾒直 

 管理委託 実施 継続実施 事業推進

・市バスキャラクター等に
よる事業推進

・災害時の迅速な対応
に向けた取組の推進

・ハイブリッドバスの導⼊
等による環境対策の推
進

市バス地域貢献事業

         運⾏

・正規運転⼿・公募⾮
常勤嘱託運転⼿・整
備員の計画的な採⽤
・多様な採⽤選考の実
施

・改修の検討

選定委員会︓４回

限られた経営資源の適正配
分による運⾏の効率化及び
市⺠サービスの向上を図りま
す。

市バス収益性事業
・実施
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政策４-８ スポーツ・⽂化芸術を振興する 

政策の⽅向性  
 経済的な豊かさだけではなく、健康的でうるおいのある質の⾼い暮らしを求めて、スポーツや⽂化に親し

みたいというニーズが⾼まっています。本市では、「⾳楽のまち・かわさき」など、これまで培われてきたスポー
  ⽂化芸術活動 定着       世界的 評価 ⾼ 施設 市⺠ 親    多  施設    
    地域資源   活      市⺠同⼠ 交流 ⼼豊  温         形成     
都市    魅⼒向上          

 こうしたことから、東京 2020 オリンピック・パラリンピックや市制 100 周年 契機         ⽂化芸
術活動 通  市⺠ 感動 分  合          活動    促進      ⾃ 暮    
に抱く愛着と誇りを次世代に継承していきます。 

 

市⺠ 実感指標 

市⺠ 実感指標 名称 
 （指標の出典） 

計画策定時 
(Ｈ27)〔2015〕

現状 
(Ｈ28)〔2016〕

⽬標 
(Ｈ37)〔2025〕

     盛      思 市⺠ 割合 
（市⺠     ） 47.6% 53.9% 55%以上 

⽂化 芸術活動 盛      思 市⺠ 割合（市
⺠     ） 48% 50.2% 55%以上 

 

施策の体系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

政策４-８ スポーツ・⽂化芸術を振興する

施策4-8-1  スポーツのまちづくりの推進

施策4-8-2 市⺠ ⽂化芸術活動 振興

施策4-8-3 ⾳楽や映像のまちづくりの推進
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施策１ スポーツのまちづくりの推進 

第 1 期の主な取組状況 
 川崎国際多摩川マラソンなど各種スポーツ⼤会やスポーツ教室、レクリエーション活動を通して気軽に健康づくりができる

機会 増       地域     活動 総合型地域        設⽴ 育成 ⽀援       

 障害      関        通  交流    機会 充実      事業 通       魅⼒発信   
ーツの普及・促進に向けたスポーツ団体の機能強化、障害者スポーツ協会と連携した障害者スポーツの普及促進など、
誰もが⾝近な地域で⽇常的にスポーツの楽しさを味わうことができる環境づくりを進めています。 

 富⼠⾒公園 整備 合    都⼼           ⽂化      
   及        等 多様 市⺠活動  対応 図        
ツ・⽂化総合センター（カルッツかわさき）」を整備し、平成 29（2017）年
10 ⽉から供⽤を開始しています。 

 川崎フロンターレや川崎ブレイブサンダースなど、川崎で活躍するトップチーム・
トップアスリートのプレーを間近に観る機会を提供するとともに、地域イベントへ
 参加 地域貢献活動 輪 広             通  市⺠ 川
崎 魅⼒ 楽            感                   
進めています。 

 東京 2020 オリンピック・パラリンピックを契機に、⼀⼈ひとりが尊重され、誰も
 能⼒ 発揮        環境    向       シティとソーシャル・
インクルージョンの象徴としてのパラリンピックに重点を置く「かわさきパラムーブメ
ント」を推進し、レガシーを地域社会に遺していく取組を進めています。 

 英国      代表    等々⼒陸上競技場   事前     ⾏  
とが決定しました。また、英国パラリンピック代表チームも本市で事前キャンプを
⾏ 意向 ⽰     受⼊れに向けた協議を進めています。 

 

施策の主な課題 
 東京 2020 オリンピック・パラリンピック 契機      参画⼈⼝ 増加 ⾒込   （期待   ）         

を「する」、「観る」、「⽀える」⼈⼝の更なる拡⼤につながるよう各種取組を推進する必要があります。 

                理念 基  取組 推進       東京 2020 オリンピック・パラリンピックを契機としてめ
ざ 地域社会 姿 明     解決         課題 ⾒据      平成 36（2024）年 市制 100 周
年   後                 形成 向  取組 求                形成 ⽬標    
市⺠⼀⼈    主体的 考  実践  意識 醸成            施策   理念 反映   必要   
ます。 

施策の⽅向性 
 
 
 
 
 
 
  

 誰もが⾝近な地域でスポーツを楽しめる環境づくり 

スポーツをはじめとするさまざまな活動を通じて、誰もが⾃分らしく暮らし⾃⼰実現をめざせる地
域づくりに向けた「かわさきパラムーブメント」の推進 

英国オリンピック・パラリンピック代表チームの事前キャンプ受⼊れに向けたおもてなし機運の醸
成 交流事業 実施 

英国オリンピック代表チーム事前キャンプ契約締結式

スポーツパートナーと協働・連携したスポーツ教室の実施 
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直接⽬標 

      ⾝近 感  楽  市⺠ 増   
 

主な成果指標 

 
 

 計画期間の主な取組
 

 

 

名　　　　　称
（指標の出典）

        等施設利⽤者数
（市⺠⽂化局調 ）

2,618,847 ⼈ 259.9万 ⼈ 263万

％以上 8 ％以上 10 ％以上
（平成27（2015）年度） （平成29（2017）年度） （平成29（2017）年度） （平成33（2021）年度） （平成37（2025）年度）

     ⽀  活動 年１回以
上参加した⼈の割合
（市⺠     ）

5.7 ％ 3.5 ％ 6

276万 ⼈以上
（平成26（2014）年度） （平成28（2016）年度） （平成29（2017）年度）

276万 ⼈以上
（平成33（2021）年度） （平成37（2025）年度）

年１回以上 直接観戦率
（市⺠     ）

30.4 ％ 26.1 ％ 31

％以上 42.5 ％以上 44.5 ％以上
（平成27（2015）年度） （平成29（2017）年度） （平成29（2017）年度） （平成33（2021）年度） （平成37（2025）年度）

週１回以上     実施率
（市⺠     ）

34.8 ％ 40.6 ％ 36

％以上 33 ％以上 35 ％以上

市障害者スポーツ⼤会競技参加
者数
（市⺠⽂化局調 ）

359 402 383 415 447⼈ ⼈ ⼈以上 ⼈以上

計画策定時 現　　　　　状 第１期実施計画期間
における⽬標値

第２期実施計画期間
における⽬標値

第３期実施計画期間
における⽬標値

（平成27（2015）年度） （平成29（2017）年度） （平成29（2017）年度） （平成33（2021）年度） （平成37（2025）年度）

⼈以上

（平成28（2016）年度） （平成29（2017）年度） （平成33（2021）年度） （平成37（2025）年度）
⼈以上

（平成26（2014）年度）

●スポーツを「する」⾝近な環境づくり

●選⼿・指導者などのスポーツ⼈材と連携した事業の実施

●各区における地域スポーツ活動の推進

市⺠    推進事業

地域スポーツ推進事業

継続実施

スポーツを通して仲間とふれあ
い、地域での交流や健康づく
りが楽し める環境づくりのた
め、地域活動の⽀援や総合
型地域スポーツクラブの育成
を⽀援します。

 障害者スポーツ推進に向けた⼩中学校などでの体験講座等の取組の⽀援

継続実施
 次世代アスリートの強化⽀援、スポーツ指導者の派遣、競技指導者等の育成⽀援

H28開催回数︓53
回

開催回数︓53回以
上

開催回数︓53回以
上

 スポーツ推進委員による地域スポーツ活動の⽀援

・スポーツを通した「⼦ど
もの健全育成」「地域
の活性化」「本市の魅
⼒    

 各種スポーツ⼤会等の開催

 市内企業等     施設 市⺠開放
 ⺠間施設開放（5施
設）

・スポーツ協会の運営
⽀援

 スポーツ協会の機能強化に向けた運営体制の検討・調整

・スポーツ活動促進

・障害者スポーツ推進
に向けた取組の⽀援

     関係団体等 協働 連携   市⺠     活動 促進

継続実施

継続実施

事務事業名
現状 事業内容・⽬標

平成28 29 平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021） 平成34（2022）

（2016 17）年度

 各区の特性を踏まえたスポーツ活動の推進

●総合型地域スポーツクラブの活動⽀援及び⾃主的運営に向けた育成⽀援

・活動の⽀援

年度 年度 年度 年度 年度以降

継続実施

継続実施

・運営体制の検討・調
整

事業推進

 障害者スポーツの普及・促進に向けた障害者スポーツ協会の運営体制等の検討・調整

・⼈材の育成⽀援

事業推進

・障害者スポーツ協会
の運営⽀援

・運営体制等の検討・
調整

クラブ加⼊者数︓
4,980⼈以上

クラブ加⼊者数︓
5,070⼈以上

クラブ加⼊者数︓
5,160⼈以上

クラブ加⼊者数︓
5,250⼈以上

H28クラブ加⼊者数︓
4,800⼈

開催回数︓53回以
上

開催回数︓53回以
上

市⺠がスポーツに接する機会
を増やし、元気に楽しめる環
境づくりを進めます。
また、障害者スポーツの普及・
推進のための事業を実施しま
す。
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●スポーツを「する」「観る」「⽀える」環境づくり

●⼤規模スポーツ⼤会誘致の検討

●             等  協働 連携   本市 魅⼒発信

●Ｊ       連携  魅⼒  地域    推進

●アメリカンフットボールを活⽤したまちづくりの推進

●公式戦    市⺠招待 実施
                     及 川崎市       市政記念試合  市⺠招待

H28プレイベント参加
者数︓3,964⼈

プレイベント参加者
数︓3,964⼈以上

プレイベント参加者
数︓3,964⼈以上

開催回数︓120回

・誘致検討

継続実施

H28ふれあいスポーツ
教室開催回数︓
32回

申込者数︓3,207⼈
以上（合計）

申込者数︓3,301⼈
以上（合計）

H28申込者数︓

事業推進

・川崎フロンターレと連
携  市内外  魅⼒
発信

 川崎フロンターレによる⼩・中学校等での巡回サッカー教室の実施

開催回数︓32回 開催回数︓32回

・誘致に向けた検討・
調整

継続実施

 多様 主体 連携              市⺠認知度向上 向  取組

開催回数︓120回

事業推進・協働・連携による魅
⼒発信

 ふれあいスポーツ教室の開催

 川崎      後援会  連携    市⺠認知度向上 向  取組

ホームタウンスポーツ推進
事業

・川崎フロンターレと連
携  市内外  魅⼒
発信

継続実施

・取組の実施 継続実施

 川崎ブレイブサンダースをはじめとするかわさきスポーツパートナー等による地域イベント、地域貢献活動への参加

 川崎フロンターレによる地域イベント、地域貢献活動への参加

開催回数︓120回

継続実施

H28巡回サッカー教室
開催回数︓110回

開催回数︓32回 開催回数︓32回

開催回数︓120回

参加者数︓
6,569⼈以上

参加者数︓
6,569⼈以上

参加者数︓
6,569⼈以上

参加者数︓
6,569⼈以上

参加者数︓
6,700⼈以上

参加者数︓
6,700⼈以上

参加者数︓
6,700⼈以上

参加者数︓
6,700⼈以上

H28参加者数︓
6,700⼈

プレイベント参加者
数︓3,964⼈以上

プレイベント参加者
数︓3,964⼈以上

H29参加者数︓
6,569⼈

 川崎国際多摩川マラソンの開催

 多摩川リバーサイド駅伝の開催

 国際               開催       （⼩学⽣  交流事業） 実施

 フラッグフットボール等の普及に向けた巡回教室、⼤会の開催

申込者数︓3,270⼈
以上（合計）2,855⼈（合計）

申込者数︓3,238⼈
以上（合計）

 競技 魅⼒発信 地
域経済の活性化

H28巡回教室、⼤会
開催回数︓200回

 競技普及を⽬的とした選⼿やチアリーダーの地域イベントへの参加

      ×商店街    商店街 協働  ⾏      実施

開催回数︓200回 開催回数︓200回 開催回数︓200回 開催回数︓200回

・地域イベントへの参加 継続実施

本市をホームタウンとして活躍
するトップチームやトップアス
リートを「かわさきスポーツパー
トナー」に認定するなど、多様
な主体と協働・ 連携しながら
スポーツを通して 本市 の魅
⼒・活⼒を⾼めるまちづくりを
進めます。

事務事業名
現状 事業内容・⽬標

平成28 29 平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021） 平成34（2022）

（2016 17）年度 年度 年度 年度 年度 年度以降

競技スポーツ⼤会開催・
⽀援事業

国際⼤会等の開催や競技ス
ポーツ活動の⽀援を通じ 、市
⺠がスポーツを「 する、観る、
⽀える」 など、多様な形でス
ポーツに参加する取組を進め
ます。

継続実施

・協働・連携による魅
⼒発信

 市広報媒体の活⽤等によるかわさきスポーツパートナーのＰＲ
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●スポーツセンター等の運営によるスポーツに親しむ環境づくり

●        等 適切 施設維持管理

●等々⼒緑地           導⼊   管理運営

●カルッツかわさきのホールの運営による⽂化芸術活動等の機会の提供

事務事業名
現状 事業内容・⽬標

平成28 29 平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021） 平成34（2022）

（2016 17）年度 年度 年度 年度 年度 年度以降

・ESCO事業者による
⼯事の実施

省          
実証実験

         等 体育室       室   利⽤提供 推進

・とどろきアリーナ
・⾼津スポーツセン
ター、市武道館(H29)

・バリアフリー化⼯事の
実施

        等管理
運営事業

・⿇⽣スポーツセンター
へのESCO事業の事前
調査(H28)

・幸スポーツセンター
・⿇⽣スポーツセンター

・事業者募集・選定
(H29)

・とどろきアリーナ第4期
指定管理者 募集 
選定(H29)

市⺠の⼼⾝の健全な発達や
スポーツの普及等に向け、⼦
供から⾼齢者まで、障害のあ
るなしに関わらず、⾝近な場
所でスポーツなどの活動に親
しめる環境づくりに取り組みま
す。

・とどろきアリーナの第４
期指定管理者   
管理運営

・とどろきアリーナを含む
等々⼒緑地全体 
パークマネジメントに基
づく⼿続準備・事業者
公募

パークマネジメントに基
  管理運営

 ⽣涯スポーツの推進に向けたスポーツ教室及びイベント等の実施

         等 指定管理者   管理運営

・イベント等の実施 継続実施

 指定管理者    
       等 管理
運営

 バリアフリー化⼯事の実施

 関係法令等 踏   適切 対応 実施

 ESCO事業者による⼯事の実施

・とどろきアリーナ

継続実施 指定管理者   
    管理運営
（H29）

・実証実験の結
果を踏まえた施
設 管理予定
(H34)〔2022〕

 利⽤提供 推進 継続実施

 適切 維持管理

・カルッツかわさきの完
成・供⽤開始(H29)

継続実施  指定管理者 募集 
選定（幸・⾼津・宮
前・多摩・⿇⽣スポーツ
センター、市武道館）

 新  指定管理者 
  管理運営

継続実施
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●かわさきパラムーブメント推進ビジョンに基づくレガシー形成に向けた取組の推進

●英国代表チーム事前キャンプの受⼊れに向けた取組の推進

●JOC（⽇本オリンピック委員会）パートナー都市関連事業の実施

●東京2020               契機   若者⽂化 発信

・事前キャンプの受⼊れ
時    市⺠主体 
      交流事業
の実施

東京2020オリンピック・パラリ
ンピックの開催を契機として、
誰もが⾃分らしく暮らし、⾃⼰
実現を⽬指せる地域づくりを
めざし、ダ イバーシティとソー
シャル・インクルージョンの象徴
としてのパラリンピックに重点を
置く「 かわさきパラムーブメン
ト」を推進します。また、英国
代表チーム事前キャンプ受⼊
れに向けた取組を進めます。

・オリンピックの価値など
を⼦ども達に伝えるオリ
ンピック教室の開催

・成果の検証に
基づく、持続的な
取組への発展
・⼤会開催後の
レガシーの形成

・事前キャンプの受⼊れ
に向けた施設整備

年度以降

・環境づくりに向けた⽅
向性の検討(H29)

・環境づくりに向けた検
討・調整

・事前キャンプの受⼊れ

・ブリティッシュ・カウンシ
ルとの包括連携協定の
締結(H29)

・ブリティッシュ・カウンシ
ルと連携した事業の実
施

         ＢＭＸ  若者⽂化 発信 向  取組 検討

・関係者とのワークショッ
プ等によるレガシーの共
有、取組内容の検討・
実⾏
・レガシー形成に向けた
多様な主体における取
組の推進

          理念浸透 向   市⺠参加                   推進
・実践活動開始 ・実践活動の拡散

      形成 向           理念 基  各種 取組 推進

・⼤会期間を活⽤した
さらなる拡充

 若者⽂化 関  世界規模 ⼤会開催  ⽀援
 若者⽂化 関   
ベント等への後援などに
よる⽀援(H29)

東京オリンピック・パラリン
ピック推進事業

事務事業名
現状 事業内容・⽬標

平成28 29 平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021） 平成34（2022）

（2016 17）年度 年度 年度 年度 年度

 市⺠活動 場 構築
 向  ⽴上 準備
(H29)

・ストリートカルチャーや
エクストリームスポーツな
どが結集した川崎発の
世界的な⼤会への⽀
援

・「かわさきパラムーブメ
ント推進フォーラム」の
運営

・第２期推進ビジョンの
策定(H29)

・プロモーションイベント
の実施(H29)

継続実施

・受⼊れに向けた協
議・調整

・事前キャンプの受⼊れ
 向  市⺠主体  
     交流事業 
推進

継続実施

・WDSF世界ユースブ
レイキン選⼿権への⽀
援
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施策２ 市⺠ ⽂化芸術活動 振興 

第 1 期の主な取組状況 
 誰  気軽 ⽂化芸術 触  多  市⺠ ⽂化芸術 楽   感           市⺠ ⽂化芸術活動に参加

    環境    進       市⺠ ⽂化団体等 多様 主体 協働 連携    ⽂化芸術活動 振興 向
けた取組を進めています。 

 平成 32（2020）年 東京 開催                        祭典       ⽂化 祭典   
ることから、障害者による⽂化芸術の普及促進などを通じて、障害の有無に関わらず誰もが⽂化芸術活動に取り組める
パラアートの環境づくりを進めています。 

 市内 ⽂化関連施設   ⽂化芸術 創造拠点 市⺠ 活動拠点 川崎市 魅⼒発信拠点 ⽂化財 保存活⽤
拠点としての取組を進めています。平成 29（2017）年 4 ⽉   更  魅⼒向上 向  指定管理者   市⺠ 
      運営         ⼩⿊恵⼦童謡記念館  童謡⽂化体験 場  地域 憩  交流 場       
ーアルオープンしました。 

 市⺠ 郷⼟ 対  認識 ⾼  貴重 ⽂化財 次世代 継承         保護 活⽤等 取組 進     
川崎市初 国史跡 指定   橘樹官衙（       ）遺跡群      保存活⽤ 更  推進 向    
の⽅針を⽰す計画策定に取り組んでいます。 

 

施策の主な課題 
 平成 32（2020）年を契機に、⽂化芸術を通じたダイバーシティとソーシャル・インクルージョンを推進するため、障害のあ

る⽅による⽂化芸術活動を⽀援するなど、多くの市⺠ ⽂化芸術活動 参加    環境    進  必要    
す。 

 平成 36（2024）年 市制 100 周年 ⾒据   市⺠ ⽂化団体等 多様 主体 協働 連携    ⽂化芸術
活動の振興をより⼀層図るとともに、⽂化芸術 通  川崎 魅⼒発信 取 組 必要があります。 

 

施策の⽅向性 
 
 
 
 
 
 

  

 東京 2020 オリンピック・パラリンピックや市制 100 周年 ⾒据   地域資源 活⽤  特
⾊ある⽂化芸術活動の推進 

⽂化芸術 市⺠⽣活  更  浸透に向け、誰もが⽂化芸術に親しめる環境づくりの推進 

市内⽂化関連施設の効率的 効果的 運営 更  魅⼒ 発信 

⼩⿊恵⼦童謡記念館        様⼦ アルテリッカしんゆり開催の様⼦ 
藤原歌劇団公演          理髪師  

 公益財団法⼈⽇本オペラ振興会  
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直接⽬標 

 市内 ⽂化芸術活動 推進  ⼀層市⺠ ⾝近       
主な成果指標 

 

計画期間の主な取組 

 

名　　　　　称
（指標の出典）

140.5万主要⽂化施設の⼊場者数
（市⺠⽂化局調 ）

1,269,188 ⼈ 128.6万 ⼈ 135.6万

（平成27（2015）年度） （平成28（2016）年度） （平成29（2017）年度） （平成33（2021）年度）
％以上 18 ％以上

年１回以上⽂化芸術活動   
⼈の割合
（市⺠     ）

14.6 ％ 12.8 ％ 16 ％以上

⼈以上 140.5万

（平成37（2025）年度）
20

計画策定時 現　　　　　状 第１期実施計画期間
における⽬標値

第２期実施計画期間
における⽬標値

第３期実施計画期間
における⽬標値

⼈以上
（平成37（2025）年度）

⼈以上
（平成26（2014）年度） （平成28（2016）年度） （平成29（2017）年度） （平成33（2021）年度）

●⽂化団体等と協働・連携した鑑賞・普及事業の実施

 地域の⽂化資源を活⽤した⽂化振興の取組

●市⽂化賞等の受賞者の選考及び贈呈式の開催

●パラアート推進事業の実施

●各種⽂化施設の運営⽀援と施設の計画的な維持・補修の実施

●川崎・しんゆり芸術祭（アルテリッカしんゆり）の開催⽀援

●    市⺠第九                    開催

●地名 関  市⺠講座 調査 研究 実施

●暮らしの中に豊かな⽂化芸術が薫る新たなしくみづくりの検討

・⽂化振興の取組

継続実施

・贈呈式の実施
 ⽂化、芸術等の各分野で顕著な活躍のあった個⼈・団体に市⽂化賞等の贈呈

・ラゾーナ川崎プラザソ
ル等の運営⽀援

     川崎      ⼩⿊恵⼦童謡記念館   運営⽀援 維持補修

 新百合 丘駅周辺  市北部 ⾏   総合芸術祭 開催⽀援（    演劇 ⾳楽 伝統芸能 落語  ）

・beyond2020プログ
ラム認証の推進

参加者数︓27,600
⼈以上

参加者数︓160⼈ 参加者数︓160⼈

継続実施

・事業の実施 継続実施

H28参加者数︓
150⼈

継続実施

参加者数︓660⼈

 川崎市⽂化財団と協働・連携した各種⽂化芸術事業の実施

事業推進

・改訂に向けた調査・
検討

事務事業名
現状 事業内容・⽬標

平成28 29 平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021） 平成34（2022）

（2016 17）年度 年度 年度 年度 年度 年度以降

市⺠の参加と⽂化芸術活動
団体等との協働・ 連携によ
り、⾼齢者や障害のある⽅
等、誰もが気軽に⽂化芸術
に触れ、より多くの市⺠が⽂
化芸術の楽しさを享受し 、本
市に愛着と誇りを持ち、創造
的で⼈間らしく感性豊かに暮
らせる地域づくりを進めます。

・⽀援の実施

・インクルーシブな⽂化
芸術活動の推進

参加者数︓27,600
⼈以上

参加者数︓27,600
⼈以上

参加者数︓27,600
⼈以上

参加者数︓2,000⼈ 参加者数︓2,000⼈ 参加者数︓2,000⼈ 参加者数︓2,000⼈

参加者数︓160⼈

H28参加者数︓
1,997⼈

H28参加者数︓
660⼈

参加者数︓160⼈

継続実施

継続実施

・（仮称）パラアート・
プラットフォーム設置に
向けた取組
・パラアート推進モデル
事業実施

・しくみづくりに向けた検
討

継続実施

・（仮称）パラアート・
プラットフォーム設置・運
営

 公募市⺠        市⺠第九合唱団  市⺠       共演        開催

 公募で集まった65歳以上の⾼齢者の⽅たちがモデルとして出演するファッションショーの開催

 ⽇本地名研究所と連携した地名講座（現地探訪も含む）の実施

参加者数︓660⼈ 参加者数︓660⼈

 『川崎の町名』改訂に向けた調査・検討

参加者数︓660⼈

 ⽂化振興団体などの活動に対する⽀援

27,500⼈

市⺠⽂化活動⽀援事業

・（仮称）パラアート・
プラットフォーム設置に
向けた取組（H29）

H29参加者数︓

継続実施

・パラアート推進モデル
事業実施（H29）

333



                 政策４-８ スポーツ・⽂化芸術を振興する 

政
策
体
系
別
計
画 

総 

論 

10
年
戦
略 

基
本
政
策
１ 

基
本
政
策
２ 

基
本
政
策
３ 

基
本
政
策
４ 
基
本
政
策
５ 

区
計
画 

進
⾏
管
理
・
評
価 

 

 

 

 

●「川崎市⽂化財保護活⽤計画」に基づく⽂化財の調査・保護・活⽤事業の推進

●指定⽂化財 保存修理等 実施

●専⾨的 知識 有  ⽂化財       育成 確保

●東海道川崎宿 歴史 ⺠俗資料 展⽰等   江⼾⽂化 発信

●漫画・アニメ・映像・写真などの館の特徴を活かした展覧会の開催

●       ＳＮＳ 活⽤  情報発信 更  強化 向  取組 推進

●⽂化芸術⼈材 交流 場 形成 活動機会 創出

●施設 ⻑寿命化 向  取組 推進

●⼤⼭街道 関  歴史 ⺠俗資料等 展⽰

●⼤⼭街道に関する地域の⽂化活動への⽀援

来館者数︓
60,000⼈以上

来館者数︓
60,000⼈以上

継続実施

来館者数︓
60,000⼈以上

継続実施

 考古 歴史 ⺠俗 絵画 ⼯芸 漫画 写真      映像等 資料 作品 収集 保管 展⽰

・伝統芸能や講演会
等の⽂化イベントの開
催

継続実施
・企画展の実施 継続実施

年度以降

事業推進

利⽤者数︓
50,000⼈以上

利⽤者数︓
50,000⼈以上

利⽤者数︓
50,000⼈以上

利⽤者数︓
50,000⼈以上47,120⼈

H28利⽤者数︓

●東海道川崎宿 関  活動 ⽀援 地域交流拠点    取組 推進

ボランティアが参加した
事業⽇数︓
延べ20⽇以上

来館者数︓
210,000⼈以上

来館者数︓
220,000⼈以上

来館者数︓
240,000⼈以上

来館者数︓
250,000⼈以上

年度

東海道川崎宿の歴史、⽂化
を学び、後世に伝えるととも
に、地域活動・地域交流の
拠点とするため、「 東海道か
わさき宿交流館」を運営しま
す。

H28来館者数︓
181,910⼈
H29展⽰会開催数︓
6回

・地域活動⽀援

展⽰会開催数︓6回

事業内容・⽬標
平成28 29 平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021）

継続実施

展⽰会開催数︓6回 展⽰会開催数︓6回

 地域の⽂化活動団体に対する活動場所の提供

展⽰会開催数︓6回

事業推進

市⺠      管理運
営事業

年度

ボランティアが参加した
事業⽇数︓
延べ20⽇以上

・計画に基づく調査・保
護・活⽤事業の実施

⽂化財保護・活⽤事業

 地域と連携した館の運営
東海道    宿交流館
管理運営事業

●埋蔵⽂化財の発掘調査等の実施

市⺠の郷⼟に対する認識を
深め、地域の⼈々の⼼のより
どころとして、⽂化の向上と発
展に貢献するため、歴史の営
みの中で、⾃然環境や社会・
⽣活を反映し ながら、 育ま
れ、継承されてきた⽂化財の
適切な保存と活⽤を進めま
す。

事務事業名
現状

・計画的な施設の改
修・補修等の実施

平成34（2022）

（2016 17）年度 年度 年度

ボランティアが参加した
事業⽇数︓
延べ20⽇以上

 資料等 関  講座 講演会 映写会 研究会等 実施

 資料等 関  専⾨的及 技術的 調査研究 解説書等 作成 頒布

・講座等の実施 継続実施

・調査研究等の実施 継続実施

・場や機会の提供 継続実施

事業推進

事業推進

・企画展、講座等の開
催

継続実施

Ｈ29ボランティアが参
加した事業⽇数︓
延べ18⽇

継続実施

ボランティアが参加した
事業⽇数︓
延べ18⽇以上

・情報発信
 展覧会やワークショップ等の開催状況の様⼦をホームページやＳＮＳで発信

・場や機会の提供
 市⺠ ⽂化活動 助⻑ 奨励及 指導

 作家同⼠ 交流 場 活動 機会 創出

60,328⼈
H28来館者数︓

継続実施

 ⼤⼭街道 関  ⺠俗等 関  資料 郷⼟       ⼈ 美術 ⽂学等 作品 展⽰

 保存修理等実施

・調査実施

・「地域⽂化財顕彰制
度  導⼊（H29）

本市の歴史、⺠俗、絵画、
映像等の資料や作品 を収
集、展⽰し、市⺠の観覧、学
習・研究を進めるため、博物
館と美術館の機能をあわせ
持つ複合⽂化施設として「市
⺠ミュージアム」 を運営 しま
す。

・体験講座の開催
 街道沿道の商店と連携したまちのマイスター体験講座の開催

継続実施

継続実施

継続実施

・サポーターズクラブまつ
りやふるさと館まつりの
実施

来館者数︓
60,000⼈以上

⼤⼭街道    館管理
運営事業

⼤⼭街道の歴史・ ⽂化を学
び、⽂化活動を通じて地域の
交流や活性化を図るため、
「 ⼤⼭街道ふるさと館」 を運
営します。

●地域団体 連携  ⼤⼭街道 魅⼒ 発信  取組 推進
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●健康増進に資する教室や⽂化教養に関する講座の開催

●    体育館   利⽤提供 推進

●市⺠ 相互 交流推進 向  ⾏事等 実施

●施設 ⻑寿命化 向  取組 推進

●「国史跡橘樹官衙遺跡群保存活⽤計画」に基づく取組の推進

●「国史跡橘樹官衙遺跡群整備基本計画」に基づく整備の推進

●橘樹官衙遺跡群の調査・研究の推進

●藤⼦ Ｆ 不⼆雄 作品及 資料 展⽰

●⽣⽥緑地における他美術館や博物館と連携した取組の推進

年度 年度 年度 年度

 SNSによる最新情報発信

 カフェ＆ショップの各種フェアと連動した広報の実施

参加者数︓
29,000⼈以上

参加者数︓
29,000⼈以上

参加者数︓
29,000⼈以上

⼊館者数︓
440,000⼈以上

⼊館者数︓
435,000⼈以上

⼊館者数︓
450,000⼈以上

⼊館者数︓
450,000⼈以上

・季節に合わせたイベン
トの開催

・季節に合わせたイベン
トやワークショップ等の開
催

継続実施

・広報の実施 継続実施

・PRの実施

・連携した取組実施

・情報発信

利⽤者数︓
432,000⼈以上

参加者数︓
29,000⼈以上

継続実施

 開館10周年記念事
業の実施

・整備に向けた基本・
実施設計

・計画策定（Ｈ29予
定）

 ⽣⽥緑地４館連携スタンプラリー等での他館と連携した事業実施

・季節に合わせたイベン
トの開催

平成32（2020） 平成33（2021） 平成34（2022）

（2016 17）年度 年度以降

事業推進

・整備推進

活⽤事業への参加者
数︓150⼈以上

活⽤事業への参加者
数︓200⼈以上

活⽤事業への参加者
数︓250⼈以上

活⽤事業への参加者
数︓350⼈以上

 市⺠  協働   
史跡環境整備・維持
管理 実施

継続実施

・計画に基づく保存管
理 活⽤ 実施
・史跡指定地の公有
地化の推進

434,775⼈

継続実施
 指定管理者        活          PR 区⺠祭等 地域      PR   出展

講座参加者数︓
19,000⼈以上

29,797⼈

⽂化・ 教養に関する講座や
健康増進のための教室等の
開催、市⺠相互の交流機会
を促進するため、「 市⺠プラ
ザ」を運営します。

市⺠   管理運営事業

      ⽂化  多⽬的 利⽤可能 施設 設備 貸出

 地域に根差した祭などの実施

・「整備基本計画」の
策定

●藤⼦ Ｆ 不⼆雄       魅⼒ 国内外 発信  取組 推進

本市ゆかりの漫画家、藤⼦・
Ｆ・不⼆雄の作品に込められ
たメッセージを幅広い世代に伝
えることで、⽂化芸術の振興
し、本市の魅⼒を増進するた
め、「藤⼦・ Ｆ・ 不⼆雄ミュー
ジアム」を運営します。

利⽤者数︓
432,000⼈以上

H28⼊館者数︓
 藤⼦ Ｆ 不⼆雄 原画 資料 展⽰

H28参加者数︓

・調査及び研究 継続実施

平成30（2018）

橘樹官衙遺跡群保存整
備・活⽤事業

利⽤者数︓
422,000⼈以上

利⽤者数︓
432,000⼈以上

古代川崎の歴史的⽂化遺
産を後世まで継承するため、
市内で初めて国史跡に指定
された「橘樹官衙（たちばな
かんが）遺跡群」 （橘樹郡
家跡と影向寺遺跡） の保
存・活⽤を図ります。

・計画的な施設の改
修・補修等の実施

平成31（2019）

継続実施

藤⼦ Ｆ 不⼆雄    
アム事業

事務事業名
現状 事業内容・⽬標

平成28 29

H28講座参加者数︓
18,748⼈

事業推進

事業推進

431,450⼈
H28利⽤者数︓

講座参加者数︓
19,000⼈以上

講座参加者数︓
19,000⼈以上

講座参加者数︓
19,000⼈以上
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●岡本太郎 美術作品及 資料等 展⽰

●⽣⽥緑地の他施設と連携した取組の推進

●国内外に向けた情報発信

●作品 資料     化事業 早期推進

●施設 ⻑寿命化 向  施設整備

●江⼾時代 古⺠家 野外展⽰

●伝統⽣活⽂化に関する企画展⽰及び各種講座等による教育普及事業の実施

●観光客の積極的誘致に向けた広報活動の実施

●⽂化財建造物 ⺠具   保存整備 調査研究

●⽣⽥緑地における他博物館や美術館と連携した取組の推進

●⾃然 天⽂ 科学 ３分野 実物 標本 模型   資料展⽰

●⾃然観察教室や科学実験教室など、体験を通した教育普及の取組の推進

●        活⽤  天⽂知識 普及啓発 実施

●       市⺠活動団体等 育成 ⽀援

●⽣⽥緑地における他博物館や美術館と連携した取組の推進

●開館50周年記念（H33（2021）） 向  取組

継続実施

継続実施

利⽤⼈数︓
130,000⼈以上

利⽤⼈数︓
136,000⼈以上

H28⼊館者数︓

継続実施

Ｈ28利⽤⼈数︓
116,053⼈

年度

⼊館者数︓
78,000⼈以上

年度

現状

事業推進

年度以降

事業内容・⽬標

継続実施

継続実施

⼊館者数︓
78,000⼈以上

⼊館者数︓
76,000⼈以上

継続実施

⼊館者数︓
77,000⼈以上

平成33（2021） 平成34（2022）

・企画展⽰及び各種
講座等教育普及事業
の充実

・国内外に向けた広報
活動の強化

利⽤⼈数︓
138,000⼈以上

事業推進利⽤⼈数︓
132,000⼈以上

・研修会の実施等によ
るボランティアの育成や
団体⽀援

・広報活動の実施

 記念事業 実施

・連携事業の実施

・天⽂サポーター研修
会等の実施や団体⽀
援

・連携事業の実施

Ｈ28利⽤⼈数︓
283,423⼈

利⽤⼈数︓
286,000⼈以上

利⽤⼈数︓
286,000⼈以上

利⽤⼈数︓
288,000⼈以上

利⽤⼈数︓
291,000⼈以上

 ⽂化財建造物 維持管理

 古⺠家耐震補強⼯事 実施

 園内の環境整備

 資料 整理 調査研究

事業推進

・連携事業の充実

 美術館機能の維持・向上、屋外作品の維持・補修の実施
・整備検討・実施

・企画展⽰及び事業
実施

・情報発信

 図録 資料等 外国語訳  国外  情報発信

 他都市 巡回  岡本太郎関連 展覧会  全国 向  情報発信

⾃然・ 天⽂・科学の3つの柱
を中⼼に、市⺠の科学知識
の普及啓発や科学教育の振
興のため、市唯⼀の⾃然系
登録博物館として、「⻘少年
科学館」（かわさき宙と緑の
科学館）を運営します。

⻘少年科学館管理運営
事業

⽇本⺠家園管理運営事
業

 維持管理 実施

・⼯事の実施

 記念事業 検討

・⼯事の実施

継続実施

継続実施

・プラネタリウムを活⽤し
た事業の実施

継続実施

・情報発信 継続実施

継続実施・デジタル化の推進

 整理等 実施

 開館20周年記念事
業の実施

・東京2020オリンピッ
ク・パラリンピックに合わ
せた事業の実施

本市ゆかりの芸術家、岡本
太郎の美術作品や資料を展
⽰することで、市⺠の美術に
関する創造的活動を 促進
し、市⺠⽂化の振興を図るた
め、近現代美術を扱う美術
館として「岡本太郎美術館」
を運営します。

岡本太郎美術館管理運
営事業

・連携した取組実施
 ⽣⽥緑地４館連携スタンプラリー等での他館と連携した事業実施

・連携事業の充実

継続実施・教育普及事業の実
施

国・県・市の指定⽂化財25
件を有する⽇本有数の古⺠
家の野外登録博物館として、
その貴重な⽂化財を適切に
保存・活⽤し、市⺠の⽂化・
学術・ 教育の向上を図るた
め、「 ⽇本⺠家園」 を運営し
ます。

75,339⼈

平成28 29 平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020）

・季節等に合わせたイ
ベントの開催

事務事業名
（2016 17）年度 年度 年度
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●⼩劇場や映像館を活⽤した芸術⽂化の鑑賞会等の開催

●市⺠ 芸術⽂化 創造 交流 促進 向  各種講座        等 実施 

●⻘少年 舞台芸術活動  ⽀援

●アーティストの育成・⽀援の取組の推進

●新百合ヶ丘駅周辺の⽂化施設等との連携による取組の推進

平成33（2021） 平成34（2022）

（2016 17）年度 年度 年度 年度 年度 年度以降

・⽇本映画⼤学の学
⽣が制作した作品の上
映等
・昭和⾳楽⼤学の指
導者や卒業⽣を起⽤
した主催公演の実施
等

継続実施

継続実施・育成・⽀援
 地域劇団 地元⾳楽⼤学出⾝ 若⼿俳優等 主催公演  起⽤

継続実施

現状 事業内容・⽬標
平成28 29 平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020）

事業推進

継続実施

利⽤者数︓
88,000⼈以上

H28利⽤者数︓
87,390⼈

継続実施

事務事業名

       管理運営
事業

芸術⽂化の創造・ 発信・交
流を促進するとともに、芸術
⽂化の鑑賞の機会を提供す
ることで、市⺠の芸術⽂化の
発展に寄与するための創造・
発信拠点とし て「 アートセン
ター」を運営します。

 ⾳楽、演劇、ダンス、伝統芸能などの舞台公演開催、映画などの映像作品の上映

・講座等の実施
 映像・舞台芸術をテーマとした各種講座・ワークショップの開催

利⽤者数︓
88,000⼈以上

・⽀援の実施
 ⻘少年 含 市⺠参加型 地域劇団   公演開催

・バリアフリー上映の実
施

継続実施

利⽤者数︓
88,000⼈以上

利⽤者数︓
88,000⼈以上
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施策３ ⾳楽や映像のまちづくりの推進 

第 1 期の主な取組状況 
 本市                 東京交響楽団 ２  ⾳楽⼤学 ４  市⺠       100  超  市⺠

合唱団 企業 吹奏楽団  多様 主体 連携                交流⾳楽祭     ⾳楽祭 実施
      ⾳楽          充実 図     幅広 世代 市⺠ ⾳楽 楽   環境    取 組    
す。 

 国際的評価が⾼く、「⾳楽のまち・かわさき」の中核的施設であるミューザ川崎シンフォニーホールでは、海外著名オーケス
   東京交響楽団等   良質 ⾳楽 鑑賞 機会 市⺠ 提供       市⺠ 晴  舞台    演奏会  
⼦どもから⼤⼈までが気軽に⾳楽に興味を持てるコンサート「フェスタサマーミューザ KAWASAKI」なども開催しています。 

 市内４つのシネマコンプレックスや映画の単科⼤学をはじめとした映像資源を活かし、「KAWASAKI しんゆり映画祭」の
開催⽀援        魅⼒ 向上 教育現場及 地域   る映像制作活動など⼈材育成の取組の⽀援、「毎
⽇映画コンクール表彰式」の川崎での開催⽀援などに取り組んでいます。 

 川崎がロケ地となった平成 28（2016）年 映画        公開 合わせ、市内の多様な団体と連携し、作品とタ
イアップした PR・イベントを数多く実施し、多数のメディアにも取り上げられるなど、ドラマや映画のロケ地を活⽤した都市イ
メージの向上や賑わいづくりを推進しています。 

 

施策の主な課題 
 市⺠ 豊  ⼼ 育  活⼒ 潤    地域社会    進      ⾳楽         推進協議会  映像 

まち・かわさき」推進フォーラムなどの関連団体とのより⼀層の連携のもと、市内の⾳楽や映像に関する資源を活⽤した取
組を進めていく必要があります。 

 東京 2020                ⾒据  ⾳楽 映像       川崎 魅⼒ 国内外 発信      更 
る都市イメージの向上とシビックプライドの醸成を図っていく必要があります。 

 

施策の⽅向性 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

 誰  ⾝近 ⾳楽 楽   環境    ⾳楽 通  活⼒と潤いのある地域社会づくりの  
推進 

ミューザ川崎シンフォニーホールなどの⾳楽資源を活かした ⾳楽          魅⼒の  
発信 

映像資源を活かした映像⽂化の振興と次世代の映像⽂化の担い⼿の育成 

映画「シン・ゴジラ」ロケの様⼦    交流⾳楽祭の様⼦ KAWASAKI しんゆり映画祭の様⼦ 
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直接⽬標 

 ⾳楽 映像 活⽤   都市 魅⼒向上 地域 活性化      
 

主な成果指標 

 

計画期間の主な取組 

 

 

名　　　　　称
（指標の出典）

74 ％以上

（平成37（2025）年度）

75 ％以上

30

（平成29（2017）年度） （平成33（2021）年度）

％以上 ％以上

ミューザ川崎シンフォニーホール主
催 共催公演 ⼊場者率
（市⺠⽂化局調 ）

72.0 ％ 73 ％ 73
（平成33（2021）年度） （平成37（2025）年度）

（平成27（2015）年度） （平成28（2016）年度） （平成29（2017）年度）

「映像のまち」の取組を知っていて、
評価できると回答した⼈の割合
（市⺠     ）

18.4 ％ 19.1

「⾳楽のまち」の環境が充実してい
ると感じる⼈の割合
（市⺠     ）

53.3 ％ 54 ％ 55

計画策定時 現　　　　　状

％以上

（平成33（2021）年度） （平成37（2025）年度）
％以上 25

第１期実施計画期間
における⽬標値

第２期実施計画期間
における⽬標値

第３期実施計画期間
における⽬標値

％ 20

57 ％以上 60 ％以上
（平成27（2015）年度） （平成28（2016）年度）

％以上
（平成26（2014）年度） （平成28（2016）年度） （平成29（2017）年度）

●多様な活動団体等との協働・連携に向けた「⾳楽のまち・かわさき」推進協議会への⽀援

●「かわさきジャズ」の開催

● 交流 響   開催

●シニア向け「プラチナ⾳楽祭」の開催

●東京交響楽団巡回コンサートの開催

●川崎市出⾝ 坂本九 ⾳楽 映像 通  魅⼒発信事業 実施

●姉妹都市 友好都市  ⾳楽⽂化交流事業 実施

⾳楽のまちづくり推進事
業

●    交流⾳楽祭  開催

多様な活動団体等と協働・
連携し ながら、誰もが⾝近に
⾳楽を楽し める環境づくりを
進めることで、まちに⾳楽があ
ふれ市⺠の豊かな⼼を育み、
活⼒ある地域社会づくりを進
めます。

・オーストリア・ザルツブ
ルク市(H29)
・クロアチア・リエカ市
（H29）

     通       出会  交流 機会 創出              開催

 川崎駅周辺 会場      諸国 ⺠族⾳楽 舞踊 地元 活躍            ⾳楽祭 開催

 地⽅の⾳楽コンクールでの優秀受賞者及びミューザが実施する講座の優秀受講者による公演の開催

    世代 構成   市内 ⾳楽団体 合唱 合奏 披露  ⾳楽祭 開催

 本市フランチャイズオーケストラ「東京交響楽団」による、福祉施設、病院、区役所、学校など市内各所での公演の開催
開催回数︓5回 開催回数︓5回 開催回数︓5回

2,000⼈

H28開催回数︓5回

 ⾳楽 映像 活⽤   川崎市出⾝ 歌⼿ 坂本九  功績 魅⼒ 広 紹介       開催

⼊場者数︓
80,000⼈以上

H29⼊場者数︓

周年記念事業等          実施

事業推進

H29⼊場者数︓

80,000⼈

⼊場者数︓900⼈ ⼊場者数︓900⼈ ⼊場者数︓900⼈

⼊場者数︓2,000⼈ ⼊場者数︓2,000⼈ ⼊場者数︓2,000⼈

H29⼊場者数︓
900⼈

⼊場者数︓900⼈

35,000⼈

⼊場者数︓
80,000⼈以上

・運営体制の検討

年度以降

事務事業名
現状 事業内容・⽬標

平成28 29 平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021） 平成34（2022）

（2016 17）年度 年度 年度 年度 年度

⼊場者数︓320⼈ ⼊場者数︓320⼈ ⼊場者数︓320⼈

⼊場者数︓2,000⼈

開催回数︓5回

⼊場者数︓
80,000⼈以上

⼊場者数︓
80,000⼈以上

 オーストリア・ザルツブルク市、オーストラリア・ウーロンゴン市、⽶国・ボルチモア市、英国・シェフィールド市、中国・瀋陽市との

H29⼊場者数︓

 「⾳楽のまち・かわさき」推進協議会事務局機能を川崎市⽂化財団へ統合した新たな運営体制による事業の展開
・両団体の強みや相乗
効果を活かした事業の
展開

⼊場者数︓
35,000⼈以上

⼊場者数︓
35,000⼈以上

⼊場者数︓
35,000⼈以上

⼊場者数︓
35,000⼈以上

⼊場者数︓600⼈
 ⽣誕80周年記念事
業の実施

H29⼊場者数︓
320⼈

・ウーロンゴン市 ・ボルチモア市 ・シェフィールド市 ・瀋陽市
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●⾳楽ホールを活⽤したクラシックオーケストラ等による⾳楽鑑賞機会の提供

●本市         向      川崎          国内外  魅⼒発信

●   舞台設備等 中⻑期的 修繕

●地域の⽂化拠点として、⾳楽分野の裾野を広げる事業の展開

●「映像のまち・かわさき」推進フォーラムの活動⽀援

●教育現場及び地域における映像制作活動の⽀援

●川崎市映像アーカイブ事業の実施

●魅⼒発信     映像作品   ⽀援

●  地 活⽤  魅⼒発信 地域活性化

●「KAWASAKIしんゆり映画祭」の開催⽀援

●毎⽇映画コンクール表彰式の本市開催の⽀援

映像のまち・かわさき推進
事業

映像関係団体、企業、⾏政
で組織する「映像のまち・ かわ
さき」 推進フォーラムを中⼼
に、映像に関する豊富な地
域資源を活⽤し、映像に親
しむ機会の創出とまちの魅⼒
を発信することで、映像⽂化
の振興を図ります。

川崎シンフォニーホール管
理運営事業

・⽀援の実施
 ⼩学校の授業や地域のワークショップ（寺⼦屋事業など）での映像制作の⽀援

 魅⼒発信  魅⼒発信

・休館を伴う⼤規模修
繕⼯事の実施

・修繕⼯事の実施

・市内各地での演奏会
等の開催

世界的な⾳楽家の指揮や演
奏など良質な⾳楽鑑賞の機
会や「市⺠の晴れの舞台」を
提供することで、市⺠の⾳楽
活動の振興を図るため、「⾳
楽のまち・かわさき」 の中核施
設としてミューザ川崎シンフォ
ニーホールを運営します。

         主 会場    市⺠ 中⼼    企画 運営 ⾏ 映画祭 開催⽀援

継続実施

・毎⽇映画コンクール表
彰式等の広報⽀援

継続実施

 海外著名オーケストラや東京交響楽団によるコンサートの開催

 誰もが気軽に⾳楽に興味を持てるコンサートの開催
・コンサートの開催

 中⻑期的 修繕計画 推進   修繕 実施
・⼤規模修繕⼯事の
実施設計

継続実施

 ⼈材育成や教育プログラム等⾳楽⽂化の創造発信を⽬的としたプログラムの実施
・事業検討及びプログ
ラムの実施

 ⼤規模修繕に伴う休館期間における⾳楽鑑賞機会等の継続的な提供

・活動⽀援

 クラシック、ジャズ、バレエ、⼦どもの発表会までをそろえた夏の⾳楽祭「フェスタサマーミューザ」の開催

事業推進

97,220⼈
H28⼊場者数︓ ⼊場者数︓

100,000⼈以上
⼊場者数︓
100,000⼈以上

⼊場者数︓
100,000⼈以上

⼊場者数︓
100,000⼈以上

継続実施

・東京2020オリンピッ
ク・パラリンピックを契機
とした事業の検討

継続実施

継続実施

継続実施・アーカイブ映像の活⽤
 アーカイブ映像を活⽤した上映会・ワークショップ等の実施

来場者数︓
2,500⼈以上

来場者数︓
2,500⼈以上

来場者数︓
2,500⼈以上

来場者数︓
2,500⼈以上

継続実施

2,532⼈
H28来場者数︓

・ロケ地周知
 関係団体等と連携しロケ実績と観光資源をセットにしたＰＲ（ロケ地マップ・ツアー、サイトでのロケ地紹介）

・ロケ誘致の推進
 ロケ相談窓⼝の設置、市内ロケ地の案内

 魅⼒発信

事務事業名

・⾳楽祭の開催

 映像 関  多  ⽅々 交流 連携 場    映像         推進      構成員         分野 
の連携強化などの⽀援を実施

現状 事業内容・⽬標
平成28 29 平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021） 平成34（2022）

（2016 17）年度 年度 年度 年度 年度 年度以降

・市内各地での演奏会
等の開催に向けた検討

事業推進

継続実施
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政策４-９ 戦略的            

政策の⽅向性  
 本市は、地域ごとに特⾊ある歴史や⽂化が育まれ、さまざまな⽂化・スポーツや、多摩川をはじめとした

⾃然環境   魅⼒       地域資源 有      近年   交通利便性 活      
くりによって活気が⽣み出され、住みやすいまちとして認知されるとともに、産業技術や研究開発機能の
集積  川崎 魅⼒       認識         川崎      着実 向上       

 今後 海外  通⽤  抜群 都市     確⽴  市⺠ 愛着 誇  持  誰  訪     
川崎をめざすため、地域資源を磨き上げるだけでなく、新たな地域資源の発掘・創出に取り組むとともに、
市⺠ 企業   効果的          図  川崎 魅⼒ 広 伝  戦略的          
ンを推進します。 

 

市⺠ 実感指標 

市⺠ 実感指標 名称 
 （指標の出典） 

計画策定時 
(Ｈ27)〔2015〕

現状 
(Ｈ28)〔2016〕

⽬標 
(Ｈ37)〔2025〕

市 魅⼒ 良         感    ⼈ 割合 
（市⺠     ） 40.7% 37.5% 50%以上 

 

施策の体系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

政策４-９ 戦略的           

施策4-9-1  都市イメージの向上とシビックプライドの醸成

施策4-9-2 川崎の特性を活かした観光の振興
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施策１ 都市イメージの向上とシビックプライドの醸成 

第 1 期の主な取組状況 
 より⼀層の都市イメージの形成・向上を図るため、産業・研究開発分野

（           ⼯場夜景等） ⽂化芸術分野（藤⼦ Ｆ 不⼆
雄ミュージアム等）、スポーツ分野（川崎フロンターレ等）、⾃然分野（⽣
⽥緑地・多摩川等）、⽣活分野（駅周辺まちづくり等）など、重点施策
 中⼼  本市 多⾯的 魅⼒ 活       戦略 進       

 都市のブランドメッセージ「Colors,Future! いろいろって、未来。」を設定し、
市⺠ ⺠間事業者等      主体     好        元気 
なる取組を進めています。このブランドメッセージ等を効果的に⽤いて、国内
外 向       情報発信 戦略的 ⾏       

 グローバル化が進展する中、世界における本市の存在感を⾼めるため、これ
  良好 関係 築 上    海外都市等とお互いの強みや特性を活
   交流 推進     国内外  ⾏      住      働  
       市⺠ 住 続    世界   寄  真      都市 
川崎」をめざした取組を進めています。 

 

施策の主な課題 
  川崎市          戦略     基   市⺠ 川崎  愛着 誇  醸成 対外的 認知度      向

上    施策 事業 推進       市 魅⼒ 施策 取組等     情報 市⺠等 ⼗分届     状況
にあるため、さまざま                活⽤  市 多彩 魅⼒   効果的 発信    必要    
す。 

 

施策の⽅向性 
 
 
 
 
 
 
  

 市内外 向             効果的活⽤    本市 多彩 魅⼒ 情報発信 
強化 

ブランドメッセージを核とした、多様な主体を巻き込んだ⺠間発の取組を伴うシビックプライド
の醸成 

    良好 関係 築 上    海外都市等との 互  強  特性 ⽣   更  
交流 推進 

ブランドメッセージ 
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 市内外    市 認知度 好感度 ⾼   

主な成果指標 

  

計画期間の主な取組 

 

名　　　　　称
（指標の出典）

（平成37（2025）年度）
点以上 誇り　6.0 点以上点以上 誇り　5.5

        指標 市⺠ 市 
対する「愛着」「誇り」に関する平
均値　※10点満点
（都市イメージ調査）

愛着　6.0 点 愛着　5.9 点 愛着　6.1 点以上

隣接都市     川崎市 良 
イメージがあると感じている⼈の割
合
（都市イメージ調査）

50.3 42.0 51 53 55％ ％ ％以上 ％以上
（平成37（2025）年度）

誇り　5.0 点

（平成33（2021）年度）
％以上

愛着　6.5 点以上 愛着　7.0

第１期実施計画期間
における⽬標値

第２期実施計画期間
における⽬標値

第３期実施計画期間
における⽬標値

誇り　4.9 点 誇り　5.1
点以上

（平成26（2014）年度） （平成28（2016）年度） （平成29（2017）年度） （平成33（2021）年度）

（平成26（2014）年度） （平成28（2016）年度） （平成29（2017）年度）

計画策定時 現　　　　　状

●           戦略     基  取組 推進

●国内外に向けた、各種メディアの効果的活⽤によるシティプロモーションの推進
 動画の制作及び効果的な活⽤

●         等 活⽤  効果的 情報発信及 ⺠間活⼒ 連携  ＰＲ事業 推進

●都市ブランド推進事業の推進

●海外   視察受⼊ （公財）国際交流協会 連携  国際交流 推進

●国際交流 促進       ⾏事等 開催

事業推進

継続実施

継続実施

 国際交流 取 組 市⺠ 団体等 主体的 国際活動 促 情報提供  

H28研修等開催数︓
55回

 ⽣活相談等の実施

・情報提供など

●外国⼈窓⼝相談事業の実施

事務事業名 平成33（2021）

現状 事業内容・⽬標
平成28 29

（2016 17）年度

平成30（2018）

年度
平成34（2022）

年度
平成32（2020）平成31（2019）

年度 年度 年度以降

・「第3次シティプロモー
ション推進実施計画」
の検討・策定

事業推進

・オリ・パラ、パラムーブメ
ントを通じた国内外へ
のプロモーション活動

・イギリス・シェフィールド
市友好都市提携30
周年記念事業

・中国・瀋陽市姉妹都
市提携40周年記念
事業

 市制100周年
に向けたシティプ
ロモーションの推
進

実施数︓7事業程度 実施数︓7事業程度

シティプロモーション推進
事業

海外からの視察受⼊や国際
交流協会との連携により、⾏
政だけでなく市⺠による国際
交流 促進    

・「第2次シティプロモー
ション推進実施計画」
の検討・策定

・SNS、動画等を活⽤
  魅⼒発信
・PR会社、フォーリンプ
レスセンターを通じた国
内外への情報発信

・情報発信の強化
・各局のプロモーション
⽀援

･⺠間主体 発信⽀援
・広報紙や施設・各局
と連携したＰＲ

・動画の活⽤の実施

・「第2次シティプロモー
ション推進実施計画」
に基づく取組の推進

継続実施

国際交流推進事業
・オーストラリア・ウーロン
ゴン市姉妹都市提携
30周年記念事業

H28実施数︓7事業
H29実施数︓7事業

各局と連携した戦略的な情
報発信等    市⺠    
クプライドの醸成及び対外的
な都市イメージの向上を図り
ます。

国際交流    管理運
営事業

・アメリカ・ボルチモア市
姉妹都市提携40周
年記念事業

・クロアチア・リエカ市姉
妹都市提携40周年
記念事業（H29）

・ブランドメッセージ策定
（H28）

・スポーツパートナー等
やパラムーブメントの取
組との連携

H28相談件数︓
1,624件

継続実施

市⺠の国際理解の増進及び
国際友好親善の発展等に寄
与するため、「 国際交流セン
ター」を運営します。

 国際相互理解 進     講座 充実及 質 ⾼ ⽇本語 外国語等 研修事業 実施

実施数︓7事業程度 実施数︓7事業程度
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●市⺠⽂化⼤使 活動 通  本市 魅⼒ PR        

現状 事業内容・⽬標
平成34（2022）

（2016 17）年度 年度 年度 年度 年度 年度以降
平成28 29 平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021）

継続実施・PR等の実施
 市⺠⽂化⼤使 個々 活動 市⻑ 代理    交流事業  参加等 通  本市 PR         推進

 第8期市⺠⽂化⼤使
の任命（H29）

 第9期市⺠⽂化⼤使
の任命

 第10期市⺠⽂化⼤
使の任命

事業推進
⽂化芸術・スポーツ分野で活
躍する本市に ゆか りの ある
⽅々を市⺠⽂化⼤使に任命
し、国内外の活動で連携する
ことにより、市の魅⼒をPRし、
イメージアップを図ります。

市⺠⽂化⼤使事業

事務事業名

かわさきの多彩 魅⼒ 

⼯場夜景 ⽇本⺠家園 カワサキハロウィン 

カルッツかわさき 等々⼒陸上競技場  KAWASAKI FRONTALE

シェフィールド市 
（英国） 

ザルツブルク市 
（オーストリア共和国） 

リエカ市 
（クロアチア共和国）

リューベック市
（ドイツ連邦共和国）

ウーロンゴン市
（オーストラリア連邦）

ダナン港
（ベトナム社会主義共和国） 

富川市
（⼤韓⺠国）

瀋陽市
（中華⼈⺠共和国）

ボルチモア市
（アメリカ合衆国）

海外の姉妹都市、友好都市・港 
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施策２ 川崎の特性を活かした観光の振興 

第 1 期の主な取組状況 
 訪⽇外国⼈旅⾏者数 増加等 環境変化 対応       

新  集客 交流 増加   地域経済 活性化 促進   
め、「新・かわさき観光振興プラン」に基づき、効果的な観光情報
の発信や観光客受⼊体制の充実を図り、外国⼈観光客の誘
客を促進しています。 

 ものづくりの街である川崎の都市特性を活かし、市内に多数存在
している⽣産施設や産業遺産、先端技術施設などの地域資源
を効果的に活⽤し、産業観光ツアーや⼯場夜景ツアーの実施を
通じた産業観光の取組を推進しています。 

 競輪事業      新     層 拡⼤          
ケイリンの開催をはじめ、初⼼者教室、バックヤードツアー等を実
施しているほか、「公園との⼀体感を感じられる空間づくり」及び
 持続可能 事業運営 確⽴ 向  施設           
施設の再整備を進めています。また、平成 29（2017）年度 
ら包括的な業務委託を導⼊し、事業の収益性の確保に取り組
んでいます。 

 
 

施策の主な課題 
 訪⽇外国⼈旅⾏者 増加 市内        消費            東京 2020 オリンピック・パラリンピックを

好機   捉    多  外国⼈ 魅了     観光資源 ⼀体的 活⽤  観光情報 積極的 発信   取
り組む必要があります。 

 競輪事業      趣味      多様化     ⾼齢化      ⾞券売上額の減少傾向が続いていることか
ら、更なる施策の展開が求められています。 

 

施策の⽅向性 
 
 
 
 
 
 

  

 観光協会 ⺠間企業 近隣⾃治体等との連携による「オール川崎」での観光振興施策の推進

川崎の特性を活かした産業観光の取組の推進 

競輪事業    持続可能 事業運営 確⽴ 向  施設整備及 効率的 運営 推進 

資料︓経済労働局調 

海外のインフルエンサー（⾼ 発信⼒ 持 ⼈）を 
活⽤した観光情報発信事業 
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直接⽬標 

 市内への集客及び滞在を増加させる 
 

主な成果指標 

 
 

計画期間の主な取組 

 

名　　　　　称
（指標の出典）

⼈以上

第１期実施計画期間
における⽬標値

第２期実施計画期間
における⽬標値

第３期実施計画期間
における⽬標値

⼈以上 198万 ⼈以上 210万 ⼈以上

⼈以上 ⼈以上 ⼈以上

⼈以上
（平成33（2021）年）

8,100

外国⼈ 23万 ⼈以上

（平成37（2025）年）
9,200

2,100万

外国⼈ 25万 ⼈以上

⼯場夜景 産業観光    年間
参加者数
（経済労働局調べ）

⼈ ⼈ ⼈以上
（平成26（2014）年） （平成28（2016）年） （平成29（2017）年）

主要観光施設 年間観光客数
（経済労働局調べ）

6,600 5,416 7,200

⼈

⼈以上

1,646万1,504万

外国⼈ 17万外国⼈ 15万 ⼈ 外国⼈ 20万 ⼈
宿泊施設 年間宿泊客数
（経済労働局調べ）

178万 ⼈ 183万 ⼈ 187万

（平成26（2014）年） （平成28（2016）年） （平成29（2017）年） （平成33（2021）年） （平成37（2025）年）

（平成26（2014）年） （平成28（2016）年） （平成29（2017）年） （平成33（2021）年） （平成37（2025）年）
1,549万 1,856万

計画策定時 現　　　　　状

⼈

●新・かわさき観光振興プランに基づく施策の展開

●本市 多彩 観光資源 魅⼒発信 多様 広報戦略 実施

●旅⾏者 利便性 ⾼ 川崎駅  観光案内 提供

●⺠泊事業 適正 運営確保 活⽤

●外国⼈観光客の誘客促進及び観光客受⼊態勢の充実

●市⺠⽂化 創造 地域経済 活性化 推進      市⺠祭  開催

観光協会、商⼯会議所、企
業、近隣⾃治体等との連携
体制の構築による旅⾏商品
の造成や広報など、オール川
崎による集客事業を実施しま
す。

事業推進

・ホームページやパンフ
レットなどによる情報発
信 広報戦略 推進

継続実施

 川崎駅北⼝⾏政  
ビス施設（かわさき　き
たテラス）における観光
案内の提供開始
(H29予定)

 市⺠ 事業者 ⾏政
が⼀体となったかわさき
市⺠祭  開催

継続実施

・さらなる観光振興の
推進に向けた施策の展
開

 近隣⾃治体等  連
携による外国⼈観光
客の誘客促進

継続実施

 住宅宿泊事業準備
⾏為 対応(H29)

・外国⼈観光客の動
態分析及び分析結果
を踏まえた施策の展開

 川崎駅北⼝⾏政  
ビス施設（かわさき　き
たテラス）における観光
案内の提供

・外国⼈観光客の動
態分析の実施

 ⺠泊 実態把握 活
⽤に向けた調査等の実
施

年度

観光振興事業

事務事業名
現状 事業内容・⽬標

平成28 29 平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021） 平成34（2022）
年度 年度以降年度 年度

・施策の展開

（2016 17）年度

 住宅宿泊事業 届
出受付事務と監督業
務の実施

・インバウンド等誘客推
進協議会と連携した取
組の推進

346



 
政策４-９ 戦略的            

政
策
体
系
別
計
画 

総 

論 

10
年
戦
略 

基
本
政
策
１ 

基
本
政
策
２ 

基
本
政
策
３ 

基
本
政
策
４ 

基
本
政
策
５ 

区
計
画 

進
⾏
管
理
・
評
価 

 

●産業観光ツアー及び⼯場夜景ツアーの推進

●教育旅⾏誘致活動 実施

●着地型旅⾏商品等 企画 検討

●川崎⼯場夜景等のガイド養成

●インバウンド観光の推進

●観賞客 安全確保及 継続可能 花⽕⼤会 企画 ⽴案 実施

●⺠間事業者  連携   安全 楽  ⼤会 運営計画 策定 実施

● 川崎競輪場再整備基本計画  基  施設 再整備 推進

●競輪場施設 設備 耐⽤年数 応  整備 改修 実施

事業推進
川崎の市制記念のイ ベントと
して親しまれている花⽕⼤会
を開催することで、「ふるさと川
崎」の意識の⾼揚を図り、豊
かな市⺠⽂化の創造を⽬指
します。

事業推進
産業観光推進事業

H28産業観光ツアー
企画回数︓6回

産業観光ツアー、⼯場夜景
ツアーを引き続き推進するとと
もに、全国の⼯場夜景都市と
連携し た取組等を実施しま
す。また、全国各地への教育
旅⾏誘致活動を 実施 しま
す。

継続実施

市制記念花⽕⼤会事業

・運営計画の策定、実
施

継続実施

・海外におけるプロモー
ションの推進

・外国⼈観光客向けガ
イドの育成

継続実施

・安全かつ継続可能な
花⽕⼤会に向けた企
画 ⽴案 実施

・安全かつ継続可能な
花⽕⼤会に向けた企
画 ⽴案 実施

・観光客の市内回遊
性 向上 促 旅⾏
商品等の企画・検討

継続実施

・「ようこそ︕かわさき検
定」合格者等を活⽤し
たガイド養成

継続実施

産業観光ツアー企画
回数︓6回以上

事務事業名
現状 事業内容・⽬標

平成28 29 平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021） 平成34（2022）
（2016 17）年度

競輪場整備事業
・基本計画に基づく再
整備の推進

継続実施 事業推進

 ⽼朽化設備 更新
⼯事及び維持修繕⼯
事の実施

継続実施

公園との⼀体感を感じられる
空間づくりや持続可能な事
業運営の確⽴に向けた施設
づくりをメインコンセプトとして、
施設 再整備 ⾏    

産業観光ツアー企画
回数︓6回以上

・会場周辺の環境変
化に対応した警備計
画の策定、実施
・協賛席の定着に向け
た広報の実施

・外国⼈観光客向けツ
アーの検討・開発

・外国⼈観光客向けツ
   開発 試⾏ 実
施・検証

・外国⼈観光客向けツ
アーの実施・検証

・ＳＮＳによる定期的
な情報発信の実施

・産業観光ＤＶＤ等
 活⽤  教育旅⾏
誘致活動の実施

・外国語で情報発信を
⾏ ＳＮＳ ⽴上 

年度 年度 年度 年度 年度以降

産業観光ツアー企画
回数︓6回以上

産業観光ツアー企画
回数︓6回以上
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●効果的 効率的 運営⽅法   競輪 開催

●新規ファンの獲得に向けた取組の推進

●特別競輪 誘致活動 展開

●収益向上を⽬指した企画レースや協賛レース等の活性化策の推進

●市⺠ 親    競輪場 向  取組

競輪等開催 運営事業
・包括的な業務委託の
導⼊による、柔軟かつ
効果的 効率的 事
業運営

継続実施 事業推進
包括的な業務委託の導⼊に
より、公正・安全かつ円滑で
効率的 業務運営 ⾏   
で、コスト削減、ファンサービス
向上、市⺠利⽤・ 多⽬的利
⽤ ⼀層 推進 図  競輪
事業の効果的・効率的な実
施及び市⺠に親し まれる競
輪場 確⽴ ⽬指    

 競輪初⼼者教室 
ガールズケイリン等の実
施による取組の推進

継続実施

・検討結果に基づく対
応

・包括的な業務委託の
実績に基づく今後の事
業運営⽅法の検討

    ⾃転⾞教室等
 開催 通   市⺠
 親    競輪場 
の取組の推進

継続実施

・誘致活動の展開 継続実施

・企画レースや協賛
レース等の開催

継続実施

事務事業名
現状 事業内容・⽬標

平成28 29 平成30（2018） 平成31（2019） 平成32（2020） 平成33（2021） 平成34（2022）
（2016 17）年度 年度 年度 年度 年度 年度以降
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